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本冊子の使い方

　本冊子は、神戸市内にお住まいの障害のある人やその家族が利用できる保健・福祉サー
ビスの概要と問い合わせ先を紹介したものです。

　各項目の対象者や申し込み方法などについては、障害の程度や所得により対象者に制限
がある場合や介護保険が優先する場合、また、事前の申し込みが必要な場合があります。
詳しくは事前に窓口へ問い合わせてください。

　この冊子は、令和5年4月1日現在の情報を掲載しています。
　掲載内容の変更や、受付終了の場合がありますので、各サービスをご利用
の際には、事前にそれぞれの窓口で確認していただきますようお願いします。

※表紙の絵：令和４年度「障害者週間のポスター」に選ばれた作品です。

」）版度年3２０２（  しまらあの祉福者害障「

神戸市ホームページ
（https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/shise/index.html）
もあわせてご覧ください。

≪左≫  高橋　采花さん〔神戸市立明親小学校１年生（当時）〕
≪右≫  淺井　智優さん〔神戸市立向洋中学校２年生（当時）〕
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機 2 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
4 △ △ ○ ○
5 △ △ △ △ ○
6 △ △ ○ ○

機
声
音

害
障
能 3 △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

4 △ △ ○ ○ △ ○

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○
4 △ △ △ △ △ △ ○ ○
5 △ △ ○ ○
6 △ △ ○ ○

害
障
部
内 1 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○

2 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○
4 △ △ △ ○

帳
手
育
療 Ａ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○

B1 △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △
B2 △ △ △ △ △ ○ △ △

害
障
神
精 1 ○ ○ ○ △ △

△
△ △ △ ○ ○ △ △

2 ○ △ △ △ △ △ △ △ △
3 △ △ △

難　　病 △ △ △ △ △ △ △ ○
所得制限
の 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 ※ ※ ※ ※

対象年齢 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（ 74

下
以
歳

65

者
齢
高
期
後
の
上
以
歳

者
険
保
被
療
医 65

り
あ
が
害
障
の
定
一
で
上
以
歳

人
た
け
受
を
定
認
し
請
申

り
あ
担
負
己
自
部
一

時
請
申

18

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一 20

満
未
歳

20

満
未
歳

20

上
以
歳

時
請
申

65

満
未
歳

20

上
以
歳

要
必
等
書
断
診

者
護
保
の
者
・
児

時
入
加

65

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一

り
あ
担
負
己
自
部
一

介護保険が
優先する制度 ○ ○

4



対象年齢（児 :18 歳未満、者 :18 歳以上）△は一部の人対象
療　育 訓　　　　　　　練 手帳の交付 保健 医　　療

事

　
　
　

業

　
　
　

名
業
事
室
教
子
親
児
幼
乳

業
事
導
指
動
運
覚
感

導
指
育
療
者
害
障

練
訓
活
生
常
日
者
明
失
途
中

練
訓
声
発
者
害
障
能
機
声
音

加
参
会
社
ト
イ
メ
ト
ス
オ

業
事
進
促

練
訓
能
機

帳
手
者
害
障
体
身

帳
手
育
療

帳
手
祉
福
健
保
者
害
障
神
精

帳
手
童
児
病
疾
定
特
性
慢
児
小

談
相
養
療
る
よ
に
師
健
保

療
医
生
更

療
医
成
育

療
医
院
通
神
精

成
助
費
療
医
院
入
神
精

ページ 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16

害

障

覚

視
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機
声
音

害
障
能 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

害
障
部
内 1 ○ △ ○ ○ ○ △ ○

2 ○ ○ ○ ○ △ ○
3 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
4 ○ △ ○ ○ ○ △ ○

帳
手
育
療 Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
B2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

害
障
神
精 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

難　　病 ○ △ △ ○
所得制限
の 有 無 有 有 有 有

対象年齢 児 児 児 児 児 者 者 者 ※ ※ 者 児

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

上
以
歳
３
ね
む
お
お 20

満
未
歳

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

介護保険が
優先する制度

障害程度別施策一覧

視
覚
障
害
者
生
活
訓
練
事
業

（障害程度以外に所得や年齢の要件、他の施策との調整などの要件がある場合があります。各窓口に問合せをしてください。）

医　　　　　療 手　　　　当 年　　　金 貸付 福祉器具

事

　
　
　

業

　
　
　

名 成
助
費
療
医
者
害
障
度
重

成
助
費
療
医
者
害
障
度
重
齢
高

度
制
療
医
者
齢
高
期
後

）
病
難
定
指
（
費
療
医
定
特

業
事
究
研
療
治
患
疾
定
特
・
担
負
費
公

費
療
医
病
疾
定
特
性
慢
児
小

業
事
成
助

者
患
用
使
器
吸
呼
工
人
宅
在

業
事
備
整
源
電
用
常
非

当
手
養
扶
童
児
別
特

当
手
祉
福
児
害
障

当
手
者
害
障
別
特

当
手
護
介
者
害
障
身
心
度
重

金
付
給
別
特
者
害
障

当
手
養
扶
童
児

）
金
年
礎
基
害
障
（
金
年
民
国

）
金
年
済
共
（
金
年
生
厚

金
付
給
害
障
別
特

度
制
済
共
養
扶
者
害
障
身
心

付
貸
の
金
資
祉
福
活
生

給
支
の
費
具
装
補

）
け
受
借
・
理
修
・
入
購
（

付
給
・
給
支
の
費
具
用
活
生
常
日

ページ 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 27 27～31

害

障

覚

視
1 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
2 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○
4 △ △ ○ ○
5 △ △ ○ ○
6 △ △ ○ ○

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
4 △ △ ○ ○
5 △ △ △ △ ○
6 △ △ ○ ○

機
声
音

害
障
能 3 △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

4 △ △ ○ ○ △ ○

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○
4 △ △ △ △ △ △ ○ ○
5 △ △ ○ ○
6 △ △ ○ ○

害
障
部
内 1 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○

2 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○
4 △ △ △ ○

帳
手
育
療 Ａ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○

B1 △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △
B2 △ △ △ △ △ ○ △ △

害
障
神
精 1 ○ ○ ○ △ △

△
△ △ △ ○ ○ △ △

2 ○ △ △ △ △ △ △ △ △
3 △ △ △

難　　病 △ △ △ △ △ △ △ ○
所得制限
の 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 ※ ※ ※ ※

対象年齢 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（ 74

下
以
歳

65

者
齢
高
期
後
の
上
以
歳

者
険
保
被
療
医 65

り
あ
が
害
障
の
定
一
で
上
以
歳

人
た
け
受
を
定
認
し
請
申

り
あ
担
負
己
自
部
一

時
請
申

18

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一 20

満
未
歳

20

満
未
歳

20

上
以
歳

時
請
申

65

満
未
歳

20

上
以
歳

要
必
等
書
断
診

者
護
保
の
者
・
児

時
入
加

65

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一

り
あ
担
負
己
自
部
一

介護保険が
優先する制度 ○ ○

5



失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通

支
援
者
の
派
遣

（障害程度以外に所得や年齢の要件、他の施策との調整などの要件がある場合があります。各窓口に問合せをしてください。）

公共料金の割引等 交 通 費 の 割 引 交通機関の利用支援 就労 その他

事

　
　
　

業

　
　
　

名
）
人
本
（
場
車
駐
立
市

）
者
護
介
（
場
車
駐
立
市

料
信
受
送
放
Ｋ
Ｈ
Ｎ

料
無
内
案
号
番
話
電
Ｔ
Ｔ
Ｎ

）
当
担
い
あ
れ
ふ
（
置
措

鉄
下
地
・
ス
バ
市

鉄
私
・
Ｒ
Ｊ

･ 賃
運
空
航
内
国

料
行
通
路
道
料
有

付
交
の
証
車
乗
祉
福

成
助
費
料
燃
車
動
自

成
助
費
造
改
車
動
自

章
標
車
定
指
外
除
止
禁
車
駐

付
交
の

助
補
費
得
取
許
免
転
運
車
動
自

等
談
相
業
職
・
介
紹
業
職

票
投
者
在
不
る
よ
に
等
便
郵

ページ 52 52 53 53 54 55 55 55 55 55～56 56 56 57 57 57 58 58 59 61 66

害

障

覚

視
1 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
2 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ※
4 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ ○ ※
3 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※
4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

機
声
音

害
障
能 3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
2 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
3 ○ △ △

）
く
除
は
肢
下
（ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ △ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

害
障
部
内 1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △

2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △
3 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ※ △
4 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

帳
手
育
療 Ａ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

B1 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
B2 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

害
障
神
精 1 ○ △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

2 △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ※
3 △ ○ ○

○

※ ※ ※ ○ ※

難　　病 ※
所得制限
の 有 無 有 有

対象年齢 者 者 者

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（

得
所
帯
世
・
主
帯
世
・
級
等
△

り
あ
額
全
・
額
半
り
よ
に

外
除
部
一
は
者
護
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

　
る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

転
運
者
護
介
は
又
人
本
□

み
の
転
運
人
本
○

み
の
転
運
人
本
部
一
△

み
の
転
運
者
護
介
※

介 護 保 険 が
優先する制度

6



失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通

支
援
者
の
派
遣

（障害程度以外に所得や年齢の要件、他の施策との調整などの要件がある場合があります。各窓口に問合せをしてください。）

公共料金の割引等 交 通 費 の 割 引 交通機関の利用支援 就労 その他

事

　
　
　

業

　
　
　

名
）
人
本
（
場
車
駐
立
市

）
者
護
介
（
場
車
駐
立
市

料
信
受
送
放
Ｋ
Ｈ
Ｎ

料
無
内
案
号
番
話
電
Ｔ
Ｔ
Ｎ

）
当
担
い
あ
れ
ふ
（
置
措

鉄
下
地
・
ス
バ
市

鉄
私
・
Ｒ
Ｊ

･ 賃
運
空
航
内
国

料
行
通
路
道
料
有

付
交
の
証
車
乗
祉
福

成
助
費
料
燃
車
動
自

成
助
費
造
改
車
動
自

章
標
車
定
指
外
除
止
禁
車
駐

付
交
の

助
補
費
得
取
許
免
転
運
車
動
自

等
談
相
業
職
・
介
紹
業
職

票
投
者
在
不
る
よ
に
等
便
郵

ページ 52 52 53 53 54 55 55 55 55 55～56 56 56 57 57 57 58 58 59 61 66

害

障

覚

視
1 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
2 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ※
4 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ ○ ※
3 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※
4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

機
声
音

害
障
能 3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
2 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
3 ○ △ △

）
く
除
は
肢
下
（ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ △ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

害
障
部
内 1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △

2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △
3 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ※ △
4 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

帳
手
育
療 Ａ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

B1 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
B2 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

害
障
神
精 1 ○ △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

2 △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ※
3 △ ○ ○

○

※ ※ ※ ○ ※

難　　病 ※
所得制限
の 有 無 有 有

対象年齢 者 者 者

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（

得
所
帯
世
・
主
帯
世
・
級
等
△

り
あ
額
全
・
額
半
り
よ
に

外
除
部
一
は
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護
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外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

　
る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

転
運
者
護
介
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又
人
本
□

み
の
転
運
人
本
○

み
の
転
運
人
本
部
一
△

み
の
転
運
者
護
介
※

介 護 保 険 が
優先する制度
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小児慢性特定疾病自立支援事業
　問 NPO 法人　チャイルド・ケモ・ハウス　　℡
　　 E メール seikatsu@kemohouse.jp

小児慢性特定疾病児童とその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、自立に向けた
支援を行います。また、学習、通院・通学支援等も行っています。
〔対　象〕神戸市在住で、小児慢性特定疾病児童

〔相談方法〕電話・Email・訪問等により相談をお受けします。
〔相談時間〕平日　9：00～ 16：00（祝日は除く）

障害者更生相談所

　18歳以上の身体障害や知的障害のある人を対象に、身体障害者手帳・療育手帳の発行、補装具、
更生医療などについての判定、相談を行っています。

〔最寄り駅等〕神戸高速：高速神戸駅、JR：神戸駅、地下鉄：大倉山駅

精神保健福祉センター

　精神保健福祉や自殺予防に関する相談・助言・研修・啓発活動を行っています。

　　　相談時間　平日 10：30～ 18：30（祝日・12月 29日～ 1月 3日を除く）
　　●思春期専門医師相談（面接）

　　●依存症専門医師相談（面接）

〔最寄り駅等〕神戸高速：高速神戸駅、JR：神戸駅、地下鉄：大倉山駅

在宅障害者福祉センター

　障害者やその家族のための生活・福祉などに関する相談や福祉情報の提供、機能訓練、入浴サー
ビス、障害福祉サービスなどを実施しています。

名　　称 場　　所 最寄り駅等 電　　話 F　A　X

東部在宅障害者福祉センター JR：灘駅

中部在宅障害者福祉センター JR：兵庫駅

西部在宅障害者福祉センター
市バス：121
山陽バス：191
西部障害者センター

身体障害者相談員・知的障害者相談員（86 ～ 88 ページ）
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）、
　　 障害者相談支援センター（102 ～ 103 ページ）
民生委員・児童委員
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

身体障害や知的障害のある人の各種相談に応じ、区役所・障害者相談支援センターなど関係機関
と協力しながら地域での福祉活動を推進します。

こうべ安心サポートセンター（権利擁護相談）

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の十分でない人たちの財産管理や権利侵害
の相談に社会福祉士などの相談員が応じます。
※法律的な専門知識を要するご相談については、弁護士が応じます。（要予約。詳細はお電話で）
〔受　付〕平日（祝日を除く）　9：00～ 12：00　13：00～ 17：00

① 相談・療育・訓練
相　　談

区役所・北須磨支所保健福祉課（福祉事務所、保健センター）（裏表紙）

【福祉事務所】　　 身体障害や知的障害についての総合窓口として、障害福祉サービス利用の相談
などさまざまな相談に応じます。

【保健センター】　精神障害や難病についての総合窓口として、さまざまな相談に応じます。

障害者相談支援センター（詳しくは 102 ～ 103 ページ）

地域で生活し、または地域での生活を希望する身体・知的・精神障害者及び障害児とそのご家族
及び介護者の方からの相談に応じ、情報提供及びサービスの利用援助を行います。

また、障害者及びそのご家族を対象としたグループによるピアカウンセリング、個別のピアカウ
ンセリングを実施しているセンターもあります。

※ ピアカウンセリング実施の詳細については、各障害者相談支援センターに直接お問い合わせく
ださい。

障害者地域生活支援拠点

障害者相談支援センターを内設し、障害者や家族、介護者からの相談に応じるとともに、通所サ
ービスなどの日中活動の場の提供や緊急時受入（短期入所）を実施し、地域の関係機関とのネット
ワークを構築しながら受入調整などのコーディネートを行います。さらに見守り支援員を配置し
て、障害者が住み慣れた場所で安心して生活ができるよう、地域全体で見守る体制を整えます。

名　称 住　所 最　寄　駅 電　話 FAX

東灘区障害者地域
生活支援拠点 （魚崎中町デイサービス内）

阪神電鉄：魚崎駅
六甲ライナー：魚崎駅

相談支援
短期入所
生活介護

灘区障害者地域
生活支援拠点 （東部在宅障害者福祉センター内） JR：灘駅

相談支援
短期入所
生活介護

中央区障害者地域
生活支援拠点 （こうべ市民福祉交流センター内） 各線：三宮駅

相談支援
短期入所
生活介護

兵庫区障害者地域
生活支援拠点 （中部在宅障害者福祉センター内） JR：兵庫駅

相談支援
短期入所
生活介護

北区障害者地域
生活支援拠点 神戸電鉄：鈴蘭台駅

相談支援
短期入所
生活介護

長田区障害者地域
生活支援拠点 ピフレ新長田

JR：新長田駅
地下鉄：新長田駅

相談支援
短期入所
生活介護

須磨区障害者地域
生活支援拠点

JR：鷹取駅
山陽電鉄：東須磨駅
市バス：10、80、112 須磨警察署前

相談支援
短期入所
生活介護

垂水区障害者地域
生活支援拠点 （西部在宅障害者福祉センター内）

市バス：121
山陽バス：191
西部障害者センター

相談支援
短期入所
生活介護

西区障害者地域
生活支援拠点

地下鉄西神中央駅から
市バス：21、22、28
西体育館

相談支援
短期入所
生活介護

こども家庭センター（児童相談所）

児童（18 歳未満）や家庭に関する専門の相談機関として、児童の発達などについて家族からの相
談に応じ、療育手帳などの判定や障害児施設への入所相談（原則契約）を行っています。

〔最寄り駅等〕JR・地下鉄：和田岬駅、市バス：和田岬

599-7300 977-8085

99

相
談
／
療
育
／
訓
練

1. 相談・療育・訓練



神戸アイライト協会（視覚障害者生活支援事業）

見えにくい方、見えない方からの相談に応じ、ICT機器を日常生活で活用するための支援として、
情報提供や機器の貸出、講習、個別指導などを行います。

〔最寄り駅〕神戸高速：新開地駅

難病に関する相談窓口

高次脳機能障害相談窓口

神戸市障害者虐待防止センター

障害者に対する虐待の通報や届出などを受け付けています。（24時間 365日受付）

障害を理由とする差別に関する相談窓口（福祉局　障害福祉課）

障害を理由とする差別に関する相談を受け付けています。　※窓口でのご相談は事前予約制
〔受付時間〕平日　8：45～ 12：00、13：00～ 17：30（祝・年末年始を除く）

障害者ほっとライン、無料法律相談
（公益財団法人　兵庫県身体障害者福祉協会）

●障害者ほっとライン
　身体障害のある方の各種相談に応じるため、常設の相談窓口を開設しています。専門のスタッフ

〔相談日〕平日 9：00～ 16：30（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）
●障害者のための専門職による無料法律相談
　差別や虐待、悪徳商法、財産管理等の法律に関わる相談に対して、弁護士・福祉専門職が無料で

〔相談日〕毎週火・木曜日 13：00～ 16：00（祝・年末年始を除く）

全国共通人権相談ダイヤル
～ 17：15）

　Eメール https://www.jinken.go.jp/　（法務省HP内の専用フォームより送信）

兵庫県福祉サービス運営適正化委員会

ご利用の福祉サービスに要望や苦情がある際の相談窓口です。まずはご利用の福祉サービス提供
事業者にご相談してください。福祉サービス提供事業者に相談しても満足のいく改善・解決が図ら
れなかった場合や直接言いにくい要望・苦情がある場合、兵庫県福祉サービス運営適正化委員会が
お聞きし、助言等により事業者との話し合いによる解決を推奨します。

〔相談方法〕電話・FAX・Eメール・手紙・来所等
〔相談時間〕平日 10：00～ 16：00

兵庫県ヤングケアラー・若者ケアラー相談窓口

障害や病気のある家族、幼いきょうだいなどの世話や介護、見守りなどを日常的に行っている、
30歳台前半までの「ヤングケアラー・若者ケアラー」の当事者や関係者からの相談を受け付けま
す。相談内容に応じて、市町や支援機関へつなぐなどしてサポートを行います。
〔相談方法〕電話・Eメール・LINE
〔相談時間〕平日 9：30～ 16：30　※時間外のご相談は翌開設時間の回答になります。

神戸市成年後見支援センター

認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でなくなりご自身での契約や財産管理などが
困難になった方が安心して暮らせるように成年後見制度活用のお手伝いをします。
【相談（無料）】
（A）相談員による相談：平日（祝日を除く）9：00 ～ 17：00
（B） 専門職による相談：専門的知識を要するご相談は、弁護士・司法書士・社会福祉士が応じま

す。（要予約。詳細はお電話で）
　　　○弁護士・社会福祉士：第 1、第 3 火曜日 13：30 ～ 16：30
　　　○司法書士・社会福祉士：第 2、第 4 火曜日 13：30 ～ 16：30
（C） 神戸市市民後見人候補者による相談：制度のしくみや利用手続きの流れについては、区役所

内にある区社会福祉協議会に受付窓口があります。
名　称 受付場所 開　催　日 電　話

東灘区相談室 東灘区役所 3 階 第 2・4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
灘区相談室 灘区役所 6 階 第 3 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
中央区相談室 中央区役所 5 階 第 4 木曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
兵庫区相談室 兵庫区役所 4 階 第 4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
北区相談室 北区役所 6 階 第 2 水曜日 13：30 ～ 16：00 （代表）
長田区相談室 長田区役所 4 階 第 4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
須磨区相談室 須磨区役所 3 階 第 2 火曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
垂水区相談室 垂水区役所 2 階 第 2・4 水曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
西区相談室 西区役所 2 階 第 2・4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）

兵庫県立聴覚障害者情報センター
　℡ 　　FAX

　「きこえ」に関するさまざまな相談（補聴機器、聞こえ、生活、こころなど）に、言語聴覚士、
臨床心理士、ろうあ者相談員などの専門スタッフが個別に応じます。（無料）
※予約制　９：00 ～ 18：00（月曜日・日曜日・祝日・年末年始は休館）

〔最寄り駅等〕市バス：水道筋 1 丁目（三宮より 92 系統 /JR 六甲道より 100・102 系統）

特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会
　℡ /FAX 

盲ろう者（目と耳に重複の障害がある方）のさまざまな相談に、盲ろう者相談員が応じます。（無料）
※予約制　平日：9：30 ～ 16：30（土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み）

〔最寄り駅〕神戸高速：新開地駅

神戸市発達障害者支援センター（福祉局　障害福祉課内）
　℡ 322 5164　　FAX 322 6044

　発達障害の当事者・家族・支援機関の人達に向けた支援と広く一般の方に発達障害を正しく理解
していただくための啓発や情報発信などを行っています。
【思春期発達相談室　あっとらんど（無料）】
　臨床心理士が面談により、ご本人や保護者の方の相談に応じます。（要予約。詳細はお電話で）
〔対象者〕神戸市にお住まいの概ね 13 ～ 18 歳（高校卒業者を除く）の方ご本人とその保護者
〔利用方法〕電話で相談内容をお伺いし、面談の予約日を確定します
〔日　時〕第 2・第 4 火曜日 13：00 ～ 16：00　第 2・第 4 土曜日 12：30 ～ 15：30

発達障害者相談窓口（詳しくは 82 ～ 83 ページ）

15 歳以上（中学卒業後）の発達障害の方とそのご家族の方や、支援をしている関係機関や雇用し
ている企業の方などが相談できます。日常生活、仕事や就労に関するさまざまな相談をうかがい情
報提供します。必要な場合はほっとできる居場所など関係機関を紹介し、地域の機関につなぎます。

℡ 271-5321　　FAX 200-5329

335-7511
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神戸アイライト協会（視覚障害者生活支援事業）

見えにくい方、見えない方からの相談に応じ、ICT機器を日常生活で活用するための支援として、
情報提供や機器の貸出、講習、個別指導などを行います。

〔最寄り駅〕神戸高速：新開地駅

難病に関する相談窓口

高次脳機能障害相談窓口

神戸市障害者虐待防止センター

障害者に対する虐待の通報や届出などを受け付けています。（24時間 365日受付）

障害を理由とする差別に関する相談窓口（福祉局　障害福祉課）

障害を理由とする差別に関する相談を受け付けています。　※窓口でのご相談は事前予約制
〔受付時間〕平日　8：45～ 12：00、13：00～ 17：30（祝・年末年始を除く）

障害者ほっとライン、無料法律相談
（公益財団法人　兵庫県身体障害者福祉協会）

●障害者ほっとライン
　身体障害のある方の各種相談に応じるため、常設の相談窓口を開設しています。専門のスタッフ

〔相談日〕平日 9：00～ 16：30（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）
●障害者のための専門職による無料法律相談
　差別や虐待、悪徳商法、財産管理等の法律に関わる相談に対して、弁護士・福祉専門職が無料で

〔相談日〕毎週火・木曜日 13：00～ 16：00（祝・年末年始を除く）

全国共通人権相談ダイヤル
～ 17：15）

　Eメール https://www.jinken.go.jp/　（法務省HP内の専用フォームより送信）

兵庫県福祉サービス運営適正化委員会

ご利用の福祉サービスに要望や苦情がある際の相談窓口です。まずはご利用の福祉サービス提供
事業者にご相談してください。福祉サービス提供事業者に相談しても満足のいく改善・解決が図ら
れなかった場合や直接言いにくい要望・苦情がある場合、兵庫県福祉サービス運営適正化委員会が
お聞きし、助言等により事業者との話し合いによる解決を推奨します。

〔相談方法〕電話・FAX・Eメール・手紙・来所等
〔相談時間〕平日 10：00～ 16：00

兵庫県ヤングケアラー・若者ケアラー相談窓口

障害や病気のある家族、幼いきょうだいなどの世話や介護、見守りなどを日常的に行っている、
30歳台前半までの「ヤングケアラー・若者ケアラー」の当事者や関係者からの相談を受け付けま
す。相談内容に応じて、市町や支援機関へつなぐなどしてサポートを行います。
〔相談方法〕電話・Eメール・LINE
〔相談時間〕平日 9：30～ 16：30　※時間外のご相談は翌開設時間の回答になります。

神戸市成年後見支援センター

認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でなくなりご自身での契約や財産管理などが
困難になった方が安心して暮らせるように成年後見制度活用のお手伝いをします。
【相談（無料）】
（A）相談員による相談：平日（祝日を除く）9：00 ～ 17：00
（B） 専門職による相談：専門的知識を要するご相談は、弁護士・司法書士・社会福祉士が応じま

す。（要予約。詳細はお電話で）
　　　○弁護士・社会福祉士：第 1、第 3 火曜日 13：30 ～ 16：30
　　　○司法書士・社会福祉士：第 2、第 4 火曜日 13：30 ～ 16：30
（C） 神戸市市民後見人候補者による相談：制度のしくみや利用手続きの流れについては、区役所

内にある区社会福祉協議会に受付窓口があります。
名　称 受付場所 開　催　日 電　話

東灘区相談室 東灘区役所 3 階 第 2・4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
灘区相談室 灘区役所 6 階 第 3 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
中央区相談室 中央区役所 5 階 第 4 木曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
兵庫区相談室 兵庫区役所 4 階 第 4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
北区相談室 北区役所 6 階 第 2 水曜日 13：30 ～ 16：00 （代表）
長田区相談室 長田区役所 4 階 第 4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
須磨区相談室 須磨区役所 3 階 第 2 火曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
垂水区相談室 垂水区役所 2 階 第 2・4 水曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）
西区相談室 西区役所 2 階 第 2・4 金曜日 13：30 ～ 15：30 （代表）

兵庫県立聴覚障害者情報センター
　℡ 　　FAX

　「きこえ」に関するさまざまな相談（補聴機器、聞こえ、生活、こころなど）に、言語聴覚士、
臨床心理士、ろうあ者相談員などの専門スタッフが個別に応じます。（無料）
※予約制　９：00 ～ 18：00（月曜日・日曜日・祝日・年末年始は休館）

〔最寄り駅等〕市バス：水道筋 1 丁目（三宮より 92 系統 /JR 六甲道より 100・102 系統）

特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会
　℡ /FAX 

盲ろう者（目と耳に重複の障害がある方）のさまざまな相談に、盲ろう者相談員が応じます。（無料）
※予約制　平日：9：30 ～ 16：30（土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み）

〔最寄り駅〕神戸高速：新開地駅

神戸市発達障害者支援センター（福祉局　障害福祉課内）
　℡ 322 5164　　FAX 322 6044

　発達障害の当事者・家族・支援機関の人達に向けた支援と広く一般の方に発達障害を正しく理解
していただくための啓発や情報発信などを行っています。
【思春期発達相談室　あっとらんど（無料）】
　臨床心理士が面談により、ご本人や保護者の方の相談に応じます。（要予約。詳細はお電話で）
〔対象者〕神戸市にお住まいの概ね 13 ～ 18 歳（高校卒業者を除く）の方ご本人とその保護者
〔利用方法〕電話で相談内容をお伺いし、面談の予約日を確定します
〔日　時〕第 2・第 4 火曜日 13：00 ～ 16：00　第 2・第 4 土曜日 12：30 ～ 15：30

発達障害者相談窓口（詳しくは 82 ～ 83 ページ）

15 歳以上（中学卒業後）の発達障害の方とそのご家族の方や、支援をしている関係機関や雇用し
ている企業の方などが相談できます。日常生活、仕事や就労に関するさまざまな相談をうかがい情
報提供します。必要な場合はほっとできる居場所など関係機関を紹介し、地域の機関につなぎます。

℡ 271-5321　　FAX 200-5329

335-7511
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療　　育

療育センター

◇各療育センターは、下記の機能をもっています。
【診療所】障害児の診察・訓練（リハビリテーション）を行う医療機関です。
【児童発達支援センター】通園による療育や親子教室等を行う児童福祉施設です。
【相談支援事業所】子どもの障害に関する相談対応や障害児支援利用計画の作成を行います。

総合療育センター 東部療育センター 西部療育センター

場 所
電 話・FAX

まるやま学園・知）
まるやま学園・肢）
まるやま学園・聴）
あけぼの学園）

ひまわり学園） のばら学園）

最寄り駅等 市バス：4・40系統　丸山 ＪＲ：摂津本山
阪神バス：西宮神戸線　小路

山陽バス：4・5・8 系統
上高丸団地

診 療 所

〔診療科目〕
小児神経科・小児整形外科・
耳鼻咽喉科・精神神経科

〔診療科目〕
小児科・小児整形外科

〔診療科目〕
小児科・小児整形外科

〔診療時間〕全て予約制
　月～金　9：00 ～ 17：00（祝日・年末年始等を除く）
〔リハビリ〕
　障害特性に応じたリハビリテーション（理学療法・作業療法・言語聴覚療法）を実施
〔自閉症児自立支援プログラム〕
　自閉症スペクトラム等の特徴を持つ子どもやその保護者に対する専門的な支援を実施

障害児相談
支援事業所 障害児相談支援専門員による面談や電話相談を実施

児童発達支
援センター

■まるやま学園
〔利用定員〕92 名
〔 対象〕小学校就学前の知

的・発達障害児、肢体不
自由児、難聴児

■あけぼの学園
〔利用定員〕40 名
〔 対象〕中学卒業後 18 歳ま

での知的・発達障害児

■ひまわり学園
〔利用定員〕42 名
〔 対象〕小学校就学前の知

的・発達障害児、肢体不
自由児

■のばら学園
〔利用定員〕72 名
〔 対象〕小学校就学前の知

的・発達障害児、肢体不
自由児

親子教室等

■グループ療育
月～金の 5 グループ
1 グループ約 10 名
週 1 回の参加
■視覚障害児支援教室
視力障害のある乳幼児の育
児・発達の相談・支援を実施

■親子教室
月～金の 5 グループ
1 グループ 7 名
週 1 回の参加

■親子教室
月～金の 5 グループ
1 グループ 5 名
週 1 回の参加

対 象 区 域
中央区・兵庫区・北区
長田区・須磨区　※ 東灘区・灘区 垂水区・西区

※まるやま学園難聴児クラス・あけぼの学園は、神戸市内全域

神戸市福祉局監査指導部

　神戸市内の障害福祉サービス事業者等に対する相談や苦情等を受け付けています。
　（まずは障害福祉サービス事業者等とよく話し合いましょう。）

〔受付時間〕平日 8：45～ 12：00、13：00～ 17：30（祝日及び 12/29 ～ 1/3 を除く）

神戸市こども・若者ケアラー相談・支援窓口

　障害や病気のある家族、幼いきょうだいなどの世話や介護などを日常的に行っている、18歳未
満および 20代の「こども・若者ケアラー（ヤングケアラー）」の当事者や関係者からの相談を受け
付けます。相談内容に応じて、福祉・教育等の関係機関と連携して、ケアの軽減や解消を図るとと
もに、当事者の集まりを紹介するなど、必要な支援を行います。

〔相談方法〕電話・Eメール・来所等
〔相談時間〕平日 9：00～ 17：00（祝日・年末年始を除く）
〔最寄り駅等〕神戸高速：高速神戸駅、JR：神戸駅、地下鉄：大倉山駅

神戸ひきこもり支援室
　℡♯ 8900（短縮ダイヤル）　　Eメール hikikomori_shien@office.city.kobe.lg.jp

多様な課題を抱えるひきこもり状態にある方やその家族等からの日常生活などに関する相談を受
け付けます。相談内容に応じて、医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関と連携して支援を行
います。

〔相談方法〕電話・Eメール・来所・オンライン・訪問等
〔相談時間〕平日 9：00～ 17：00（祝日・年末年始を除く）
〔最寄り駅等〕神戸高速：高速神戸駅、JR：神戸駅、地下鉄：大倉山駅

ひょうご・こうべ依存症対策センター
　℡♯ 7330（短縮ダイヤル）

　依存症に対する専門相談等を受け付けます。依存症患者及びその家族等に対する包括的な支援を
行います。
〔専用電話〕♯ 7330（悩み去れ）

〔受付曜日〕火曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
〔受付時間〕9：30～ 11：30、13：00～ 15：30

（福）兵庫県視覚障害者福祉協会

視覚障害者用具の紹介や体験、外出支援（同行援護）サービスなど、見えない、見えにくい方や
ご家族からの相談に応じてサポートを行っています。また、中途視覚障害者への点字指導等にも応
じています。

その他の相談、情報提供

●職業紹介・職業相談（61ページ参照）
●ボランティア情報（80～ 81ページ参照）
●福祉機器情報（32～ 33ページ参照）
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療　　育

療育センター

◇各療育センターは、下記の機能をもっています。
【診療所】障害児の診察・訓練（リハビリテーション）を行う医療機関です。
【児童発達支援センター】通園による療育や親子教室等を行う児童福祉施設です。
【相談支援事業所】子どもの障害に関する相談対応や障害児支援利用計画の作成を行います。

総合療育センター 東部療育センター 西部療育センター

場 所
電 話・FAX

まるやま学園・知）
まるやま学園・肢）
まるやま学園・聴）
あけぼの学園）

ひまわり学園） のばら学園）

最寄り駅等 市バス：4・40系統　丸山 ＪＲ：摂津本山
阪神バス：西宮神戸線　小路

山陽バス：4・5・8 系統
上高丸団地

診 療 所

〔診療科目〕
小児神経科・小児整形外科・
耳鼻咽喉科・精神神経科

〔診療科目〕
小児科・小児整形外科

〔診療科目〕
小児科・小児整形外科

〔診療時間〕全て予約制
　月～金　9：00 ～ 17：00（祝日・年末年始等を除く）
〔リハビリ〕
　障害特性に応じたリハビリテーション（理学療法・作業療法・言語聴覚療法）を実施
〔自閉症児自立支援プログラム〕
　自閉症スペクトラム等の特徴を持つ子どもやその保護者に対する専門的な支援を実施

障害児相談
支援事業所 障害児相談支援専門員による面談や電話相談を実施

児童発達支
援センター

■まるやま学園
〔利用定員〕92 名
〔 対象〕小学校就学前の知

的・発達障害児、肢体不
自由児、難聴児

■あけぼの学園
〔利用定員〕40 名
〔 対象〕中学卒業後 18 歳ま

での知的・発達障害児

■ひまわり学園
〔利用定員〕42 名
〔 対象〕小学校就学前の知

的・発達障害児、肢体不
自由児

■のばら学園
〔利用定員〕72 名
〔 対象〕小学校就学前の知

的・発達障害児、肢体不
自由児

親子教室等

■グループ療育
月～金の 5 グループ
1 グループ約 10 名
週 1 回の参加
■視覚障害児支援教室
視力障害のある乳幼児の育
児・発達の相談・支援を実施

■親子教室
月～金の 5 グループ
1 グループ 7 名
週 1 回の参加

■親子教室
月～金の 5 グループ
1 グループ 5 名
週 1 回の参加

対 象 区 域
中央区・兵庫区・北区
長田区・須磨区　※ 東灘区・灘区 垂水区・西区

※まるやま学園難聴児クラス・あけぼの学園は、神戸市内全域

神戸市福祉局監査指導部

　神戸市内の障害福祉サービス事業者等に対する相談や苦情等を受け付けています。
　（まずは障害福祉サービス事業者等とよく話し合いましょう。）

〔受付時間〕平日 8：45～ 12：00、13：00～ 17：30（祝日及び 12/29 ～ 1/3 を除く）

神戸市こども・若者ケアラー相談・支援窓口

　障害や病気のある家族、幼いきょうだいなどの世話や介護などを日常的に行っている、18歳未
満および 20代の「こども・若者ケアラー（ヤングケアラー）」の当事者や関係者からの相談を受け
付けます。相談内容に応じて、福祉・教育等の関係機関と連携して、ケアの軽減や解消を図るとと
もに、当事者の集まりを紹介するなど、必要な支援を行います。

〔相談方法〕電話・Eメール・来所等
〔相談時間〕平日 9：00～ 17：00（祝日・年末年始を除く）
〔最寄り駅等〕神戸高速：高速神戸駅、JR：神戸駅、地下鉄：大倉山駅

神戸ひきこもり支援室
　℡♯ 8900（短縮ダイヤル）　　Eメール hikikomori_shien@office.city.kobe.lg.jp

多様な課題を抱えるひきこもり状態にある方やその家族等からの日常生活などに関する相談を受
け付けます。相談内容に応じて、医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関と連携して支援を行
います。

〔相談方法〕電話・Eメール・来所・オンライン・訪問等
〔相談時間〕平日 9：00～ 17：00（祝日・年末年始を除く）
〔最寄り駅等〕神戸高速：高速神戸駅、JR：神戸駅、地下鉄：大倉山駅

ひょうご・こうべ依存症対策センター
　℡♯ 7330（短縮ダイヤル）

　依存症に対する専門相談等を受け付けます。依存症患者及びその家族等に対する包括的な支援を
行います。
〔専用電話〕♯ 7330（悩み去れ）

〔受付曜日〕火曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
〔受付時間〕9：30～ 11：30、13：00～ 15：30

（福）兵庫県視覚障害者福祉協会

視覚障害者用具の紹介や体験、外出支援（同行援護）サービスなど、見えない、見えにくい方や
ご家族からの相談に応じてサポートを行っています。また、中途視覚障害者への点字指導等にも応
じています。

その他の相談、情報提供

●職業紹介・職業相談（61ページ参照）
●ボランティア情報（80～ 81ページ参照）
●福祉機器情報（32～ 33ページ参照）
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② 手帳の交付
身体障害者手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕身体障害者（児）
〔内　容〕 身体障害者福祉法、児童福祉法などに基づく制度によって援護を受けようとする場合に

必要です。
　　　　　 障害の程度により 1 級から 6 級までの等級があり、その等級によって援護の内容が異な

る場合があります。
　　　　　 また、身体障害者手帳の交付を受けたときに比較して、障害程度に変化がある場合、又

はそれ以外の障害が加わった場合は、再交付申請（障害内容変更）をしてください。
〔手続きに必要なもの〕 市長の指定した医師の診断書（市の様式による）、写真（たて 4cm ×よこ

3cm）

療育手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕知的障害者（児）
〔内　容〕 指導・相談及び各種のサービスを受けやすくするために交付しています。
　　　　　 障害の程度により A、B1、B2 の区分があり、障害福祉サービス等の制度を利用する際、

その区分によって利用できる制度が異なる場合があります。
〔手続きに必要なもの〕写真（たて 4cm ×よこ 3cm）

精神障害者保健福祉手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕精神障害者
〔内　容〕 精神障害者の方の自立と社会復帰及び社会参加の促進を図るために交付しています。障

害の程度により 1 級から 3 級までの区分があり、障害福祉サービス等の制度を利用する
際、その等級により利用できる制度が異なる場合があります。

〔手続きに必要なもの〕 「指定した様式による医師の診断書」もしくは「精神障害を事由とする障
害年金または特別障害給付金の証書等」、写真（たて 4cm ×よこ 3cm）

小児慢性特定疾病児童手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕小児慢性特定疾病児童
〔内　容〕 患者の症状が急変した場合に、周囲の人により医療機関等に速やかに連絡が行えるな

ど、緊急時に適切な対応ができる等の目的で交付しています。

訓　　練

事　業　名 対　　象 内　　容 問い合わせ先

乳幼児親子
教室事業

概ね 0 ～ 4 歳以下の
ダウン症児の親子

日常の訓練・養育など
の個別・グループ指導

こべっこランド
℡ 958-8011
　 958-8030（発達支援直通）感覚運動

指導教室
概ね 3 ～ 10 歳の発
達障害児等の親子

障害児の発達促進のた
めの、感覚統合訓練

障害者療育指導 在宅の知的障害者
小集団での活動を通じ
て、社会適応力の促進
を図る

総合福祉センター内
障害者更生相談所（9 ぺージ）

中途失明者日常
生活訓練 中途失明者 点字の読み書き訓練 市立点字図書館（64 ページ）

視覚障害者生活
訓練事業 視覚障害者

視覚障害者を対象とし
た 相 談・ 白 杖 歩 行 訓
練・コミュニケーショ
ン訓練など

神戸アイライト協会（36 ページ）

音声機能障害者
発声訓練

疾病等で喉頭を摘出
した音声機能障害者

食道発声訓練、人工喉
頭発声訓練

兵庫県喉摘障害者福祉協会
神鈴会神戸支部

オストメイト社
会参加促進事業 ストマ用装具装着者 ストマ用装具の使用な

どの講習および相談

日本オストミー協会兵庫県支部
（相談室）

機能訓練 65 歳未満で
在宅の身体障害者

理学療法士等による機
能訓練 在宅障害者福祉センター（9 ページ）
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② 手帳の交付
身体障害者手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕身体障害者（児）
〔内　容〕 身体障害者福祉法、児童福祉法などに基づく制度によって援護を受けようとする場合に

必要です。
　　　　　 障害の程度により 1 級から 6 級までの等級があり、その等級によって援護の内容が異な

る場合があります。
　　　　　 また、身体障害者手帳の交付を受けたときに比較して、障害程度に変化がある場合、又

はそれ以外の障害が加わった場合は、再交付申請（障害内容変更）をしてください。
〔手続きに必要なもの〕 市長の指定した医師の診断書（市の様式による）、写真（たて 4cm ×よこ

3cm）

療育手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕知的障害者（児）
〔内　容〕 指導・相談及び各種のサービスを受けやすくするために交付しています。
　　　　　 障害の程度により A、B1、B2 の区分があり、障害福祉サービス等の制度を利用する際、

その区分によって利用できる制度が異なる場合があります。
〔手続きに必要なもの〕写真（たて 4cm ×よこ 3cm）

精神障害者保健福祉手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕精神障害者
〔内　容〕 精神障害者の方の自立と社会復帰及び社会参加の促進を図るために交付しています。障

害の程度により 1 級から 3 級までの区分があり、障害福祉サービス等の制度を利用する
際、その等級により利用できる制度が異なる場合があります。

〔手続きに必要なもの〕 「指定した様式による医師の診断書」もしくは「精神障害を事由とする障
害年金または特別障害給付金の証書等」、写真（たて 4cm ×よこ 3cm）

小児慢性特定疾病児童手帳
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕小児慢性特定疾病児童
〔内　容〕 患者の症状が急変した場合に、周囲の人により医療機関等に速やかに連絡が行えるな

ど、緊急時に適切な対応ができる等の目的で交付しています。

訓　　練

事　業　名 対　　象 内　　容 問い合わせ先

乳幼児親子
教室事業

概ね 0 ～ 4 歳以下の
ダウン症児の親子

日常の訓練・養育など
の個別・グループ指導

こべっこランド
℡ 958-8011
　 958-8030（発達支援直通）感覚運動

指導教室
概ね 3 ～ 10 歳の発
達障害児等の親子

障害児の発達促進のた
めの、感覚統合訓練

障害者療育指導 在宅の知的障害者
小集団での活動を通じ
て、社会適応力の促進
を図る

総合福祉センター内
障害者更生相談所（9 ぺージ）

中途失明者日常
生活訓練 中途失明者 点字の読み書き訓練 市立点字図書館（64 ページ）

視覚障害者生活
訓練事業 視覚障害者

視覚障害者を対象とし
た 相 談・ 白 杖 歩 行 訓
練・コミュニケーショ
ン訓練など

神戸アイライト協会（36 ページ）

音声機能障害者
発声訓練

疾病等で喉頭を摘出
した音声機能障害者

食道発声訓練、人工喉
頭発声訓練

兵庫県喉摘障害者福祉協会
神鈴会神戸支部

オストメイト社
会参加促進事業 ストマ用装具装着者 ストマ用装具の使用な

どの講習および相談

日本オストミー協会兵庫県支部
（相談室）

機能訓練 65 歳未満で
在宅の身体障害者

理学療法士等による機
能訓練 在宅障害者福祉センター（9 ページ）
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重度障害者医療費助成・高齢重度障害者医療費助成
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

※ 詳細については、神戸市のホームページもしくは
　上記お問い合わせ先にてご確認ください。

　

〔対　象〕 健康保険に加入している方のうち、次のいずれかの障害がある方です（所得制限があります）。
　　　　　・身体障害者手帳 1 級または 2 級
　　　　　・ 身体障害者手帳の内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害）3 級
　　　　　・療育手帳 A 判定（重度の知的障害）
　　　　　・身体障害者手帳 3 級と療育手帳 B1 判定（中度の知的障害）との重複障害
　　　　　・精神障害者保健福祉手帳 1 級
〔内　容〕保険診療にかかる医療費の一部を助成します。助成後の自己負担額は下記のとおりです。

自己負担額

外　来 1 医療機関・薬局等ごとに 1 日 600 円（低所得者・高校生以下は 400 円）を限度に月
2 回までの負担（3 回目以降無料）

入　院
1 割負担で 1 医療機関あたり月 2,400 円（低所得者は 1,600 円、高校生以下は自己負
担なし）までの負担
◎連続した 3 か月において入院のある場合（長期入院）は、4 か月目以降無料

※ 肢体不自由の身体障害者手帳 1 級または 2 級と、重度の知的障害（療育手帳 A 判定等）が重複
してある方（重症心身障害児（者））は、自己負担額なし（無料）です。

後期高齢者医療制度
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

　65 歳以上の方で、下記に該当する方は申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けて、
後期高齢者医療制度の被保険者資格を得ることができます※。後期高齢者医療制度の被保険者にな
ると、医療機関等での窓口負担が 1 割（所得状況によっては 2 割または 3 割）になります。詳しく
は、お住まいの区役所（お住まいが北須磨地区の方は北須磨支所）までお問い合わせください。
　●国民年金証書（障害年金等級）：1、2 級の方
　●身体障害者手帳：1 ～ 3 級の方
　　　　　　　　　　4 級のうち、次のいずれかに該当する方
　　　　　　　　　　・音声機能または言語機能の障害　　　　・両下肢のすべての指を欠くもの
　　　　　　　　　　・一下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠くもの　・一下肢の機能の著しい障害
　●療育手帳：重度の方
　●精神障害者保健福祉手帳：1、2 級の方
　※ 申請者はいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

高齢者定期予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌）
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

接種時に 60 歳～ 64 歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害で、身体障害者手帳 1 級を有する人または、同程度以上の人は、インフルエンザ・肺
炎球菌の予防接種の費用の一部を助成します。それぞれ自己負担が 1,500 円、4,000 円。ただし、
生活保護・市民税非課税世帯の人は医療機関窓口で無料対象確認書類の提示で無料。

結核児童療育医療の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕指定療育機関に入院している結核児童
〔内　容〕療養にあわせた学習の援助（医療・学用品等の給付）を行います。

③ 保健・医療の給付
保健師による療養相談
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕心身の状態により日常生活において支援が必要な人
〔内　容〕保健師が療養・療育などについて、さまざまな相談に応じます。

訪問歯科診療・口腔ケア事業

〔対　象〕原則としてねたきり状態等で歯科医院への通院が困難な市民の方
〔内　容〕歯科医師及び歯科衛生士が訪問し、歯科診療や口腔ケアを行います。
〔費　用〕 保険診療及び介護保険の自己負担額。ただし、歯科医師の交通費が加算されることがあ

ります。

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

　以下の医療費の補助を行います。（すべて所得制限があり、医療を受ける前に申請が必要です。）
●更生医療
〔対　象〕 18 歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人
〔内　容〕 身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関で行う保険医療

費の一部を助成します。
●育成医療
〔対　象〕 18 歳未満の肢体不自由・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・免疫機能の障害

および手術が必要な内臓障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・肝臓・直腸および小
腸機能障害を除いては先天性のものに限る）のある児童

〔内　容〕 将来、生活能力を得るために指定医療機関で行う保険医療費の一部を助成します。
●精神通院医療
〔対　象〕 通院による精神医療が継続的に必要な人
〔内　容〕 通院による精神科治療を指定医療機関で行う際に保険医療費の一部を助成します。

（1 年に 1 回更新申請が必要です。）

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の自己負担（月額上限）
区　分 自己負担額（月額上限）
外　来

（通　院） 月 2 回まで。3 回目以降は負担なし

入　院 連続する 3 ヶ月を超える入院の場合、4 ヶ月目以降の負担なし
精神障害は外来のみ

※重症心身障害児（者）は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額は自己負担）
※生活保護受給の場合は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額も負担なし）
※ 高校 3 年生以下については、通院 400 円、入院 負担なし
　（高校 3 年生…18 歳になる誕生日の前日から数えて、最初の 3 月 31 日まで）

＊市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が 80 万円以下の方の場合

精神入院医療費助成

〔対　象〕 ①入院の開始時に神戸市内に住民登録がある。②精神科病床を有する病院に「精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく入院をした（措置入院は除く）③入院の期
間が 90 日以内である④自立支援医療（精神通院医療）を受給している（福祉医療費や
生活保護の受給者は除く）

　　　　　※退院日の翌日から 1 年以内に申請する必要があります
〔内　容〕 精神医療が必要な方が、急性増悪時に適切な入院加療を受けることで早期回復し、円滑な

地域生活への移行を促進するため、精神科入院医療費の本人負担額の一部を助成します。
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重度障害者医療費助成・高齢重度障害者医療費助成
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

※ 詳細については、神戸市のホームページもしくは
　上記お問い合わせ先にてご確認ください。

　

〔対　象〕 健康保険に加入している方のうち、次のいずれかの障害がある方です（所得制限があります）。
　　　　　・身体障害者手帳 1 級または 2 級
　　　　　・ 身体障害者手帳の内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害）3 級
　　　　　・療育手帳 A 判定（重度の知的障害）
　　　　　・身体障害者手帳 3 級と療育手帳 B1 判定（中度の知的障害）との重複障害
　　　　　・精神障害者保健福祉手帳 1 級
〔内　容〕保険診療にかかる医療費の一部を助成します。助成後の自己負担額は下記のとおりです。

自己負担額

外　来 1 医療機関・薬局等ごとに 1 日 600 円（低所得者・高校生以下は 400 円）を限度に月
2 回までの負担（3 回目以降無料）

入　院
1 割負担で 1 医療機関あたり月 2,400 円（低所得者は 1,600 円、高校生以下は自己負
担なし）までの負担
◎連続した 3 か月において入院のある場合（長期入院）は、4 か月目以降無料

※ 肢体不自由の身体障害者手帳 1 級または 2 級と、重度の知的障害（療育手帳 A 判定等）が重複
してある方（重症心身障害児（者））は、自己負担額なし（無料）です。

後期高齢者医療制度
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）、玉津支所（裏表紙）

　65 歳以上の方で、下記に該当する方は申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けて、
後期高齢者医療制度の被保険者資格を得ることができます※。後期高齢者医療制度の被保険者にな
ると、医療機関等での窓口負担が 1 割（所得状況によっては 2 割または 3 割）になります。詳しく
は、お住まいの区役所（お住まいが北須磨地区の方は北須磨支所）までお問い合わせください。
　●国民年金証書（障害年金等級）：1、2 級の方
　●身体障害者手帳：1 ～ 3 級の方
　　　　　　　　　　4 級のうち、次のいずれかに該当する方
　　　　　　　　　　・音声機能または言語機能の障害　　　　・両下肢のすべての指を欠くもの
　　　　　　　　　　・一下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠くもの　・一下肢の機能の著しい障害
　●療育手帳：重度の方
　●精神障害者保健福祉手帳：1、2 級の方
　※ 申請者はいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

高齢者定期予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌）
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

接種時に 60 歳～ 64 歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害で、身体障害者手帳 1 級を有する人または、同程度以上の人は、インフルエンザ・肺
炎球菌の予防接種の費用の一部を助成します。それぞれ自己負担が 1,500 円、4,000 円。ただし、
生活保護・市民税非課税世帯の人は医療機関窓口で無料対象確認書類の提示で無料。

結核児童療育医療の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕指定療育機関に入院している結核児童
〔内　容〕療養にあわせた学習の援助（医療・学用品等の給付）を行います。

③ 保健・医療の給付
保健師による療養相談
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕心身の状態により日常生活において支援が必要な人
〔内　容〕保健師が療養・療育などについて、さまざまな相談に応じます。

訪問歯科診療・口腔ケア事業

〔対　象〕原則としてねたきり状態等で歯科医院への通院が困難な市民の方
〔内　容〕歯科医師及び歯科衛生士が訪問し、歯科診療や口腔ケアを行います。
〔費　用〕 保険診療及び介護保険の自己負担額。ただし、歯科医師の交通費が加算されることがあ

ります。

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

　以下の医療費の補助を行います。（すべて所得制限があり、医療を受ける前に申請が必要です。）
●更生医療
〔対　象〕 18 歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人
〔内　容〕 身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関で行う保険医療

費の一部を助成します。
●育成医療
〔対　象〕 18 歳未満の肢体不自由・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・免疫機能の障害

および手術が必要な内臓障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・肝臓・直腸および小
腸機能障害を除いては先天性のものに限る）のある児童

〔内　容〕 将来、生活能力を得るために指定医療機関で行う保険医療費の一部を助成します。
●精神通院医療
〔対　象〕 通院による精神医療が継続的に必要な人
〔内　容〕 通院による精神科治療を指定医療機関で行う際に保険医療費の一部を助成します。

（1 年に 1 回更新申請が必要です。）

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の自己負担（月額上限）
区　分 自己負担額（月額上限）
外　来

（通　院） 月 2 回まで。3 回目以降は負担なし

入　院 連続する 3 ヶ月を超える入院の場合、4 ヶ月目以降の負担なし
精神障害は外来のみ

※重症心身障害児（者）は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額は自己負担）
※生活保護受給の場合は外来・入院ともに負担なし（入院時の食費標準負担額も負担なし）
※ 高校 3 年生以下については、通院 400 円、入院 負担なし
　（高校 3 年生…18 歳になる誕生日の前日から数えて、最初の 3 月 31 日まで）

＊市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が 80 万円以下の方の場合

精神入院医療費助成

〔対　象〕 ①入院の開始時に神戸市内に住民登録がある。②精神科病床を有する病院に「精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく入院をした（措置入院は除く）③入院の期
間が 90 日以内である④自立支援医療（精神通院医療）を受給している（福祉医療費や
生活保護の受給者は除く）

　　　　　※退院日の翌日から 1 年以内に申請する必要があります
〔内　容〕 精神医療が必要な方が、急性増悪時に適切な入院加療を受けることで早期回復し、円滑な

地域生活への移行を促進するため、精神科入院医療費の本人負担額の一部を助成します。
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④ 手当・年金・貸付
手　　当

手当等
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

名　　　称 受給資格者 支給要件 所得
限度 支給月額 支給月

特 別 児 童
扶 養 手 当

精神または身体に障害を
有する 20 歳未満の子ど
もを監護している親また
は養育者（施設に入所し
ている場合を除く）

精神または身体に重度の
障害を有する（※）

有

令和5年4月～
53,700円 4月

8月
11月精神または身体に中度の

障害を有する（※）
令和5年4月～

35,760円

障 害 児
福 祉 手 当

常時介護を必要とする 20
歳未満の障害児（施設に
入所している場合を除く）

精神または身体に重度の
障害を有するため、 日常
生活において常時介護を
必要とする（※）

有 令和5年4月～
15,220円

2月
5月
8月

11月

福 祉 手 当
（経過措置）
※新規認定は
あ り ま せ ん 

昭和 61 年 3 月 31 日に廃
止された福祉手当受給資
格者のうち、特別障害者
手当の支給要件に該当せ
ず、かつ障害基礎年金も
受給できない者

特 別 障 害 者
手 当

常時特別の介護を必要と
する 20 歳以上の者
・ 施設に入所している場

合を除く
・ 病院または診療所に 3

か月を超えて入院して
いる場合を除く

精神または身体に著しく
重度の障害を有するため、
日常生活において常時特
別 の 介 護 を 必 要 と す る

（※）

有 令和5年4月～
27,980円

重 度 心 身
障 害 者
介 護 手 当

重度の障害児（者）を居
宅で介護している者（施
設に入所している場合ま
たは、障害者総合支援法
の自立支援給付サービス、
介護保険サービスを受給
している場合を除く）

申請時に 65 歳未満で、6
か月以上ねたきりや常時
介護を必要とする状態に
ある重度の知的障害また
は重度の身体障害（1・2
級）（※）

有 10,000円

障 害 者 特 別
給 付 金

1981 年（昭和 56 年）12
月 31 日以前に 20 歳以上
で障害のあった外国人等、
制度的な理由で障害基礎
年金を受給できない障害
者

重度障害者 重度

重度

・身体障害者手帳（1・2級）
・療育手帳（A 判定）
・ 精神障害者保健福祉手

帳（1 級）
有

令和5年4月～

1月
4月
7月

10月
中度障害者

・身体障害者手帳（3 級）
・療育手帳（B1 判定）
・ 精神障害者保健福祉手

帳（2 級）

令和5年4月～

※ 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当・重度心身障害者介護手当の具体的な支給
要件についてはお問い合わせいただくか、神戸市ホームページにおいてパンフレットをダウンロ
ードすることができます。

S31.4.1以前生まれ
82,562円

S31.4.2以降生まれ
82,812円

S31.4.1以前生まれ
66,050円

S31.4.2以降生まれ
66,250円

こうべ市歯科センター

〔対　象〕 地域の歯科診療所での治療が難しい障害のある方やご高齢の方。自己負担あり（保険診
療）

　　　　　予約制（電話・FAX でお問い合わせください）

〔最寄り駅〕地下鉄海岸線：駒ヶ林駅

障害者歯科診療対応歯科医院

〔内 容〕 神戸市歯科医師会による神戸市内の障害者歯科診療に対応した歯科医院の一覧を、ホー
ムページへ掲載しています。詳しい診療日時や曜日、段差・スロープ、車椅子などの各
種対応については事前に各医院へお問い合わせください。

特定医療費（指定難病）公費負担・特定疾患治療研究事業
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 国が指定する指定難病 （ 338疾患）、県単独特定疾患治療研究事業 （ 3 疾患）、国が
指定する特定疾患治療研究事業 （ 4 疾患）。

〔内　容〕 医療費（保険診療）の自己負担分を一部助成します。所得に応じた自己負担があります。
　　　　　（国が指定する特定疾患治療研究事業は自己負担なし）

小児慢性特定疾病医療費助成事業
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 国が指定する慢性疾病（16 疾患群・788 疾病）に罹患し、疾病の状態が基準告示に定
める程度の新規申請時点で 18 歳未満の児童

〔内　容〕 医療費（保険診療）の自己負担分を一部助成します。医療費の一月あたりの自己負担限
度額が最大 800 円です。

在宅人工呼吸器使用患者非常用電源整備事業

〔対　象〕 在宅において、常時、人工呼吸器（ＴＰＰＶ：気管切開下陽圧人工呼吸、またはＮＰＰ
Ｖ：非侵襲的陽圧換気）を使用している方。

　　　　　※ 医療機関等に入院中の方及び障害者施設等（特別養護老人ホームや介護老人保健施設
などの高齢者施設を含みます。）に入所中の方は対象外

〔内　容〕 24 時間人工呼吸器を使用する在宅の身体障害者（児）及び難病患者等の方に対し、非
常用電源装置等の購入にかかる費用の一部を助成します。

〔費　用〕 用品の購入に係る費用の１割を自己負担。用品の費用が助成基準額を上回るときはその
差額についても負担が必要。

自動車事故対策機構による介護料の支給
　問 独立行政法人自動車事故対策機構兵庫支所　℡ 271-7601　　FAX 271-7603

　自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害があるため、日常
生活動作について常時または随時の介護が必要となった方に、「独立行政法人自動車事故対策機
構（ナスバ）から介護料が支給されます。
　対象者となる方および詳しい支給要件は、上記お問合せ先にご確認ください。
〔支給金額〕月額　36,500円～211,530円
〔支給制限〕下記の方は支給の対象になりません。

①主たる生計維持者の年間合計所得金額が1,000万円を超える
②ナスバが定める特定の施設に入院・入所している
③他法令による介護料相当の給付を受けている
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④ 手当・年金・貸付
手　　当

手当等
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

名　　　称 受給資格者 支給要件 所得
限度 支給月額 支給月

特 別 児 童
扶 養 手 当

精神または身体に障害を
有する 20 歳未満の子ど
もを監護している親また
は養育者（施設に入所し
ている場合を除く）

精神または身体に重度の
障害を有する（※）

有

令和5年4月～
53,700円 4月

8月
11月精神または身体に中度の

障害を有する（※）
令和5年4月～

35,760円

障 害 児
福 祉 手 当

常時介護を必要とする 20
歳未満の障害児（施設に
入所している場合を除く）

精神または身体に重度の
障害を有するため、 日常
生活において常時介護を
必要とする（※）

有 令和5年4月～
15,220円

2月
5月
8月

11月

福 祉 手 当
（経過措置）
※新規認定は
あ り ま せ ん 

昭和 61 年 3 月 31 日に廃
止された福祉手当受給資
格者のうち、特別障害者
手当の支給要件に該当せ
ず、かつ障害基礎年金も
受給できない者

特 別 障 害 者
手 当

常時特別の介護を必要と
する 20 歳以上の者
・ 施設に入所している場

合を除く
・ 病院または診療所に 3

か月を超えて入院して
いる場合を除く

精神または身体に著しく
重度の障害を有するため、
日常生活において常時特
別 の 介 護 を 必 要 と す る

（※）

有 令和5年4月～
27,980円

重 度 心 身
障 害 者
介 護 手 当

重度の障害児（者）を居
宅で介護している者（施
設に入所している場合ま
たは、障害者総合支援法
の自立支援給付サービス、
介護保険サービスを受給
している場合を除く）

申請時に 65 歳未満で、6
か月以上ねたきりや常時
介護を必要とする状態に
ある重度の知的障害また
は重度の身体障害（1・2
級）（※）

有 10,000円

障 害 者 特 別
給 付 金

1981 年（昭和 56 年）12
月 31 日以前に 20 歳以上
で障害のあった外国人等、
制度的な理由で障害基礎
年金を受給できない障害
者

重度障害者 重度

重度

・身体障害者手帳（1・2級）
・療育手帳（A 判定）
・ 精神障害者保健福祉手

帳（1 級）
有

令和5年4月～

1月
4月
7月

10月
中度障害者

・身体障害者手帳（3 級）
・療育手帳（B1 判定）
・ 精神障害者保健福祉手

帳（2 級）

令和5年4月～

※ 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当・重度心身障害者介護手当の具体的な支給
要件についてはお問い合わせいただくか、神戸市ホームページにおいてパンフレットをダウンロ
ードすることができます。

S31.4.1以前生まれ
82,562円

S31.4.2以降生まれ
82,812円

S31.4.1以前生まれ
66,050円

S31.4.2以降生まれ
66,250円

こうべ市歯科センター

〔対　象〕 地域の歯科診療所での治療が難しい障害のある方やご高齢の方。自己負担あり（保険診
療）

　　　　　予約制（電話・FAX でお問い合わせください）

〔最寄り駅〕地下鉄海岸線：駒ヶ林駅

障害者歯科診療対応歯科医院

〔内 容〕 神戸市歯科医師会による神戸市内の障害者歯科診療に対応した歯科医院の一覧を、ホー
ムページへ掲載しています。詳しい診療日時や曜日、段差・スロープ、車椅子などの各
種対応については事前に各医院へお問い合わせください。

特定医療費（指定難病）公費負担・特定疾患治療研究事業
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 国が指定する指定難病 （ 338疾患）、県単独特定疾患治療研究事業 （ 3 疾患）、国が
指定する特定疾患治療研究事業 （ 4 疾患）。

〔内　容〕 医療費（保険診療）の自己負担分を一部助成します。所得に応じた自己負担があります。
　　　　　（国が指定する特定疾患治療研究事業は自己負担なし）

小児慢性特定疾病医療費助成事業
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 国が指定する慢性疾病（16 疾患群・788 疾病）に罹患し、疾病の状態が基準告示に定
める程度の新規申請時点で 18 歳未満の児童

〔内　容〕 医療費（保険診療）の自己負担分を一部助成します。医療費の一月あたりの自己負担限
度額が最大 800 円です。

在宅人工呼吸器使用患者非常用電源整備事業

〔対　象〕 在宅において、常時、人工呼吸器（ＴＰＰＶ：気管切開下陽圧人工呼吸、またはＮＰＰ
Ｖ：非侵襲的陽圧換気）を使用している方。

　　　　　※ 医療機関等に入院中の方及び障害者施設等（特別養護老人ホームや介護老人保健施設
などの高齢者施設を含みます。）に入所中の方は対象外

〔内　容〕 24 時間人工呼吸器を使用する在宅の身体障害者（児）及び難病患者等の方に対し、非
常用電源装置等の購入にかかる費用の一部を助成します。

〔費　用〕 用品の購入に係る費用の１割を自己負担。用品の費用が助成基準額を上回るときはその
差額についても負担が必要。

自動車事故対策機構による介護料の支給
　問 独立行政法人自動車事故対策機構兵庫支所　℡ 271-7601　　FAX 271-7603

　自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害があるため、日常
生活動作について常時または随時の介護が必要となった方に、「独立行政法人自動車事故対策機
構（ナスバ）から介護料が支給されます。
　対象者となる方および詳しい支給要件は、上記お問合せ先にご確認ください。
〔支給金額〕月額　36,500円～211,530円
〔支給制限〕下記の方は支給の対象になりません。

①主たる生計維持者の年間合計所得金額が1,000万円を超える
②ナスバが定める特定の施設に入院・入所している
③他法令による介護料相当の給付を受けている

1919

手
当
／
年
金
／
貸
付

4. 手当・年金・貸付



特別障害給付金
　問 日本年金機構年金事務所（75 ページ）

〔対　象〕（1）平成 3 年 3 月以前に国民年金任意加入対象であった学生
　　　　　（2） 昭和 61 年 3 月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等（厚生年金保険・共

済組合等の加入者など）の配偶者
　上記（1）または（2）に該当した者であって、当時任意加入していなかった期間内に、障害の原
因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日（初診日）があり、現在、障害基礎
年金 1・2 級相当の障害状態に該当する人。（ただし、65 歳に達する日の前日までに当該障害状態
に該当された人に限ります。）

〔内　容〕障害基礎年金 1 級相当に該当する人…月額 53,650 円支給
　　　　　障害基礎年金 2 級相当に該当する人…月額 42,920円支給
〔請求先〕区役所・支所の国保年金係

心身障害者扶養共済制度
　問 福祉局障害福祉課　℡ 322-5133　　FAX 322-6044

〔内　容〕 障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者
に万一（死亡、重度障害）のことがありお亡くなりになられたとき、または重度障害状
態に該当されたら、障害のある方に終身にわたり一定額の年金をお支払いする任意加入
の制度です。

　　　　　※ 生活保護を受給している方、市民税が非課税の方などは掛金の減免対象となる場合が
あります。（1 口目のみ対象です。）

〔保護者の加入資格等〕
加入できる人 加入限度 保護者が死亡または重度障害となった場合の年金月額

65 歳未満の健康な保護者 2 口
1口加入の場合　20,000円

2口加入の場合　40,000円

〔障害のある方の加入要件〕
　 　障害のある方とは、次の①～③のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認

められる方です。（年齢は問いません）
　　①知的障害者
　　②身体障害者手帳を所持し、その障害が 1 級から 3 級までに該当する方。
　　③ 精神または身体に永続的な障害のある方（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉

症、血友病など）で、その障害の程度が①または②の者と同程度と認められる方。

〔毎月の掛金〕（新規加入の場合）
加入（口数追加）時の年度の 4 月 1 日時点の年齢 毎月の掛金（1 口あたり）　※

35歳未満 ９，３００円

35歳以上40歳未満 １１，４００円

40歳以上45歳未満 １４，３００円

45歳以上50歳未満 １７，３００円

50歳以上55歳未満 １８，８００円

55歳以上60歳未満 ２０，７００円

60歳以上65歳未満 ２３，３００円

※ 加入には、独立行政法人福祉医療機構の審査が必要です。また、制度の見直しにより、毎月の掛
金が改定されることがあります。

　なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になり
ません。また、ご本人の所得や老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は支給制限
があります。

児童扶養手当
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

離婚や死亡等により父または母と生計をともにできない児童（及び父または母が政令で定める重
度障害の状態にある児童）を養育している人に支給されます。
〔手当額（月額）〕

＜ 1 人目の児童について＞
　全部支給　44,140円
　一部支給　44,130～ 10,410 円
＜ 2 人目加算額＞
　全部支給　10,420円
　一部支給　10,410 ～ 5,210 円
＜ 3 人目以降加算額＞
　全部支給　6,250 円
　一部支給　6,240 ～ 3,130 円

※ 養育している人が公的年金等を受けることができる場合や、養育している人等の所得が限度額以
上の場合など手当が支給停止となることがあります。

年　　金

国民年金（障害基礎年金）
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所は市民課）、北須磨支所市民課（裏表紙）
　　 日本年金機構年金事務所（75 ページ）

〔受給資格者〕 精神または身体に一定以上の障害を有する 20 歳以上の人（20 歳以上で障害が発
生した人は、公的年金制度に加入しており、一定の要件に該当していることが必
要）。老齢年金を受け始めてから障害が発生した人を除きます。

　　　　　　　 20 歳前に障害が発生した人は、20 歳になったときに下表の支給要件に該当してい
れば、20 歳になったときから受給できます。

〔支 給 月〕2・4・6・8・10・12 月
〔支給制限〕 20 歳前の傷病による障害基礎年金は、本人の所得および公的年金の受給等により支

給制限があります。
〔請 求 先〕 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日（初診日）が、

20 歳前や国民年金（第 1 号被保険者）加入中である場合は、区役所・支所の国保年
金係。それ以外は日本年金機構年金事務所にご相談ください。 年金事務所へのご相談

支 給 要 件 支 給 月 額 子の加算月額

国民年金法の障害等級 1 級該当者 82,812 円（67歳以下）
82,562 円（68歳以上）
66,250 円（67歳以下）
66,050 円（68歳以上）

第 1 子・第 2 子
1 人につき 19,058 円
第 3 子から
1 人につき 6,350 円国民年金法の障害等級 2 級該当者

〔障害年金生活者支援給付金〕
　障害基礎年金（1 級・2 級）の受給者のうち前年の所得が 472 万 1,000 円以下である人に対し、
給付金が支給されます。
　〔令和 5 年度：1 級月額 6,425 円　2 級月額 5,140円〕

厚生年金（障害厚生年金・障害共済年金）
　問 日本年金機構年金事務所（75 ページ）、各共済組合

厚生年金保険、共済年金加入期間中に障害が発生した場合は、障害基礎年金に上乗せして、障害
厚生年金、障害共済年金が支給されます。

※令和5年度の年金額は、67歳以下（昭和31年4月2日以後生まれの方）と68歳以上（昭和31年
　4月1日以前生まれの方）で異なります。
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特別障害給付金
　問 日本年金機構年金事務所（75 ページ）

〔対　象〕（1）平成 3 年 3 月以前に国民年金任意加入対象であった学生
　　　　　（2） 昭和 61 年 3 月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等（厚生年金保険・共

済組合等の加入者など）の配偶者
　上記（1）または（2）に該当した者であって、当時任意加入していなかった期間内に、障害の原
因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日（初診日）があり、現在、障害基礎
年金 1・2 級相当の障害状態に該当する人。（ただし、65 歳に達する日の前日までに当該障害状態
に該当された人に限ります。）

〔内　容〕障害基礎年金 1 級相当に該当する人…月額 53,650 円支給
　　　　　障害基礎年金 2 級相当に該当する人…月額 42,920円支給
〔請求先〕区役所・支所の国保年金係

心身障害者扶養共済制度
　問 福祉局障害福祉課　℡ 322-5133　　FAX 322-6044

〔内　容〕 障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者
に万一（死亡、重度障害）のことがありお亡くなりになられたとき、または重度障害状
態に該当されたら、障害のある方に終身にわたり一定額の年金をお支払いする任意加入
の制度です。

　　　　　※ 生活保護を受給している方、市民税が非課税の方などは掛金の減免対象となる場合が
あります。（1 口目のみ対象です。）

〔保護者の加入資格等〕
加入できる人 加入限度 保護者が死亡または重度障害となった場合の年金月額

65 歳未満の健康な保護者 2 口
1口加入の場合　20,000円

2口加入の場合　40,000円

〔障害のある方の加入要件〕
　 　障害のある方とは、次の①～③のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認

められる方です。（年齢は問いません）
　　①知的障害者
　　②身体障害者手帳を所持し、その障害が 1 級から 3 級までに該当する方。
　　③ 精神または身体に永続的な障害のある方（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉

症、血友病など）で、その障害の程度が①または②の者と同程度と認められる方。

〔毎月の掛金〕（新規加入の場合）
加入（口数追加）時の年度の 4 月 1 日時点の年齢 毎月の掛金（1 口あたり）　※

35歳未満 ９，３００円

35歳以上40歳未満 １１，４００円

40歳以上45歳未満 １４，３００円

45歳以上50歳未満 １７，３００円

50歳以上55歳未満 １８，８００円

55歳以上60歳未満 ２０，７００円

60歳以上65歳未満 ２３，３００円

※ 加入には、独立行政法人福祉医療機構の審査が必要です。また、制度の見直しにより、毎月の掛
金が改定されることがあります。

　なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になり
ません。また、ご本人の所得や老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は支給制限
があります。

児童扶養手当
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

離婚や死亡等により父または母と生計をともにできない児童（及び父または母が政令で定める重
度障害の状態にある児童）を養育している人に支給されます。
〔手当額（月額）〕

＜ 1 人目の児童について＞
　全部支給　44,140円
　一部支給　44,130～ 10,410 円
＜ 2 人目加算額＞
　全部支給　10,420円
　一部支給　10,410 ～ 5,210 円
＜ 3 人目以降加算額＞
　全部支給　6,250 円
　一部支給　6,240 ～ 3,130 円

※ 養育している人が公的年金等を受けることができる場合や、養育している人等の所得が限度額以
上の場合など手当が支給停止となることがあります。

年　　金

国民年金（障害基礎年金）
　問 区役所保険年金医療課（北神区役所は市民課）、北須磨支所市民課（裏表紙）
　　 日本年金機構年金事務所（75 ページ）

〔受給資格者〕 精神または身体に一定以上の障害を有する 20 歳以上の人（20 歳以上で障害が発
生した人は、公的年金制度に加入しており、一定の要件に該当していることが必
要）。老齢年金を受け始めてから障害が発生した人を除きます。

　　　　　　　 20 歳前に障害が発生した人は、20 歳になったときに下表の支給要件に該当してい
れば、20 歳になったときから受給できます。

〔支 給 月〕2・4・6・8・10・12 月
〔支給制限〕 20 歳前の傷病による障害基礎年金は、本人の所得および公的年金の受給等により支

給制限があります。
〔請 求 先〕 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日（初診日）が、

20 歳前や国民年金（第 1 号被保険者）加入中である場合は、区役所・支所の国保年
金係。それ以外は日本年金機構年金事務所にご相談ください。 年金事務所へのご相談

支 給 要 件 支 給 月 額 子の加算月額

国民年金法の障害等級 1 級該当者 82,812 円（67歳以下）
82,562 円（68歳以上）
66,250 円（67歳以下）
66,050 円（68歳以上）

第 1 子・第 2 子
1 人につき 19,058 円
第 3 子から
1 人につき 6,350 円国民年金法の障害等級 2 級該当者

〔障害年金生活者支援給付金〕
　障害基礎年金（1 級・2 級）の受給者のうち前年の所得が 472 万 1,000 円以下である人に対し、
給付金が支給されます。
　〔令和 5 年度：1 級月額 6,425 円　2 級月額 5,140円〕

厚生年金（障害厚生年金・障害共済年金）
　問 日本年金機構年金事務所（75 ページ）、各共済組合

厚生年金保険、共済年金加入期間中に障害が発生した場合は、障害基礎年金に上乗せして、障害
厚生年金、障害共済年金が支給されます。

※令和5年度の年金額は、67歳以下（昭和31年4月2日以後生まれの方）と68歳以上（昭和31年
　4月1日以前生まれの方）で異なります。
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102

令和3年11月1日

　区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）で申請の内容等をお聞きしますので、ご相談ください。
点字版のリーフレットもご参照いただけます。

貸　　付

生活福祉資金の貸付
　問 各区社会福祉協議会（裏表紙）

他からの資金の利用が困難な障害者世帯に対し、資金を貸し付けることで、世帯の経済的自立を
図るとともに、 在宅福祉の推進と社会参加の促進を図り、地域社会での安定した生活を支援するも
のです。

〔対　象〕・障害者世帯であること
　　　　　  （身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯、療育手帳の交付を受けている方

の属する世帯、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯）
　　　　　・民生委員の援助指導が受けられること
　　　　　・貸付金の償還が確実であること
　　　　　・確実な連帯保証人を有すること※
　　　　　※ 連帯保証人がいる場合は無利子ですが、連帯保証人がいない場合は年利 1.5% となりま

す。

〔貸付対象となる資金の用途と貸付限度額等〕
※１　すべての資金において、契約済、購入済、支払済のものについては貸付を行いません。
※２　 貸付には他にも細かい条件があり、諸条件に該当しない場合は、貸付できないことがあり

ます。
　　　詳細については窓口にお問合わせください。

資金の用途 貸付限度額 据置期間 償還期間

生業のために必要な物品の購入など 　460万円以内 6か月以内 9年以内

資格や技能を習得するための学費など

技能を習得する期間が
6月程度　　  130万円
1年程度　　  220万円
2年程度　　  400万円
3年程度　　  580万円

技能習得
期間満了後
6か月以内

8年以内

技能を習得するための学校への入学金など 50万円以内

6か月以内

3年以内

住宅の増改築、補修など 250万円以内 7年以内

福祉用具等の購入 170万円以内

8年以内障害者の社会参加のために必要な自動車の
購入 250万円以内 3か月以内

中国残留邦人等の国民年金保険料の追納 513.6万円以内

6か月以内

10年以内

負傷又は疾病の療養
（療養期間が 1 年以内の場合） 170万円以内

5年以内
介護・障害者サービス等の利用
（利用期間が 1 年以内の場合） 170万円以内

災害を受けたことにより臨時に必要となる
経費 150万円以内 1年以内 7年以内

葬儀など
50万円以内

6か月以内 3年以内住居の移転など 

その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円以内
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令和3年11月1日

　区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）で申請の内容等をお聞きしますので、ご相談ください。
点字版のリーフレットもご参照いただけます。

貸　　付

生活福祉資金の貸付
　問 各区社会福祉協議会（裏表紙）

他からの資金の利用が困難な障害者世帯に対し、資金を貸し付けることで、世帯の経済的自立を
図るとともに、 在宅福祉の推進と社会参加の促進を図り、地域社会での安定した生活を支援するも
のです。

〔対　象〕・障害者世帯であること
　　　　　  （身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯、療育手帳の交付を受けている方

の属する世帯、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯）
　　　　　・民生委員の援助指導が受けられること
　　　　　・貸付金の償還が確実であること
　　　　　・確実な連帯保証人を有すること※
　　　　　※ 連帯保証人がいる場合は無利子ですが、連帯保証人がいない場合は年利 1.5% となりま

す。

〔貸付対象となる資金の用途と貸付限度額等〕
※１　すべての資金において、契約済、購入済、支払済のものについては貸付を行いません。
※２　 貸付には他にも細かい条件があり、諸条件に該当しない場合は、貸付できないことがあり

ます。
　　　詳細については窓口にお問合わせください。

資金の用途 貸付限度額 据置期間 償還期間

生業のために必要な物品の購入など 　460万円以内 6か月以内 9年以内

資格や技能を習得するための学費など

技能を習得する期間が
6月程度　　  130万円
1年程度　　  220万円
2年程度　　  400万円
3年程度　　  580万円

技能習得
期間満了後
6か月以内

8年以内

技能を習得するための学校への入学金など 50万円以内

6か月以内

3年以内

住宅の増改築、補修など 250万円以内 7年以内

福祉用具等の購入 170万円以内

8年以内障害者の社会参加のために必要な自動車の
購入 250万円以内 3か月以内

中国残留邦人等の国民年金保険料の追納 513.6万円以内

6か月以内

10年以内

負傷又は疾病の療養
（療養期間が 1 年以内の場合） 170万円以内

5年以内
介護・障害者サービス等の利用
（利用期間が 1 年以内の場合） 170万円以内

災害を受けたことにより臨時に必要となる
経費 150万円以内 1年以内 7年以内

葬儀など
50万円以内

6か月以内 3年以内住居の移転など 

その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円以内
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神戸市　障害者福祉のあらまし

課

判定

→区役所・北須磨支所保健福祉課：裏表紙

できる場合もあります。

※事業者・施設については、障害者相談支援センター（102～103ページ）、ホー
ムページに掲載している「障害福祉サービス等事業者・障害者福祉施設等一覧」
及び区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）でご確認ください。

神戸市　計画相談支援

区役所または障害者相談支援センター（102～ 103 ページ）に相談

区役所にサービス利用申請書を提出

サービス利用のプラン（サービス等利用計画）案を作成
プラン作成の専門員（指定特定相談支援事業者）に作成を依頼

※セルフプランも可能
※計画相談支援（サービス等利用計画作成）については神戸市のホームページをご確認ください

障害支援区分の認定調査
※サービスによって、障害支援区分の認定が不要な場合があります。

障害支援区分の認定

プラン（サービス等利用計画）案を提出

支給決定・受給者証の交付

プラン（サービス等利用計画）の作成・提出

サービス事業所との契約・サービスの利用開始

モニタリングの実施
（専門員が継続的に計画の見直しや相談に応じます）
※セルフプランの場合、モニタリングはありません

　皆さん自身が、事業者や施設と契約
を結んでサービスを利用し、そのサービ
スにかかった費用の一部を市が「介護
給付費又は訓練等給付費」（以下「介護
給付費等」といいます）として直接事業
者等に支払います。
　介護給付費等は、法律により、事業者
等が市に請求し皆さんに代わって受け
取ることが認められています（代理受
領）。介護給付費等の額は、事業者等か
ら皆さんに通知します。
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神戸市　障害者福祉のあらまし

課

判定

→区役所・北須磨支所保健福祉課：裏表紙

できる場合もあります。

※事業者・施設については、障害者相談支援センター（102～103ページ）、ホー
ムページに掲載している「障害福祉サービス等事業者・障害者福祉施設等一覧」
及び区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）でご確認ください。

神戸市　計画相談支援

区役所または障害者相談支援センター（102～ 103 ページ）に相談

区役所にサービス利用申請書を提出

サービス利用のプラン（サービス等利用計画）案を作成
プラン作成の専門員（指定特定相談支援事業者）に作成を依頼

※セルフプランも可能
※計画相談支援（サービス等利用計画作成）については神戸市のホームページをご確認ください

障害支援区分の認定調査
※サービスによって、障害支援区分の認定が不要な場合があります。

障害支援区分の認定

プラン（サービス等利用計画）案を提出

支給決定・受給者証の交付

プラン（サービス等利用計画）の作成・提出

サービス事業所との契約・サービスの利用開始

モニタリングの実施
（専門員が継続的に計画の見直しや相談に応じます）
※セルフプランの場合、モニタリングはありません

　皆さん自身が、事業者や施設と契約
を結んでサービスを利用し、そのサービ
スにかかった費用の一部を市が「介護
給付費又は訓練等給付費」（以下「介護
給付費等」といいます）として直接事業
者等に支払います。
　介護給付費等は、法律により、事業者
等が市に請求し皆さんに代わって受け
取ることが認められています（代理受
領）。介護給付費等の額は、事業者等か
ら皆さんに通知します。
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⑥ 在宅福祉サービス等
福祉用具の提供・貸与など

補装具費の支給（購入・修理・借受け）
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

　身体機能を補うための用具（補装具）の購入、修理または借受けに要する費用を支給します。
（利用者1割負担。利用者の月額負担上限額は31ページ参照）医師の意見書が必要な場合があります。
　介護保険の対象となる方は、●印の品目については、原則介護保険からの貸与となります。
　※ 契約済、購入済、支払済のものについては支給を行いません。義手・義足装具については治療

用装具の作成が優先されます。（装飾用義手を除く）
障害別 補　装　具　の　種　目

視　　　覚 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴　　　覚 補聴器、人工内耳（修理のみ）

肢体不自由 義手、義足、装具、座位保持装置、●車椅子、●歩行器、●歩行補助つえ（1 本つえ以外）、
●電動車椅子（内部障害含）、重度障害者用意思伝達装置

障害児のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

日常生活用具費の支給
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）
障害者（児）の日常生活の利便をはかるため、用具の購入費を支給します。（利用者 1 割負担。

利用者の月額負担上限額は 31 ページ参照）医師の意見書が必要な場合があります。
※★印の品目は、入院及び入所の場合も支給対象となります。
※ 介護保険の対象となる方は、●印の品目については、原則介護保険からの貸与・給付となります。
※契約済、購入済、支払済のものについては支給を行いません。

（令和 5 年 4 月 1 日現在）
区
分 種　　　　類 障害および程度 年　齢 基準額（円） 耐用

年数

向

者

害

障

覚

視

視覚障害者用時計 視覚障害 1・2 級 18歳以上 14,600 5年

可
不
複
重

視覚障害者用ポータブル
レコーダー（録音再生機） 視覚障害 1・2 級 学齢児以上 85,000

6年視覚障害者用ポータブル
レコーダー（再生専用機） 視覚障害 1・2 級 学齢児以上 48,000

視覚障害者用
テープレコーダー

視覚障害 1・2 級
なお、ポータブルレコーダーの使用が
困難な人を原則対象

学齢児以上 23,000 5年

点字タイプライター 視覚障害 1・2 級 就学者,就労者,又
は就労見込みの人 63,100 5年

電磁調理器 視覚障害 1・2 級
（視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯） 18歳以上 15,000 6年

視覚障害者用体温計（音声式）視覚障害 1・2 級 学齢児以上 9,000 5年
視覚障害者用体重計 視覚障害 1・2 級 18歳以上 18,000 5年
音声血圧計 視覚障害 1・2 級 40歳以上 15,000 5年
視覚障害者用音声 IC タグレコーダー 視覚障害 1・2 級で、必要と認められる人 学齢児以上 39,900 5年

可
不
複
重

視覚障害者用
拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文
字などを読むことが可能になる人
※タブレットに関しては、事前に講習を受け
ていただく必要があります。詳しくは各区役
所・支所（裏表紙）にお問い合わせください。

学齢児以上

226,000 8年
タブレット端末

50,000
4年アプリ

社会通念上、適
当と思われる額

視覚障害者用
音声読書器

視覚障害者であって、本装置により文字
などを読むことが可能になる人　なお拡
大読書器の使用が困難な人を原則対象

学齢児以上 198,000 8年

暗所視支援眼鏡

視覚障害者であって、網膜色素変性症
等により夜盲または視野狭窄の症状があ
り、白杖を使用した単独歩行が可能で、
医師により有用性及び安全に使用できる
ことが確認できた人
※申請前に、指定する病院で医師の診察を受
けていただく必要があります。詳しくは各区役
所・支所（裏表紙）にお問い合わせください。

12歳以上 198,000 8年
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区
分 種　　　　類 障害および程度 年　齢 基準額（円） 耐用

年数

向
者
害
障
覚
視

歩行時間延長信号機用
小型送信機 視覚障害 1・2 級 学齢児以上 12,000 10年

視覚障害者用活字文書
読上げ装置（音声コード
読み上げ装置）

視覚障害 1・2 級 学齢児以上 99,800 6年

★点字器（標準型） 視覚障害者であって点字を習得してい
る人 学齢児以上 8,700 7年

★点字器（携帯型） 視覚障害者であって点字を習得してい
る人 学齢児以上 7,500 5年

★情報・通信支援補助用具 視覚障害 1・2 級 学齢児以上 100,000 5年

点字ディスプレイ 視覚障害 1・2 級で、必要と認められ
る人 18歳以上 383,500 6年

向
者
害
障
語
言
覚
聴

聴覚障害者用屋内信号装
置 ※ 1 聴覚障害 1・2 級 18歳以上 87,400 10年

聴覚障害者用屋内信号装
置（火災警報機用）

聴覚障害 1・2 級
※火災警報器と同時購入に限る 18歳以上 21,600 10年

聴覚障害者用通信装置
（ファックス）

聴覚障害者または発声・発語に著しい
障害を有し、コミュニケーションや緊
急連絡などの手段として必要と認めら
れる人

学齢児以上 20,000 5年

聴覚障害者用情報受信装置
（文字放送デコーダーを含む）

聴覚障害者で本装置によりテレビの視
聴が可能になる人 年齢制限なし 88,900 6年

★人工内耳体外部装置
現に人工内耳を装用している聴覚障害
者で、医師より医療保険等の給付制度
を利用して本装置の買い替えができな
いと判断された人 ※ 4

年齢制限なし 300,000 5年

★人工内耳用電池 現に人工内耳を装用している聴覚障害
者 年齢制限なし

ボタン電池
（月額）2,500 ―

充電池及び充電器
30,000 3年

可
不
複
重

★人工喉頭

音声機能もしくは言語機能障害者で、
喉頭摘出した人

年齢制限なし

笛式
5,200 4年

電動式
72,300 5年

音声機能もしくは言語機能障害者で、
喉頭摘出をしており、常時人工喉頭を
使用する人

埋込式附属品
（月額）5,000 ―

★発声補助装置 上記の者のうち食道発声が可能な人 58,500 5年

★携帯用会話補助装置
音声機能もしくは言語機能障害者また
は肢体不自由者で、発声・発語に著し
い障害を有する人

学齢児以上 98,800 5年

向
者
由
自
不
体
肢

●腰掛便座 下肢または体幹機能障害 1・2 級 学齢児以上 23,100 8年

訓練いす 下肢または体幹機能障害 1・2 級 3歳以上
18歳未満 33,100 5年

可
不
複
重 ●特殊マット

（防水マット） 下肢または体幹機能障害 1・2 級 3歳以上 24,600 3年

●床ずれ防止用具
（エアマット・除圧マット）

下肢または体幹機能障害 1 級（じょく
そうの予防が必要な人に限る） 3歳以上 102,000 5年

●特殊寝台

下肢または体幹機能障害 1・2 級

3歳以上 154,000 8年
両上肢機能全廃または両上肢を上腕の
2 分の 1 以上で欠く人で、一下肢の機
能全廃または一下肢を大腿の 2 分の 1
以上で欠く人

●特殊尿器 下肢または体幹機能障害 1 級（常時介
護を要する人に限る） 学齢児以上 67,000 5年

●入浴担架 下肢または体幹機能障害 1・2 級（入浴時
家族など他人の介助を要する人に限る） 3歳以上 82,400 5年

●体位変換器
下肢または体幹機能障害 1・2 級（下
着交換などについて家族など他人の介
助を要する人に限る）

3歳以上 15,000 5年
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区
分 種　　　　類 障害および程度 年　齢 基準額（円） 耐用

年数

向
者
害
障
覚
視

歩行時間延長信号機用
小型送信機 視覚障害 1・2 級 学齢児以上 12,000 10年

視覚障害者用活字文書
読上げ装置（音声コード
読み上げ装置）

視覚障害 1・2 級 学齢児以上 99,800 6年

★点字器（標準型） 視覚障害者であって点字を習得してい
る人 学齢児以上 8,700 7年

★点字器（携帯型） 視覚障害者であって点字を習得してい
る人 学齢児以上 7,500 5年

★情報・通信支援補助用具 視覚障害 1・2 級 学齢児以上 100,000 5年

点字ディスプレイ 視覚障害 1・2 級で、必要と認められ
る人 18歳以上 383,500 6年

向
者
害
障
語
言
覚
聴

聴覚障害者用屋内信号装
置 ※ 1 聴覚障害 1・2 級 18歳以上 87,400 10年

聴覚障害者用屋内信号装
置（火災警報機用）

聴覚障害 1・2 級
※火災警報器と同時購入に限る 18歳以上 21,600 10年

聴覚障害者用通信装置
（ファックス）

聴覚障害者または発声・発語に著しい
障害を有し、コミュニケーションや緊
急連絡などの手段として必要と認めら
れる人

学齢児以上 20,000 5年

聴覚障害者用情報受信装置
（文字放送デコーダーを含む）

聴覚障害者で本装置によりテレビの視
聴が可能になる人 年齢制限なし 88,900 6年

★人工内耳体外部装置
現に人工内耳を装用している聴覚障害
者で、医師より医療保険等の給付制度
を利用して本装置の買い替えができな
いと判断された人 ※ 4

年齢制限なし 300,000 5年

★人工内耳用電池 現に人工内耳を装用している聴覚障害
者 年齢制限なし

ボタン電池
（月額）2,500 ―

充電池及び充電器
30,000 3年

可
不
複
重

★人工喉頭

音声機能もしくは言語機能障害者で、
喉頭摘出した人

年齢制限なし

笛式
5,200 4年

電動式
72,300 5年

音声機能もしくは言語機能障害者で、
喉頭摘出をしており、常時人工喉頭を
使用する人

埋込式附属品
（月額）5,000 ―

★発声補助装置 上記の者のうち食道発声が可能な人 58,500 5年

★携帯用会話補助装置
音声機能もしくは言語機能障害者また
は肢体不自由者で、発声・発語に著し
い障害を有する人

学齢児以上 98,800 5年

向
者
由
自
不
体
肢

●腰掛便座 下肢または体幹機能障害 1・2 級 学齢児以上 23,100 8年

訓練いす 下肢または体幹機能障害 1・2 級 3歳以上
18歳未満 33,100 5年

可
不
複
重 ●特殊マット

（防水マット） 下肢または体幹機能障害 1・2 級 3歳以上 24,600 3年

●床ずれ防止用具
（エアマット・除圧マット）

下肢または体幹機能障害 1 級（じょく
そうの予防が必要な人に限る） 3歳以上 102,000 5年

●特殊寝台

下肢または体幹機能障害 1・2 級

3歳以上 154,000 8年
両上肢機能全廃または両上肢を上腕の
2 分の 1 以上で欠く人で、一下肢の機
能全廃または一下肢を大腿の 2 分の 1
以上で欠く人

●特殊尿器 下肢または体幹機能障害 1 級（常時介
護を要する人に限る） 学齢児以上 67,000 5年

●入浴担架 下肢または体幹機能障害 1・2 級（入浴時
家族など他人の介助を要する人に限る） 3歳以上 82,400 5年

●体位変換器
下肢または体幹機能障害 1・2 級（下
着交換などについて家族など他人の介
助を要する人に限る）

3歳以上 15,000 5年

区
分 種　　　　類 傷害および程度 年　齢 基準額（円） 耐用

年数

肢
体
不
自
由
者
向

★携帯用会話補助装置
音声機能もしくは言語機能障害者また
は肢体不自由者で、発声・発語に著し
い障害を有する人

学齢児以上 98,800 5年

●入浴補助用具 下肢または体幹機能障害者で、入浴に
介助を必要とする人 3歳以上 90,000 5年

重
複
不
可

●移動用リフト

下肢または体幹機能障害1・2 級

3歳以上

昇降座いす
159,000

4年
下肢または体幹機能障害2級以上で機 
器の設置・稼動スペースを確保できる人

リフト類
250,000

本体のみ
200,000

つり具のみ
50,000

●歩行支援用具
平衡機能または下肢もしくは体幹機能
障害者（家庭内の移動等において介助
を必要とする人）

3歳以上 60,000 8年

●住宅改修費 下肢または体幹機能障害1 ～ 3 級 年齢制限なし 200,000 ―

★頭部保護帽 平衡機能または下肢もしくは体幹機能
に障害を有し頻繁に転倒する人 年齢制限なし ※

２
Ａ 15,700
Ｂ 37,900 3年

★情報･通信支援補助用具 上肢障害1・2級 学齢児以上 100,000 5年

★歩行補助つえ 下肢または体幹機能障害者 3歳以上
木製 2,400

3年
軽金属製 3,200

★収尿器
下肢または体幹機能障害者であって排
泄障害を伴う人、ぼうこう機能障害者
（尿路変更している人を除く）

年齢制限なし 8,800 1年

重
複
不
可

洗浄機能付便座 上肢障害１・２級 学齢児以上 50,000 5年

紙おむつ
　※ 6

下肢または体幹機能障害者で、３歳未満に発
現した非進行性脳病変による脳原性運動機
能障害により排尿もしくは排便の意思表示
が困難で、次のA,Bの両方を満たす人
A. 自力（自らの意思）でトイレに行き、便座

に座ることができない
B. 介助による定時排泄をすることができない

３歳以上 12,000（月額） ―

内
部
障
害
者
向

透析液加温器
腎臓機能障害1 ～ 3 級で自己連続携
行式腹膜灌流法（CAPD）により透析
療法を行う人

3歳以上 51,500 5年

酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害で医療保険における在
宅酸素療法を行う人 18歳以上 17,000 10年

ネブライザー
呼吸器機能障害1 ～ 3 級または同程
度の身体障害者（3級以上）で必要と認
められる人 ※4

年齢制限なし
※ ただし、学齢

児 未 満 の 場
合は、医師の
意 見 書 に よ
り、必要と認
められる人

36,000

5年
※ ネブライザーと

電 気 式 た ん 吸
引器との両用器

→72,500
重
複
不
可

電気式たん吸引器
呼吸器機能障害1 ～ 3 級または同程
度の身体障害者（3級以上）で必要と認
められる人 ※4 56,400

手動式たん吸引器

呼吸器機能障害1 ～ 3 級または同程
度の身体障害者（3級以上）で必要と認
められる人 ※4
なお電気式たん吸引器の使用が困難な
人を原則対象

年齢制限なし （月額）3,800 ―

動脈血中酸素飽和度測
定器

（パルスオキシメーター）

呼吸器機能障害３級以上又は心臓機
能障害３級以上の者であって、次の何れ
かに該当する人 ※4
①在宅酸素療法を行う人
②人工呼吸器を常時必要とする人
③ 医師により血中の酸素濃度を測定す

ることが必要と認められた人

年齢制限なし 36,000 5年

重
複
不
可

★ストーマ
※ 3（用品を含む）

ぼうこう、または直腸機能障害でストー
マ造設者 年齢制限なし

蓄便袋
（月額）8,900

―
蓄尿袋
（月額）11,700

★洗腸装具

ぼうこうまたは直腸機能障害者で、次の
いずれかに該当する人
① 治療によって軽快の見込みのないス

トーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ス
トーマの変形のためストーマ装具を装
着することができない人

② 先天性疾患（先天性鎖肛を除く）に起
因する神経障害による高度の排尿機
能障害または高度の排便機能障害の
ある人

③ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起
因する高度の排便機能障害のある人

３歳以上 17,800 6ヶ月

紙おむつ
※ 6 ★「洗腸装具」と同じ ３歳以上 12,000（月額） ―
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●補装具 ･ 日常生活用具の利用者月額負担上限額（小児慢性特定疾病児童向けを除く）

区分 生活保護 市民税
非課税

市民税課税世帯

市民税所得割
3万3千円未満

（注1）

市民税所得割
3万3千円以上
23万5千円未満

（注1）

市民税所得割
23万5千円以上

46万円未満
（注1）

市民税所得割
46万円以上

（注1）

1 8 歳以上 0 円 0 円 37,200 円
制度対象外

1 8 歳未満 0 円 0 円 10,000 円 24,600 円 37,200 円

（注 1） 本人または配偶者のうち最多納税者の判定用市民税所得割額（注 2）（児童の場合は本人ま
たは世帯の最多納税者の判定用市民税所得割額）

（注 2） 判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除（ふるさと納税
等）適用前の市民税所得割額（平成 30 年度税制改正前の税率による）から、下記の金額
を控除して算出した額です。

　　　　・16 歳未満の扶養親族 1 人につき 19,800 円
　　　　・16 歳以上 19 歳未満の扶養親族 1 人につき 7,200 円

日常生活用具の給付　《小児慢性特定疾病児童向け》
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便を図るため、用具を給付します。所得により自己負担が
あります。
〔対　象〕 日常生活を営むのに支障がある人で、次の条件をすべて満たす人。医師の診断書が必要

です。
　　　　　（1）小児慢性特定疾病医療費助成の対象となっている人。（医療受給者証をお持ちの人）
　　　　　（2） 児童福祉法による施策（小児慢性特定疾病医療費助成を除く。）及び障害者総合支

援法による施策の対象とはならない人。
※契約済、購入済、支払い済のものについては支給を行いません。

種　　目 対　象　者 種　　目 対　象　者

便　　器 常時介護を要する人 電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある人

特殊マット 寝たきりの状態にある人 頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する人

特殊寝台 寝たきりの状態にある人 クールベスト 体温調節が著しく難しい人

区
分 種　　　　類 傷害および程度 年　齢 基準額（円） 耐用

年数

知
的
障
害
者
向

★頭部保護帽 知的障害児・者で、てんかんの発作など
により頻繁に転倒する人 年齢制限なし ※

２
Ａ 15,700
Ｂ 37,900 3年

重
複
不
可

洗浄機能付便座 重度または最重度の知的障害児・者 学齢児以上 50,000 5年

紙おむつ　
※ 6

重度の知的障害者で、排尿もしくは排
便の意思表示が困難で、次のA,Bの両
方を満たす人
A.自力（自らの意思）でトイレに行き、
便座に座ることができない
B.介助による定時排泄をすることがで
きない

３歳以上 12,000（月額） ―

●特殊マット（防水マット） 重度または最重度の知的障害児・者 3歳以上 24,600 3年
電磁調理 重度または最重度の知的障害者 18歳以上 15,000 6年

難
病
患
者
等
向
（
※
５
）

重
複
不
可

洗浄機能付便座 上肢機能障害のある人であって医師の意
見書により給付が必要と認められる人 年齢制限なし 50,000 5年

紙おむつ　
※ 6

難病患者等でその疾病が起因となり下
肢または体幹機能に障害があり、その疾
病が起因となり排尿もしくは排便の意
思表示が困難で、次のA,Bの両方を満た
す人　※４
A. 自力（自らの意思）でトイレに行き、

便座に座ることができない
B. 介助による定時排泄をすることができ

ない

３歳以上 12,000（月額） ―

重
複
不
可

●特殊マット 寝たきりの状態である人であって医師の
意見書により給付が必要と認められる人

3歳以上（※7） 24,600 3年
●床ずれ防止用具 3歳以上（※7） 102,000 5年

●特殊寝台 寝たきりの状態である人であって医師の
意見書により給付が必要と認められる人 3歳以上（※7） 154,000 8年

●特殊尿器 自力で排尿できない人であって医師の意
見書により給付が必要と認められる人 学齢児以上（※7） 67,000 5年

●体位変換器 寝たきりの状態である人であって医師の
意見書により給付が必要と認められる人 3歳以上（※7） 15,000 5年

●入浴補助用具 入浴に介助を要する人であって医師の意
見書により給付が必要と認められる人 3歳以上（※7） 90,000 5年

重
複
不
可

●移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある人で
あって医師の意見書により給付が必要
と認められる人

3歳以上（※7） 昇降座いす
159,000

4年
上記の者のうち機器の設置・移動ス
ペースを確保できる人 3歳以上

リフト類
250,000

本体のみ
200,000

つり具のみ
50,000

●歩行支援用具 下肢が不自由な人であって医師の意見
書により給付が必要と認められる人 3歳以上（※7） 60,000 8年

●住宅改修費
下肢又は体幹機能に障害のある人で
あって医師の意見書により給付が必要
と認められる人

年齢制限なし 200,000 ―

ネブライザー
呼吸器機能に障害のある人であって医
師の意見書により給付が必要と認めら
れる人

年齢制限なし
36,000

5年※ ネブライザーと
電 気 式 た ん 吸
引器との両用器

→72,500重
複
不
可

電気式たん吸引 呼吸器機能に障害のある人であって医
師の意見書により給付が必要と認めら
れる人

年齢制限なし
5年

56,400
手動式たん吸引 （月額）3,800 ―

動脈血中酸素飽和度測
定器

（パルスオキシメーター）

ヒュージョーンズ分類４以上に該当する
人、NYHA Ⅲ以上に該当する人、サチュ
レーションspo2が90％未満の人、また
は指定難病の重症度基準に該当する人
で、次のいずれかに該当する人　※４
①在宅酸素療法を行う人
②人工呼吸器を常時必要とする人
③ 医師により血中の酸素濃度を測定す

ることが必要と認められた人

年齢制限なし 36,000 5年

暗所視支援眼鏡

網膜色素変性症等により夜盲または視
野狭窄の症状があり、白杖を使用した単
独歩行が可能で、医師により有用性及び
安全に使用できることが確認できた人
※ 申請前に、指定する病院で医師の診

察を受けていただく必要があります。
詳しくは各区役所・支所（裏表紙）に
お問い合わせください。

12歳以上 198,000 8年
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●補装具 ･ 日常生活用具の利用者月額負担上限額（小児慢性特定疾病児童向けを除く）

区分 生活保護 市民税
非課税

市民税課税世帯

市民税所得割
3万3千円未満

（注1）

市民税所得割
3万3千円以上
23万5千円未満

（注1）

市民税所得割
23万5千円以上

46万円未満
（注1）

市民税所得割
46万円以上

（注1）

1 8 歳以上 0 円 0 円 37,200 円
制度対象外

1 8 歳未満 0 円 0 円 10,000 円 24,600 円 37,200 円

（注 1） 本人または配偶者のうち最多納税者の判定用市民税所得割額（注 2）（児童の場合は本人ま
たは世帯の最多納税者の判定用市民税所得割額）

（注 2） 判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除（ふるさと納税
等）適用前の市民税所得割額（平成 30 年度税制改正前の税率による）から、下記の金額
を控除して算出した額です。

　　　　・16 歳未満の扶養親族 1 人につき 19,800 円
　　　　・16 歳以上 19 歳未満の扶養親族 1 人につき 7,200 円

日常生活用具の給付　《小児慢性特定疾病児童向け》
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便を図るため、用具を給付します。所得により自己負担が
あります。
〔対　象〕 日常生活を営むのに支障がある人で、次の条件をすべて満たす人。医師の診断書が必要

です。
　　　　　（1）小児慢性特定疾病医療費助成の対象となっている人。（医療受給者証をお持ちの人）
　　　　　（2） 児童福祉法による施策（小児慢性特定疾病医療費助成を除く。）及び障害者総合支

援法による施策の対象とはならない人。
※契約済、購入済、支払い済のものについては支給を行いません。

種　　目 対　象　者 種　　目 対　象　者

便　　器 常時介護を要する人 電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある人

特殊マット 寝たきりの状態にある人 頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する人

特殊寝台 寝たきりの状態にある人 クールベスト 体温調節が著しく難しい人

区
分 種　　　　類 傷害および程度 年　齢 基準額（円） 耐用

年数
重
度
の
重
複
障
害
者
向

動脈血中酸素飽和度測
定器

（パルスオキシメーター）

重度又は最重度の知的障害者（児）か
つ肢体障害２級以上の人であって、次の
何れかに該当する人 ※4
①在宅酸素療法を行う人
②人工呼吸器を常時必要とする人
③ 医師により血中の酸素濃度を測定す

ることが必要と認められた人

年齢制限なし 36,000 5年

共　

通

火災警報機 障害等級1・2級又は重度もしくは最重
度の知的障害児・者（いずれも火災発
生の感知及び避難が著しく困難な障害
者のみの世帯及びこれに準ずる世帯）

年齢制限なし 15,500
8年

自動消火器 年齢制限なし 28,700

※1　 聴覚障害者用屋内信号装置には、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
※2　 Ｂ：スポンジ、革、プラスチックが主材料のものに限る。
※3　 ストーマの用品については、区役所・北須磨支所保健福祉課または玉津支所（裏表紙）にお問い

合わせください。（紙おむつ等のストーマの代替品については、入院・入所の場合、支給対象とは
ならないことがあります）

※4　 医師意見書で確認する。
※5　 対象疾病は92～93ページのとおり。
※6　 紙おむつの代用品（サラシ・ガーゼ・脱脂綿、アナルプラグ、パッド・パッド付パンツ等）を含む。
※7　令和5年9月末までに申請するものについては年齢制限なし。　
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●小児慢性特定疾病児童向け日常生活用具の給付徴収基準月額

世　帯　階　層　区　分
保護者
負担額
（円）

世　帯　階　層　区　分
保護者
負担額
（円）

生活保護法による被保護世帯 A 0

市町村
民税課
税世帯

　〃 75,001～96,600円 D10 11,550

市町村民税非課税世帯 B 1,100 　〃 96,601～121,800円 D11 13,750

市町村民税均等割の額のみ課税世帯 C 2,250 　〃 121,801～175,500円 D12 17,850

市町村
民税課
税世帯

所得割の年額 3,000円以下 D1 2,900 　〃 175,501～221,100円 D13 22,000

　〃 3,001～5,800円 D2 3,450 　〃 221,101～380,800円 D14 26,150

　〃 5,801～8,700円 D3 3,800 　〃 380,801～549,000円 D15 40,350

　〃 8,701～13,000円 D4 4,250 　〃 549,001～579,000円 D16 42,500

　〃 13,001～17,400円 D5 4,700 　〃 579,001～700,900円 D17 51,450

　〃 17,401～22,400円 D6 5,500 　〃 700,901～849,000円 D18 61,250

　〃 22,401～28,200円 D7 6,250 　〃 849,001～1,041,000円 D19 71,900

　〃 28,201～58,400円 D8 8,100 　〃 1,041,001円以上 D20 全　額

　〃 58,401～75,000円 D9 9,350

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の方が補聴器を購入されるときの費用の一
部を負担します。
〔対　象〕保護者が市内在住で
　　　　　① 18 歳に達する日以降、最初の 3 月 31 日までの人
　　　　　②両耳とも聴力が、30dB 以上 70dB 未満の人
　　　　　　※ ただし、指定自立支援医療機関の指定医師が補聴器の装用を必要と認めるときは、

聴力レベルが 30dB 未満であっても対象となることができる。
　　　　　③世帯の判定用市民税所得割額の合計額が 23.5 万円未満の人（注 1）
　　　　　④補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師が判断する人
〔内　容〕 補聴器の型等により定額を助成します。ただし、補聴器等の購入額が助成額より低い場

合は、補聴器等の購入額を上限とします。本体①と消耗品の同時申請は不可。
種　目 補助額（円） 耐用年数

①
体
本 ポケット型・耳かけ型・耳穴型（レディメイド）・骨導式ポケット型 40,000

5年
耳穴型（オーダーメイド）・骨導式眼鏡型 100,000

特殊尿器 自力で排尿できない人 ネブライザー 呼吸器機能に障害のある人

体位変換器 寝たきりの状態にある人 特殊便器 上肢機能に障害のある人

入浴補助用具 入浴に介助を要する人
動脈血中酸素飽和度
測定器
（パルスオキシメーター）

人工呼吸器の装着が必要な人

歩行支援用具 下肢が不自由な人 車いす 下肢が不自由な人

人工鼻 人工呼吸器の装着又は気
管切開が必要な人 紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著し
く欠けて、がんや神経障害等を
起こすことがある人

ストーマ装具（蓄便袋）人工肛門を造設した人 ストーマ装具（蓄尿袋） 人工膀胱を造設した人

種　　目 対　象　者 種　　目 対　象　者

福祉機器展示施設

兵庫県立福祉のまちづくり研究所　福祉用具展示ホール　℡ 927 2727（代表）　FAX 927 2752
〔住　所〕西区曙町 1070　総合リハビリテーションセンター内
〔運営主体〕社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団
〔内　容〕福祉用具・介護ロボット、住宅改修等に関する展示・相談及び情報提供等
〔展示品目〕 障害者（児）や高齢者等の自立支援、介護者の負担軽減を目的とした福祉用具・介護

ロボット機器
〔休館日・開館時間〕①休館日　　土・日・祝日、年末年始（12／29～1／3）
　　　　　　　　　　②開館時間　9：00 ～ 17：00
〔相談日〕月曜日から金曜日

補助犬の貸与
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）　※県事業、年度当初に公募有

〔対　象〕〈盲導犬〉視覚障害 1・2 級の身体障害者手帳の交付を受けている 18 歳以上の人
　　　　　〈介助犬〉肢体不自由 1・2 級の身体障害者手帳の交付を受けている 18 歳以上の人
　　　　　〈聴導犬〉聴覚障害 2 級の身体障害者手帳の交付を受けている 18 歳以上の人
〔条　件〕・現に身体障害者更生援護施設等に入所していないこと
　　　　　・自立又は就労等社会活動への参加に効果があると認められること
　　　　　・居住する家屋の所有者、管理者の承諾を得ていること
　　　　　・補助犬を適切に利用できること

補助犬の健康管理費支給
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔条　件〕 補助犬を飼育している人のうち、低所得（所得税非課税世帯）のため補助犬の健康管理
費の負担が困難な人

補助犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料減免
　問 健康局環境衛生課
　　℡ 　　

〔対　象〕身体障害者手帳所持者で、認定を受けた補助犬を所有又は管理している方
〔内　容〕 神戸市内居住者が所有又は管理している補助犬について、狂犬病予防法に基づく犬の登

録および狂犬病予防注射済票交付手数料の減免を行います。

盲人用具購入斡旋
　問 神戸市視覚障害者福祉協会
　　℡

視覚障害者が日常生活において用いる種々の用具の購入斡旋を行います。

②
体
本

補聴システム（一式） 100,000 5年

品
耗
消 耳あて（イヤモールド） 6,000

3ヶ月
耳穴型シェル（オーダーメイド） 18,000

※ 申請にあたり医師の意見書等が必要です。詳しくは区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）へ
お問い合わせください。

（注 1） 判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除（ふるさと納税
等）適用前の市民税所得割額（平成 30 年度税制改正前の税率による）から、以下を控除
して算出した額です。

　　　　・16 歳未満の扶養親族 1 人につき 19,800 円
　　　　・16 歳以上 19 歳未満の扶養親族 1 人につき 7,200 円

種　目 補助額（円） 耐用年数
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福祉機器展示施設

兵庫県立福祉のまちづくり研究所　福祉用具展示ホール　℡ 927 2727（代表）　FAX 927 2752
〔住　所〕西区曙町 1070　総合リハビリテーションセンター内
〔運営主体〕社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団
〔内　容〕福祉用具・介護ロボット、住宅改修等に関する展示・相談及び情報提供等
〔展示品目〕 障害者（児）や高齢者等の自立支援、介護者の負担軽減を目的とした福祉用具・介護

ロボット機器
〔休館日・開館時間〕①休館日　　土・日・祝日、年末年始（12／29～1／3）
　　　　　　　　　　②開館時間　9：00 ～ 17：00
〔相談日〕月曜日から金曜日

補助犬の貸与
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）　※県事業、年度当初に公募有

〔対　象〕〈盲導犬〉視覚障害 1・2 級の身体障害者手帳の交付を受けている 18 歳以上の人
　　　　　〈介助犬〉肢体不自由 1・2 級の身体障害者手帳の交付を受けている 18 歳以上の人
　　　　　〈聴導犬〉聴覚障害 2 級の身体障害者手帳の交付を受けている 18 歳以上の人
〔条　件〕・現に身体障害者更生援護施設等に入所していないこと
　　　　　・自立又は就労等社会活動への参加に効果があると認められること
　　　　　・居住する家屋の所有者、管理者の承諾を得ていること
　　　　　・補助犬を適切に利用できること

補助犬の健康管理費支給
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔条　件〕 補助犬を飼育している人のうち、低所得（所得税非課税世帯）のため補助犬の健康管理
費の負担が困難な人

補助犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料減免
　問 健康局環境衛生課
　　℡ 　　

〔対　象〕身体障害者手帳所持者で、認定を受けた補助犬を所有又は管理している方
〔内　容〕 神戸市内居住者が所有又は管理している補助犬について、狂犬病予防法に基づく犬の登

録および狂犬病予防注射済票交付手数料の減免を行います。

盲人用具購入斡旋
　問 神戸市視覚障害者福祉協会
　　℡

視覚障害者が日常生活において用いる種々の用具の購入斡旋を行います。

②
体
本

補聴システム（一式） 100,000 5年

品
耗
消 耳あて（イヤモールド） 6,000

3ヶ月
耳穴型シェル（オーダーメイド） 18,000

※ 申請にあたり医師の意見書等が必要です。詳しくは区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）へ
お問い合わせください。

（注 1） 判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除（ふるさと納税
等）適用前の市民税所得割額（平成 30 年度税制改正前の税率による）から、以下を控除
して算出した額です。

　　　　・16 歳未満の扶養親族 1 人につき 19,800 円
　　　　・16 歳以上 19 歳未満の扶養親族 1 人につき 7,200 円

種　目 補助額（円） 耐用年数
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●地域生活支援によるもの　※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。
事　　業　　内　　容 対象者の障害支援区分等 窓　　口　　等

日中一時支援事業（日帰りショート）
　障害者等の介護を行う者が疾病や冠婚
葬祭等により一時的に居宅での介護が困
難となった場合等に日中、活動の場を提供

障害者（児）
区役所・

北須磨支所保健福祉課
（裏表紙）

地域活動支援センター
　創作的活動や生産活動の機会を提供

 利用施設に直接申込 
（下記一覧）

重度障害児（者）入院時コミュニケーシ
ョン支援事業
　重度の障害児（者）で、発語が分かり
にくい等の理由で、入院時に医師、看護
師等との意思疎通が十分に図れない場合
に、コミュニケーション支援員を派遣す
る。（38 ページ参照）

区役所・
北須磨支所保健福祉課

（裏表紙）

●地域活動支援センター一覧

神戸市在住で、次の条件を満たす人
・身体障害者にあっては、両上肢に機能障害

がある人で、障害支援区分が6の重度訪問
介護対象者で、現に重度訪問介護、居宅介
護又は行動援護のサービスを受けている人

・障害児にあっては、学齢児以上であって、
身体障害者手帳1級及び、2級かつ両上肢
機能障害の人又は療育手帳Ａを所持してい
る人で、現に重度訪問介護、居宅介護又は
行動援護のサービスを受けている人

・発語困難などにより意思表示が困難な人
・介護者がいない人
・障害支援区分6の者であって、障害福祉

サービスの、病院等における重度訪問介護
を利用されている人は利用できません。

障害者（児）
※地域活動支援センター（発達型）ゆめの

のつどいは、発達障害者相談窓口からの
紹介が必要

施設利用
●自立支援給付によるもの

事　　業　　内　　容 対象者の障害支援区分等 窓　　口　　等

短期入所（ショートステイ）
　自宅で介護する人が病気の場合などに、
短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、
食事の介護等を提供

区分 1 以上の障害者
区分 1 以上に該当する障害児

区役所・
北須磨支所保健福祉課

（裏表紙）
障害者相談

支援センター
（102 ～ 103 ページ）

療養介護
　医療と常時介護を必要とする人への、医
療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、
介護及び日常生活の世話を提供

区分 6 の ALS 患者等気管切開を伴
う呼吸管理を行っている者
区分 5 以上の者のうち、筋ジスト
ロフィー患者、重症心身障害者又
は医療的ケアが必要な者等

生活介護
　常に介護を必要とする人への、昼間、入
浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、
創作的活動又は生産活動の機会を提供

区分 3 以上（施設入所者は区分 4
以上）、50 歳以上の方は区分 2 以
上（施設入所者は区分 3 以上）

施設入所支援
　障害者支援施設に入所する人への、夜間や
休日のケア、入浴、排せつ、食事の介護等を
提供

区分 4 以上（50 歳以上の方は区分
3 以上）の生活介護を受けている人
等

自立訓練（機能訓練・生活訓練）
　自立した日常生活又は社会生活ができるよ
う、一定期間、身体機能又は生活能力の向上
のために必要な訓練を提供

地域生活を営む上で一定の支援が
必要な障害者

就労移行支援
　一般企業等への就労を希望する人に、一定
期間、就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練を提供

就労を希望する 65 歳未満の障害者

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
　一般企業等での就労が困難な人に、働く場
を提供するとともに、知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を提供

就労継続支援 A 型
企業等に就労することが困難な人
で、就労を希望する 65 歳未満の障
害者

就労継続支援 B 型
企業等に就労することが困難な人
で、就労を希望する障害者

就労定着支援
　一般就労に移行した障害者が働き続けるこ
とができるよう、一定期間、事務所・家族と
の連絡調整等の支援を行う

就労移行支援、就労継続支援、生
活介護、自立訓練の利用を経て一
般就労へ移行した障害者で、就労
後 6 ヶ月を経過した障害者

※ サービスの利用にあたっては、障害福祉サービス利用の申請を行い、受給者証の交付を受け指定
事業者と契約を行うことが必要です。（24 ページ参照）

※対象者の詳細は、窓口等へお問い合わせください。

〔利用者負担〕
　本人の所属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービス
にかかる費用の 1 割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。
　⇒ ｢ 障害福祉サービス等の利用者負担額 ｣（26 ページ参照）

※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。

※ 障害者にとって、必要なサービスをより安心して利用することが出来るように、「計画相談支援」
サービスが創設されています。このサービスを利用される方は、計画相談支援サービスの申請等
が必要です。

※短期入所は日帰りでの利用ができません。日帰りを希望される場合は、地域生活支援事業の日中
一時支援事業（日帰りショート）をご利用ください。（35ページ参照）
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6. 在宅福祉サービス等



●地域生活支援によるもの　※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。
事　　業　　内　　容 対象者の障害支援区分等 窓　　口　　等

日中一時支援事業（日帰りショート）
　障害者等の介護を行う者が疾病や冠婚
葬祭等により一時的に居宅での介護が困
難となった場合等に日中、活動の場を提供

障害者（児）
区役所・

北須磨支所保健福祉課
（裏表紙）

地域活動支援センター
　創作的活動や生産活動の機会を提供

 利用施設に直接申込 
（下記一覧）

重度障害児（者）入院時コミュニケーシ
ョン支援事業
　重度の障害児（者）で、発語が分かり
にくい等の理由で、入院時に医師、看護
師等との意思疎通が十分に図れない場合
に、コミュニケーション支援員を派遣す
る。（38 ページ参照）

区役所・
北須磨支所保健福祉課

（裏表紙）

●地域活動支援センター一覧

神戸市在住で、次の条件を満たす人
・身体障害者にあっては、両上肢に機能障害

がある人で、障害支援区分が6の重度訪問
介護対象者で、現に重度訪問介護、居宅介
護又は行動援護のサービスを受けている人

・障害児にあっては、学齢児以上であって、
身体障害者手帳1級及び、2級かつ両上肢
機能障害の人又は療育手帳Ａを所持してい
る人で、現に重度訪問介護、居宅介護又は
行動援護のサービスを受けている人

・発語困難などにより意思表示が困難な人
・介護者がいない人
・障害支援区分6の者であって、障害福祉

サービスの、病院等における重度訪問介護
を利用されている人は利用できません。

障害者（児）
※地域活動支援センター（発達型）ゆめの

のつどいは、発達障害者相談窓口からの
紹介が必要

施設利用
●自立支援給付によるもの

事　　業　　内　　容 対象者の障害支援区分等 窓　　口　　等

短期入所（ショートステイ）
　自宅で介護する人が病気の場合などに、
短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、
食事の介護等を提供

区分 1 以上の障害者
区分 1 以上に該当する障害児

区役所・
北須磨支所保健福祉課

（裏表紙）
障害者相談

支援センター
（102 ～ 103 ページ）

療養介護
　医療と常時介護を必要とする人への、医
療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、
介護及び日常生活の世話を提供

区分 6 の ALS 患者等気管切開を伴
う呼吸管理を行っている者
区分 5 以上の者のうち、筋ジスト
ロフィー患者、重症心身障害者又
は医療的ケアが必要な者等

生活介護
　常に介護を必要とする人への、昼間、入
浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、
創作的活動又は生産活動の機会を提供

区分 3 以上（施設入所者は区分 4
以上）、50 歳以上の方は区分 2 以
上（施設入所者は区分 3 以上）

施設入所支援
　障害者支援施設に入所する人への、夜間や
休日のケア、入浴、排せつ、食事の介護等を
提供

区分 4 以上（50 歳以上の方は区分
3 以上）の生活介護を受けている人
等

自立訓練（機能訓練・生活訓練）
　自立した日常生活又は社会生活ができるよ
う、一定期間、身体機能又は生活能力の向上
のために必要な訓練を提供

地域生活を営む上で一定の支援が
必要な障害者

就労移行支援
　一般企業等への就労を希望する人に、一定
期間、就労に必要な知識及び能力の向上のた
めに必要な訓練を提供

就労を希望する 65 歳未満の障害者

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
　一般企業等での就労が困難な人に、働く場
を提供するとともに、知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を提供

就労継続支援 A 型
企業等に就労することが困難な人
で、就労を希望する 65 歳未満の障
害者

就労継続支援 B 型
企業等に就労することが困難な人
で、就労を希望する障害者

就労定着支援
　一般就労に移行した障害者が働き続けるこ
とができるよう、一定期間、事務所・家族と
の連絡調整等の支援を行う

就労移行支援、就労継続支援、生
活介護、自立訓練の利用を経て一
般就労へ移行した障害者で、就労
後 6 ヶ月を経過した障害者

※ サービスの利用にあたっては、障害福祉サービス利用の申請を行い、受給者証の交付を受け指定
事業者と契約を行うことが必要です。（24 ページ参照）

※対象者の詳細は、窓口等へお問い合わせください。

〔利用者負担〕
　本人の所属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービス
にかかる費用の 1 割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。
　⇒ ｢ 障害福祉サービス等の利用者負担額 ｣（26 ページ参照）

※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。

※ 障害者にとって、必要なサービスをより安心して利用することが出来るように、「計画相談支援」
サービスが創設されています。このサービスを利用される方は、計画相談支援サービスの申請等
が必要です。

※短期入所は日帰りでの利用ができません。日帰りを希望される場合は、地域生活支援事業の日中
一時支援事業（日帰りショート）をご利用ください。（35ページ参照）

事業所名称 電話番号 FAX 番号 郵便番号 所　在　地

障害者地域活動支援センター わかば 822-9330 843-0593 658-0046 東灘区御影本町 3-9-8

障害者地域活動支援センター あんず 841-7097 201-1958 657-0037 灘区備後町 2-1-24-101

中央地域活動支援センター 262-7511 251-0311 651-0076
中央区吾妻通 4-1-6
神戸市生涯学習支援センター
北棟 2 階

地域活動支援センター ゆめの 578-6090 511-2225 652-0063 兵庫区夢野町 4-3-13

障害者地域活動支援センター
ひだまり 907-6223 582-4432 651-1245 北区谷上東町 7-6

アルバ谷上 B１階

地域活動支援センター 長田 642-7191 642-7291 653-0845 長田区戸崎通 2-8-3

地域活動支援センター ヨハネ 737-6936 735-2078 654-0015 須磨区奥山畑町 2 番地

ハーモニー垂水 709-8867 709-8867 655-0026 垂水区陸ノ町 4-8

地域活動支援センター
虹の里 961-5174 961-5183 651-2252 西区平野町福中字道バタ

22-1

地域活動支援センター（発達型）
ゆめののつどい 578-6090 511-2225 652-0063 兵庫区夢野町 4-3-13

北神障害者地域活動支援センター
あさがお 981-5103 981-5103 651-1312 北区有野町有野 3419-1

障害者地域活動支援センター
おばんざい菜 594-9023 594-9023 651-1131 北区北五葉 1-2-3

西鈴コーポラス 103
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ふれあい浴場事業

入浴しやすいよう、手すりの設置などの設備改善を行った公衆浴場において、介助者の手助けが
あれば自力歩行が可能な高齢者などに対し、毎月 2回、各 2時間、介助者を伴って入浴ができる特
別の時間帯を設けます。

重症心身障害者日中活動支援事業

在宅の重症心身障害者を対象に、日常生活動作・運動機能等に係る訓練などを行います。
療育手帳A及び身体障害者手帳１種１級〕象　対〔

FAX 322-0393

児童発達支援
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害のある児
童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、そ
の他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

保育所等その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児、又は乳児院等その他の児童が集団生
活を営む施設に入所する障害児であって、施設において専門的な支援が必要と認められた障害児に
対して、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

放課後等デイサービス
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

学校教育法第 1条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学しており、支援が必要と認
められた障害児に対して、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のための必要な訓練、社会と
の交流の促進等その他必要な支援を行います。

保育認定を受けた子どもの保育料等の軽減措置
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

　保育認定を受けた子どもの同一世帯に障害のある方（身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福
祉手帳等の交付を受けている方）がいる場合に、保育所・認定こども園等の保育料・副食費（給
食費のうちおかず代やおやつ代）が軽減される場合があります。

日常生活の支援など

ホームヘルパー派遣

※障害福祉サービスを利用される方は、計画相談支援サービスの申請等が必要です。

派遣対象 介　護　内　容 対　象　者 窓　口　等

日常生活
に支障が
ある障害
者・重度
障害児の
いる家庭

居宅介護
・家事援助
　（ 調理、掃除、買物等の家事

サービス）
・身体介護
　（入浴、排せつ、食事の介助等）
・通院等（乗降）介助
　（ 通院又は官公署等への移動

の介助）

障害支援区分 1 以上の
①身体障害者（児）〔身体障害者手帳所持者〕
②知的障害者（児）
〔療育手帳 A、B1、B2 程度〕
③精神障害者
④難病等対象者（92 ～ 93 ページ参照）

区役所・北須磨支
所保健福祉課
（裏表紙）

障害者相談支援セ
ンター
（102～103ページ）

※ サービスの利用
にあたっては、
障害福祉サービ
ス利用の申請を
行い、受給者証
の交付を受け指
定事業者と契約
することが必要
です。

（24 ページ参照）

〔利用者負担〕
本人の属する世帯
の収入等に応じて
利用者負担上限月
額を設定していま
す。ただし、サー
ビスにかかる費用
の 1 割 に あ た る
額が、利用者負担
上限額より低い場
合は、その額とな
ります。
⇒ ｢ 障害福祉サー
ビス等の利用者負
担額 ｣
（26 ページ参照）

重度訪問介護
　 重度の肢体不自由者又は重度

の知的障害もしくは精神障害
により行動上著しい困難を有
する障害者であって、常時介
護を要するものに居宅におけ
る入浴、排泄又は食事の介
護、その他厚生労働省令で定
める便宜及び外出時における
移動中の介護を総合的に供与
する。

障害支援区分 4 以上に該当し、次の①又
は②のいずれかに該当する者
① 二肢以上に麻痺等がある者であって、

障害福祉サービスにおける障害支援区
分の調査項目のうち「歩行」、「移乗」、

「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が
不要」以外に認定されている者

② 障害福祉サービスにおける障害支援区
分の調査項目のうち、行動関連項目の
合計点数が 10 点以上である者 

同行援護
　 視覚障害により、移動に著し

い困難を有する障害者等に行
う外出支援サービス

視覚障害により外出時に困難を有する障
害者、小学生以上の障害児であって、次
の条件を満たす者。
①身体障害者手帳所持者
② 同行援護アセスメント票の項目中、視

力障害・視野障害・夜盲の項目のいず
れかが 1 点以上で、かつ移動障害の項
目が 1 点以上の者

行動援護
　 知的障害又は精神障害により

行動上著しい困難を有する障
害者等が、行動する際の必要
な援助を行うサービス

常時介護を要し、かつ、下記の条件を満
たす者。
障害支援区分 3 以上であって、障害支援
区分の認定調査項目のうち行動関連項目
等の点数が、合計 10 点以上の障害者及
び障害児
※ 原則として、それぞれの状態が 6 カ月

程度継続している場合。

重度障害者等包括支援
　 介護の必要性がとても高い人

に居宅介護等複数のサービス
を包括的に提供

障害支援区分 6（障害児にあっては区分
6 に相当する支援の度合）であって、次
のいずれかに該当する者
① 四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり

状態の筋ジストロフィー患者等
② 障害支援区分の認定調査項目のうち行

動関連項目等の点数が、合計 10 点以
上である者
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ガイドヘルパー派遣

派遣対象 介護内容 区　分 対　象　者 窓　口　等

屋外での
移動が困
難な障害
者等

外出支援
・ 外出時の移

動の介護又
は介助

・ 外出先での
排泄、食事
等の介護又
は介助

・ 外出先での
代筆、代読
等

・ 外出に伴い
必要と認め
られる身の
回りの世話

肢　体
障害者

　車いすを常用し自走が困難な小学生以
上の身体障害者手帳所持者であって次の
いずれかに該当する者
① 左右の上肢のうちいずれか一方又は両

方に機能障害があり、かつ、左右の下
肢のうちいずれか一方又は両方に機能
障害がある 1 級又は 2 級の肢体障害者

② 左右の上肢のうちいずれか一方又は両
方に機能障害があり、かつ体幹機能障
害がある 1 級又は 2 級の肢体障害者

注 ）車いすを常用するものには、屋内で
は歩行器やつたい歩きなどで自力歩行
が可能であっても外出時には車いすで
の移動となる者及び屋外において数十
メートル程度の歩行は可能であるが、
それ以上の歩行になると車いすによら
なければ移動が困難になるような者を
含むものとする。

区役所・北須磨支所保健福祉課
（裏表紙）
障害者相談支援センター
（102 ～ 103 ページ）

※ サービスの利用にあたっ
ては、移動支援サービス
利用の申請を行い、利用
者証の交付を受け認定事
業者と契約することが必
要です。

［利用者負担］
　本人の属する世帯の収入
等に応じて利用者負担上限
月額を設定しています。た
だし、サービスにかかる費
用の 1 割にあたる額が、利
用者負担上限額より低い場
合は、その額となります。
⇒「障害福祉サービス等の
利用者負担額」
（26 ページ参照）

知　的
障害者

①  18 歳以上の者にあっては療育手帳所持者
② 小学生以上 18 歳未満の児童にあっては

療育手帳 A、B1 又は B2 程度の者

精　神
障害者

小学生以上の精神障害者保健福祉手帳所
持者

難　病
患者等 上記の者と同等と市長が認める者

重度障害児（者）入院時コミュニケーション支援事業

　重度障害児（者）で、発語がわかりにくいなどのため、医療機関において入院時の医師や看護師
との意思疎通が十分に図れない場合、本人の希望があれば障害福祉サービスでご利用中のヘルパー

（居宅介護従事者等）をコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な診療行為などが行えるよ
う支援します。

〔対　　　象〕① 市内に居住する 18 歳以上の身体障害者手帳所持者で、両上肢に機能障害がある
方で、障害支援区分 6 の重度訪問介護対象者であり、現に、「重度訪問介護」又
は「居宅介護」のサービスを受けており、発語困難等のため意思表示が困難であ
り、コミュニケーション支援者がいない方又はこれに準ずる方

　　　　　　　② 市内に居住する 18 歳以上の療育手帳所持者で、障害支援区分 6 の方で、現に
「重度訪問介護」、「居宅介護」又は「行動援護」のサービスを受けており、発語
困難等のため意思表示が困難であり、コミュニケーション支援者がいない方又は
これに準ずる方

　　　　　　　③ 市内に居住する小学生以上 18 歳未満の身体障害者手帳 1 級及び 2 級かつ両上肢
機能障害の方又は療育手帳 A を所持している方で、現に「重度訪問介護」、「居宅
介護」又は「行動援護」のサービスを受けており、発語困難等のため意思表示が
困難であり、コミュニケーション支援者がいない方又はこれに準ずる方

　　　　　　　※①②③の方で病院等における重度訪問介護を利用されている方は利用できません。

〔利用者負担〕 費用の 1 割負担（市民税額に応じて障害福祉サービスと同額の負担上限月額の設定
があります。ただし生活保護等受給者・市民税非課税世帯は無料です）

〔利 用 方 法〕 お住まいの区役所・北須磨支所保健福祉課（福祉事務所）（裏表紙）でご相談のう
え申請してください。支給決定した方には、利用者証を交付しますので、事業者と
契約の上、支給量の範囲内でご利用いただけます。
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ガイドヘルパー派遣

派遣対象 介護内容 区　分 対　象　者 窓　口　等

屋外での
移動が困
難な障害
者等

外出支援
・ 外出時の移

動の介護又
は介助

・ 外出先での
排泄、食事
等の介護又
は介助

・ 外出先での
代筆、代読
等

・ 外出に伴い
必要と認め
られる身の
回りの世話

肢　体
障害者

　車いすを常用し自走が困難な小学生以
上の身体障害者手帳所持者であって次の
いずれかに該当する者
① 左右の上肢のうちいずれか一方又は両

方に機能障害があり、かつ、左右の下
肢のうちいずれか一方又は両方に機能
障害がある 1 級又は 2 級の肢体障害者

② 左右の上肢のうちいずれか一方又は両
方に機能障害があり、かつ体幹機能障
害がある 1 級又は 2 級の肢体障害者

注 ）車いすを常用するものには、屋内で
は歩行器やつたい歩きなどで自力歩行
が可能であっても外出時には車いすで
の移動となる者及び屋外において数十
メートル程度の歩行は可能であるが、
それ以上の歩行になると車いすによら
なければ移動が困難になるような者を
含むものとする。

区役所・北須磨支所保健福祉課
（裏表紙）
障害者相談支援センター
（102 ～ 103 ページ）

※ サービスの利用にあたっ
ては、移動支援サービス
利用の申請を行い、利用
者証の交付を受け認定事
業者と契約することが必
要です。

［利用者負担］
　本人の属する世帯の収入
等に応じて利用者負担上限
月額を設定しています。た
だし、サービスにかかる費
用の 1 割にあたる額が、利
用者負担上限額より低い場
合は、その額となります。
⇒「障害福祉サービス等の
利用者負担額」
（26 ページ参照）

知　的
障害者

①  18 歳以上の者にあっては療育手帳所持者
② 小学生以上 18 歳未満の児童にあっては

療育手帳 A、B1 又は B2 程度の者

精　神
障害者

小学生以上の精神障害者保健福祉手帳所
持者

難　病
患者等 上記の者と同等と市長が認める者

重度障害児（者）入院時コミュニケーション支援事業

　重度障害児（者）で、発語がわかりにくいなどのため、医療機関において入院時の医師や看護師
との意思疎通が十分に図れない場合、本人の希望があれば障害福祉サービスでご利用中のヘルパー

（居宅介護従事者等）をコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な診療行為などが行えるよ
う支援します。

〔対　　　象〕① 市内に居住する 18 歳以上の身体障害者手帳所持者で、両上肢に機能障害がある
方で、障害支援区分 6 の重度訪問介護対象者であり、現に、「重度訪問介護」又
は「居宅介護」のサービスを受けており、発語困難等のため意思表示が困難であ
り、コミュニケーション支援者がいない方又はこれに準ずる方

　　　　　　　② 市内に居住する 18 歳以上の療育手帳所持者で、障害支援区分 6 の方で、現に
「重度訪問介護」、「居宅介護」又は「行動援護」のサービスを受けており、発語
困難等のため意思表示が困難であり、コミュニケーション支援者がいない方又は
これに準ずる方

　　　　　　　③ 市内に居住する小学生以上 18 歳未満の身体障害者手帳 1 級及び 2 級かつ両上肢
機能障害の方又は療育手帳 A を所持している方で、現に「重度訪問介護」、「居宅
介護」又は「行動援護」のサービスを受けており、発語困難等のため意思表示が
困難であり、コミュニケーション支援者がいない方又はこれに準ずる方

　　　　　　　※①②③の方で病院等における重度訪問介護を利用されている方は利用できません。

〔利用者負担〕 費用の 1 割負担（市民税額に応じて障害福祉サービスと同額の負担上限月額の設定
があります。ただし生活保護等受給者・市民税非課税世帯は無料です）

〔利 用 方 法〕 お住まいの区役所・北須磨支所保健福祉課（福祉事務所）（裏表紙）でご相談のう
え申請してください。支給決定した方には、利用者証を交付しますので、事業者と
契約の上、支給量の範囲内でご利用いただけます。

病院や施設から地域生活への移行に対する支援等

事業内容 対　象　者 窓　口　等

地域移行支援
　これから地域生活へ
移行しようとする方の
訪問相談、同行訪問、
住居確保の支援等

下記のいずれかに該当する方
①障害者支援施設等の入所者
②精神科病院に入院している精神障害者
③救護施設、更生施設の入所者
④ 刑事施設、少年院に入所している特別調整対象者
⑤更生保護施設等の入所者

区役所・
北須磨支所保健福祉課

（裏表紙）
障害者相談支援センター
（102 ～ 103 ページ）

※ サービスの利用にあたっ
ては、障害福祉サービス
利用の申請を行い、受給
者証の交付を受け指定事
業者と契約することが必
要です。（24 ページ参照）

地域定着支援
　地域の生活が不安な
方に対して、緊急時の
電話相談や、訪問支援
等

下記のいずれかに該当する、地域生活が不安定で、
緊急時の支援が必要な障害者等
①単身生活者
② 障害・疾病等により同居家族による緊急対応が見

込めない方
③ 家族との同居から一人暮らしに移行した方など

自立生活援助
　定期的な訪問、電話
メール等による相談、
必要な助言等

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らし
に移行した障害者で理解力や生活力等に不安がある
方

手話通訳者・要約筆記者の派遣

〔対　象〕手話通訳を必要とする聴覚・言語障害者が公的機関・医療機関等で社会生活上必要な場合。
　　　　　社会参加のための資格取得や技能を向上させるための講習を受講する場合。

〔対　象〕 要約筆記通訳を必要とする聴覚・言語障害者が公的機関・医療機関等で社会生活上必要
な場合。

　　　　　社会参加のための資格取得や技能を向上させるための講習を受講する場合。

手話通訳者の区役所配置
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

各区役所・支所に、手話を必要とする方の意思疎通を支援する手話通訳者を配置しています。
〔配置日時〕平日　8：45 ～ 12：00、13：00 ～ 17：30

盲ろう者向け通訳・介助員の派遣
　問 ひょうご盲ろう者支援センター　　℡ 　　

外出が困難な視覚・聴覚重複障害者の方に通訳・介助員を派遣します。
〔対　象〕視覚、聴覚障害の両方ともが記載されている身体障害者手帳をお持ちの方
　　　　　（等級・年齢制限なし）

失語症者向け意思疎通支援者の派遣
　問 福祉局障害福祉課　　℡ 322-5228　　FAX 322-6044　 

　意思疎通を図ることが困難な失語症者の方に外出の同行、公共交通機関利用時の援助等を行う
意思疎通支援者を派遣します。

　　 兵庫県言語聴覚士会　　メール shitsugo_sthyogo@yahoo.co.jp　　FAX 793-5070
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日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）
　問 安心サポートセンター　　℡ 271-5358　　FAX  271-2250

福祉サービスの情報提供・利用手続きのお手伝いや日常的な金銭管理などのサービスを契約によ
り提供します。
〔対　象〕 判断能力が十分でないなどの理由で日常生活に支障のある知的・精神障がい者や認知

症高齢者で、契約を理解することができる方
〔内　容〕①福祉サービス利用手続きのお手伝い
　　　　　②日常的金銭管理（預貯金払出等）
　　　　　③預貯金通帳等の金融機関の貸金庫でのお預かり
〔利用料〕

訪問理美容サービス
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

身体の障害により自力で理容所や美容所に行くことが困難な方に対して、自宅で調髪やカットが
受けられる訪問理容・美容事業を行います。
〔対　象〕65 歳未満の 1・2 級の身体障害者
〔料　金〕1 回　2,000 円
〔内　容〕理容は調髪、美容はカットのみ
　　　　　※申請時期により利用回数は異なります。

重度身体障害者訪問入浴サービス
　問 各区障害者相談支援センター（102 ～ 103 ページ）

※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。
〔対　象〕18 歳以上で、身体障害者手帳 2 級以上の方で、以下のいずれにも該当する方

・常時臥床又はこれに準ずる状態であって、居宅での入浴が困難な方
・福祉施設等に入所または病院等に入院していない方
・医師が入浴可能と認め、入浴時に家族等の付添いの得られる方

※他のサービスで、入浴サービスの利用を受けている方は対象外
〔費　用〕1 回　800 円（生活保護世帯：利用者負担なし）

電話リレーサービス
30℡　　スビーサーレリ話電団財本日）財一（ 問　 　　 0913

聴覚障害者、難聴者、発話困難者と、きこえる人（聴覚障害者等以外の人）との会話を通訳オペ
レータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながる
ことができるサービスです。

利用には事前登録が必要です、電話リレーサービスカスタマーセンターへお問い合わせください。
〔URL〕https://nftrs.or.jp/

①・②はセットで、30分あたり500円とサービスに係る交通費実費、通帳を当センター
で保管する場合は保管料1か月200円、③は残高1,000万円未満の場合は、1か月500円
と払出1回あたり1,000円、残高1,000万円以上の場合は、1か月1,000円と払出1回あた
り2,000円
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日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）
　問 安心サポートセンター　　℡ 271-5358　　FAX  271-2250

福祉サービスの情報提供・利用手続きのお手伝いや日常的な金銭管理などのサービスを契約によ
り提供します。
〔対　象〕 判断能力が十分でないなどの理由で日常生活に支障のある知的・精神障がい者や認知

症高齢者で、契約を理解することができる方
〔内　容〕①福祉サービス利用手続きのお手伝い
　　　　　②日常的金銭管理（預貯金払出等）
　　　　　③預貯金通帳等の金融機関の貸金庫でのお預かり
〔利用料〕

訪問理美容サービス
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

身体の障害により自力で理容所や美容所に行くことが困難な方に対して、自宅で調髪やカットが
受けられる訪問理容・美容事業を行います。
〔対　象〕65 歳未満の 1・2 級の身体障害者
〔料　金〕1 回　2,000 円
〔内　容〕理容は調髪、美容はカットのみ
　　　　　※申請時期により利用回数は異なります。

重度身体障害者訪問入浴サービス
　問 各区障害者相談支援センター（102 ～ 103 ページ）

※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。
〔対　象〕18 歳以上で、身体障害者手帳 2 級以上の方で、以下のいずれにも該当する方

・常時臥床又はこれに準ずる状態であって、居宅での入浴が困難な方
・福祉施設等に入所または病院等に入院していない方
・医師が入浴可能と認め、入浴時に家族等の付添いの得られる方

※他のサービスで、入浴サービスの利用を受けている方は対象外
〔費　用〕1 回　800 円（生活保護世帯：利用者負担なし）

電話リレーサービス
30℡　　スビーサーレリ話電団財本日）財一（ 問　 　　 0913

聴覚障害者、難聴者、発話困難者と、きこえる人（聴覚障害者等以外の人）との会話を通訳オペ
レータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながる
ことができるサービスです。

利用には事前登録が必要です、電話リレーサービスカスタマーセンターへお問い合わせください。
〔URL〕https://nftrs.or.jp/

①・②はセットで、30分あたり500円とサービスに係る交通費実費、通帳を当センター
で保管する場合は保管料1か月200円、③は残高1,000万円未満の場合は、1か月500円
と払出1回あたり1,000円、残高1,000万円以上の場合は、1か月1,000円と払出1回あた
り2,000円

安　　全

安心カード
　問 消防局救急課、各消防署（72 ～ 73 ページ）

　家族、かかりつけの病院等を記載する安心カードを配布します。このカードを主に外出時などに
所持してもらうことにより、たとえ所持者が意識不明となっても、適切な救護を可能にします。
　カードは消防局ホームページからもダウンロードできます。
（https://www.city.kobe.lg.jp/a84309/bosai/shobo/ambulance/anshin.html）

安心シート
　問 消防局救急課、各消防署（72 ～ 73 ページ）

　緊急連絡先やかかりつけ病院、持病等を記入する「安心シート」を配布します。「安心シート」
は宅内に設置し、家庭内で発生したケガや病気の際に、駆けつけた救急隊に情報を提供するもので
す。
　「安心シート」は情報を記入する用紙と、「安心シート」の設置を救急隊に知らせるため、玄関に
貼る「表示マーク」の二つで構成されています。
　「安心シート」は消防局ホームページからもダウンロードできます。
（https://www.city.kobe.lg.jp/a84309/bosai/shobo/ambulance/ansin_seat.html）

緊急通報システム「ケアライン 119」
　問 消防局予防課、各消防署（72 ～ 73 ページ）、
　　 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

　一人暮らしの高齢者や障害のある人が、家庭内での急病、火災などの緊急時に、ご家庭の電話機
から消防局ケアライン受信センターに通報するシステムです。
　利用者は、氏名、住所、既往症やかかりつけ病院などの情報をあらかじめケアライン受信センタ
ーに登録しておくことで、緊急時に通報すると「近隣協力者の駆けつけ」や「消防署からの出動」
により速やかな救護を受けることができます。
〔対象者〕
　神戸市内に在住の、システムを有効に利用することができる次の①～⑤のいずれかにあてはまる
方。自宅に固定電話があり、近隣協力者の協力が得られることが条件となります。諸般の事情によ
り近隣協力者が見つからない場合でも登録は可能です。
　①ひとり暮らしの人で突発的に生命に危険な症状が発生する持病のある方
　②ひとり暮らしの重度身体障害者で、緊急事態に機敏に行動することが困難な方
　③ ひとり暮らしのお年寄り（65 歳以上）で身体病弱なため、緊急事態に機敏に行動することが

困難な方
　④ ふたり暮らしで、そのうちひとりが①か②の症状に該当し、昼間などひとりで暮らす時間が長

い方
　⑤お年寄り（65 歳以上）のふたり暮らしでそのうちひとりが①～③の症状に該当する方
　※ 1 携帯電話は登録できません。
　※ 2 構内電話交換機が設置され、代表番号を通知する住宅からは登録できません。
　※ 3 電話番号を非通知としている方は、通知に変更していただく必要があります。
　※ 4 諸般の事情により近隣協力者が見つからない場合でも、登録は可能です。
　申込み受付は通年行っています。申込用紙に必要事項を記入の上、お近くの消防署にご提出くだ
さい。
　パンフレット・申込用紙はホームページからダウンロードできます。
（https://www.city.kobe.lg.jp/a10878/bosai/shobo/119/careline.html）
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ひょうご防災ネット
　問 神戸市危機管理室　　℡

　事前に携帯電話やパソコンのメールアドレスを登録すると、神戸市や兵庫県から
風水害時の避難指示情報、地震情報（震度 4 以上）、津波警報・注意報、気象警報、
土砂災害警戒情報、国民保護情報など緊急情報のお知らせメールが届きます。

※ 登録、情報提供は無料ですが、メール受信、ホームページ閲覧時には、通信料が
必要です。

※ ご登録は、http://bosai.net/kobe/ からできます。内容確認の返信メールが送信されますので、
迷惑メール防止設定をされている方は info@bosai.net からのメールを受信できるようにしてお
いてください。

スマートフォンをご利用の場合は、アプリもあります。
※〔App Store〕又は〔Google Play〕で「ひょうご防災」で検索し、ダウンロードしてください。
※初回起動時に、情報受信の設定が必要となります。

神戸市 NET119 番通報システム
FAX 325 8529

　通報が困難な方が携帯電話のインターネット機能を利用して 119 番でき、救急車や消防車の要
請ができる通報システムです。利用するには、事前登録が必要になります。
〔利用対象者〕 聴覚・言語機能等に障害があり、電話（音声）による通報が困難な方で神戸市内に

在住されている方を対象としています。
〔利用できるエリア〕日本国内全域で利用することができます。
　　　　　　　　　　 ただし、NET119 番通報システムを導入していない地域から通報された場合

は、神戸市消防局に通報が入りますので、状況を確認したのちに、管轄消防
本部に転送します。

〔使用上の留意事項〕 インターネットサービスのご利用、GPS 機能による位置情報の通知設定が
必要です。

〔申し込み方法〕
　①空メールを送信する。
　　登録申請用のアドレス（entry_28100@entry07.web119.info）を入力し空メールを送信する。
　　（二次元コードを読み取りアクセスすることも可能）

　②メールアドレス認証
　　 空メールの送信後、手続き案内のメールが届きます。メール本文から URL を開き、認証手続

きを行います。
　③申請内容の入力
　　 メールアドレス認証後、再度メールが届きます。申請内容を入力、申請を行います。住所の入

力についてはマンション名及び部屋番号まで入力してください。
　④通報 URL のお知らせ
　　 消防から 5 日以内に通報 URL が発行されます。通報 URL を開きブックマーク・ホーム画面

への追加をします。
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ひょうご防災ネット
　問 神戸市危機管理室　　℡

　事前に携帯電話やパソコンのメールアドレスを登録すると、神戸市や兵庫県から
風水害時の避難指示情報、地震情報（震度 4 以上）、津波警報・注意報、気象警報、
土砂災害警戒情報、国民保護情報など緊急情報のお知らせメールが届きます。

※ 登録、情報提供は無料ですが、メール受信、ホームページ閲覧時には、通信料が
必要です。

※ ご登録は、http://bosai.net/kobe/ からできます。内容確認の返信メールが送信されますので、
迷惑メール防止設定をされている方は info@bosai.net からのメールを受信できるようにしてお
いてください。

スマートフォンをご利用の場合は、アプリもあります。
※〔App Store〕又は〔Google Play〕で「ひょうご防災」で検索し、ダウンロードしてください。
※初回起動時に、情報受信の設定が必要となります。

神戸市 NET119 番通報システム
FAX 325 8529

　通報が困難な方が携帯電話のインターネット機能を利用して 119 番でき、救急車や消防車の要
請ができる通報システムです。利用するには、事前登録が必要になります。
〔利用対象者〕 聴覚・言語機能等に障害があり、電話（音声）による通報が困難な方で神戸市内に

在住されている方を対象としています。
〔利用できるエリア〕日本国内全域で利用することができます。
　　　　　　　　　　 ただし、NET119 番通報システムを導入していない地域から通報された場合

は、神戸市消防局に通報が入りますので、状況を確認したのちに、管轄消防
本部に転送します。

〔使用上の留意事項〕 インターネットサービスのご利用、GPS 機能による位置情報の通知設定が
必要です。

〔申し込み方法〕
　①空メールを送信する。
　　登録申請用のアドレス（entry_28100@entry07.web119.info）を入力し空メールを送信する。
　　（二次元コードを読み取りアクセスすることも可能）

　②メールアドレス認証
　　 空メールの送信後、手続き案内のメールが届きます。メール本文から URL を開き、認証手続

きを行います。
　③申請内容の入力
　　 メールアドレス認証後、再度メールが届きます。申請内容を入力、申請を行います。住所の入

力についてはマンション名及び部屋番号まで入力してください。
　④通報 URL のお知らせ
　　 消防から 5 日以内に通報 URL が発行されます。通報 URL を開きブックマーク・ホーム画面

への追加をします。

聴覚障がい者等 FAX119

 325 8529

　通常の電話による 119 番通報では、火災および救急事故等の発生を知らせることが困難な耳ま
たは言葉の不自由な人が利用できるよう、緊急通報用ファクスを開設しています。通報用の用紙の
見本を作っていますので必要な人は消防局ホームページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a17109/
bosai/shobo/119/fax119.html）からダウンロードしてください。通報に際して、特に登録等の
必要はありません。

おくる電（でん）（神戸市病院送迎紹介コールセンター）
　℡ 050 3733 7555
　　問 消防局救急課、各消防署（72 ～ 73 ページ）

　「病院などに行きたいけれど、手立て（交通手段）に困っている。」という方に、最寄りのタクシ
ー・介護タクシーを自動音声により紹介するコールセンターです。
　ロボットによる自動応答電話システムとなっており、全て声でやり取りできます。
　乗る場所に一番近い会社を選別し、3 社まで紹介します。利用者が紹介された事業者を 1 つ選ぶ
と、利用者と事業者は直接通話できるようになるので、具体的な予約内容を直接やりとりできます。
　利用の対象者は、病気等があっても、緊急性のない症状の方を想定しています（救急車が必要と
判断した場合には、救急車を要請してください）。
※登録料やシステム利用料は無料です（通話料のみかかります。）。
　ただし、運賃は別途支払う必要があります。

災害への備え

　市民の生命、身体及び財産を災害等から守るため、防災に関する業務や対策などを地域防災計画
で定めています。地域防災計画は神戸市のホームページで紹介しています。
　< 神戸市地域防災計画のページ >
　　（http://www.city.kobe.lg.jp/safety/prevention/plan/index.html）
　○防災対応マニュアル
　　・要援護者支援マニュアル
　　・外国人対応マニュアル　　など

福祉避難所
　問 福祉局くらし支援課　　℡ 　　

　福祉避難所は、災害時に一般の避難所での生活において、何らかの特別な配慮を要する方々のた
めに、市が二次的に開設する避難所です。
※ 福祉避難所には、直接避難していただくことはできません。大規模災害時には、施設自体の被災

や職員参集の遅れなどで、指定施設に在宅の要援護者を受け入れる余裕がない場合があることも
予想されるためです。

【福祉避難所への避難の流れ】
① 避難が必要な方は、まずは、お近くの小学校などの指定避難所へ避難していただきます。
② 保健師等が指定避難所を巡回し、本人やご家族の意向や状況を確認したうえで、市が対象者を決

定します。
③ 福祉避難所での受入が決定した方は、家族等の支援により移動していただきます。移動手段が無

い方は、避難所職員へご相談ください。
福祉避難所指定施設一覧（http://www.city.kobe.lg.jp/a46152/bosai/prevention/evacuation.html）
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介護保険
介護保険によるサービスの利用

 
　　 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）、
　　 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）（裏表紙）

※ 詳細については、上記問い合わせ先もしくはパンフレット「介護保険のあらまし」にてご確認く
ださい。

　介護保険によりサービスを受ける場合は、介護や支援が必要であるとの認定（要介護認定・要支
援認定）を受ける必要があります。

※ 平成 29 年 4 月から、要支援者の方が利用するサービスのうち、訪問介護と通所介護については、
市町村が地域の実情に応じた取組みができる「介護予防・日常生活支援総合事業」（総合事業）
となりました。

　総合事業の訪問型・通所型サービスは、要支援 1・2 の方に加えて、あんしんすこやかセンター
で実施する基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられた「事業対象者」の方もご利用い
ただけます。
　第 2 号被保険者（40 ～ 64 歳）の方は、基本チェックリスト実施の対象外です。要介護・要支
援認定の申請を行ってください。

●介護保険のサービスは、下図のとおりです。
※ 要支援 1・2 と認定されている方は、下記サービスについて、介護予防を重視する内容でサービ

スが提供されます。ただし、★印のサービスは受けられません。

○「要支援 1・2」「要介護 1 ～ 5」の方が利用できるサービス
在宅サービス 施設サービス

自宅で利用するサービス 生活環境を整えるサービス

・介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）★
（ 新規入所は、原則、要介

護 3 ～ 5 と認定された方）
・介護老人保健施設
（老人保健施設）★
・ 介護医療院（介護療養型

医療施設（療養病床））★

・訪問介護（ホームヘルプサービス）
　※要支援 1・2 の方は総合事業
・夜間対応型訪問介護★
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護★

・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修

その他のサービス

・特定施設入居者生活介護
（有料老人ホームなど）
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
（要支援 1 の方は利用できません）
・居宅介護支援
（ケアプランの作成）
・看護小規模多機能型居宅介護★

施設に通って利用するサービス

・通所介護（デイサービス）
※ 要支援 1・2 の方は総合事業
・地域密着型通所介護★
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所して利用するサービス

・短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護

神戸市独自サービス

・ミドルステイサービス★
・緊急ショートステイサービス★
・緊急一時保護サービス
・災害時ショートステイサービス★
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介護保険
介護保険によるサービスの利用

 
　　 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）、
　　 区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）（裏表紙）

※ 詳細については、上記問い合わせ先もしくはパンフレット「介護保険のあらまし」にてご確認く
ださい。

　介護保険によりサービスを受ける場合は、介護や支援が必要であるとの認定（要介護認定・要支
援認定）を受ける必要があります。

※ 平成 29 年 4 月から、要支援者の方が利用するサービスのうち、訪問介護と通所介護については、
市町村が地域の実情に応じた取組みができる「介護予防・日常生活支援総合事業」（総合事業）
となりました。

　総合事業の訪問型・通所型サービスは、要支援 1・2 の方に加えて、あんしんすこやかセンター
で実施する基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられた「事業対象者」の方もご利用い
ただけます。
　第 2 号被保険者（40 ～ 64 歳）の方は、基本チェックリスト実施の対象外です。要介護・要支
援認定の申請を行ってください。

●介護保険のサービスは、下図のとおりです。
※ 要支援 1・2 と認定されている方は、下記サービスについて、介護予防を重視する内容でサービ

スが提供されます。ただし、★印のサービスは受けられません。

○「要支援 1・2」「要介護 1 ～ 5」の方が利用できるサービス
在宅サービス 施設サービス

自宅で利用するサービス 生活環境を整えるサービス

・介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）★
（ 新規入所は、原則、要介

護 3 ～ 5 と認定された方）
・介護老人保健施設
（老人保健施設）★
・ 介護医療院（介護療養型

医療施設（療養病床））★

・訪問介護（ホームヘルプサービス）
　※要支援 1・2 の方は総合事業
・夜間対応型訪問介護★
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護★

・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修

その他のサービス

・特定施設入居者生活介護
（有料老人ホームなど）
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
（要支援 1 の方は利用できません）
・居宅介護支援
（ケアプランの作成）
・看護小規模多機能型居宅介護★

施設に通って利用するサービス

・通所介護（デイサービス）
※ 要支援 1・2 の方は総合事業
・地域密着型通所介護★
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所して利用するサービス

・短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護

神戸市独自サービス

・ミドルステイサービス★
・緊急ショートステイサービス★
・緊急一時保護サービス
・災害時ショートステイサービス★

○「要支援 1・2」「事業対象者」の方が利用できるサービス（総合事業の訪問型・通所型サービス）

サービスの種類 内　　容 備　　考

る
す
用
利
で
宅
自

介護予防訪問サービス ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護
や生活の援助を行うものです。

生活支援訪問サービス 市の定める研修を修了した方等が自宅を訪
問し、生活の援助を行うものです。

住民主体訪問サービス NPO法人等のボランティアにより、掃除、
買い物などの生活の援助を提供します。

詳細については、あんしん
すこやかセンターにご確認
ください。

介護予防通所サービス

デイサービスセンターなどに通い、生活機
能を向上させるため、食事等の日常生活上
の支援などのほか、利用者の心身の状態や
目標にあわせた選択的なサービス（運動機
能向上、栄養改善、口腔機能の向上）を提
供します。

フレイル改善通所
サービス

栄養（食・口腔）、運動、社会参加を取り
入れたプログラムを週 1回 90分程度行い、
運動習慣など介護予防に資する活動を身に
着け、引き続き自ら取り組む機会を提供し
ます。

地域拠点型一般介護予防事業

地域に根ざした介護予防のためのつどいの
場です。地域福祉センター等で週に1回程
度開催しています。体操やレクリエーショ
ン、給食、専門職による介護予防講座等、
開催場所によって特色があり、様々なメ
ニューを提供しています。

詳細については、あんしん
すこやかセンターにご確認
ください。

その他、地域にはサロン、体操教室など自主的に運営されている気軽に立ち寄れる通いの場があり
ます。詳細は、あんしんすこやかセンターにお問い合わせください。
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住　　宅

市営住宅
FAX 647 9625

県営住宅

・西区、明舞団地

高齢者・障害者居室等改修資金貸付制度（銀行貸付・市利子補給）
FAX 

　高齢者または障害者の居室環境を改善するため、居室、浴室、便所等を増・改築、改修する場
合、工事費の貸付制度があります。障害者の場合は、次の要件となっています。
〔対　象〕 市内に居住する障害者（身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人）または

障害者と同居、もしくは同居しようとする市内に居住する人で、居室等の改修を必要と
し ､ 自己資金で改修することが困難な人

〔限度額〕400 万円（ただし、増・改築を伴わない場合は 200 万円まで）
　　　　　※ 10 万円単位の貸付
〔利　息〕年 3%（ただし貸付金 200 万円まで市が利子補給）
〔償還期間〕10 年以内（ただし完済時の年齢が満 78 歳以下）
〔その他〕要連帯保証人
※新規申込の受付は、令和5年12月に終了します。

●障害者総合支援法による支援
グループホーム
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

グループホーム利用者家賃助成
FAX 322 5231

・西区及び明舞団地を除く地域
　TC 神鋼不動産サービス（株） 神戸管理事務所　℡ 647-9201

・障害者世帯向住宅
　　身体障害１～４級、知的障害A～B1、精神障害１～２級、戦傷病者、難病患者のいずれかに該

当する方がいる世帯が対象（単身世帯可）
・車椅子常用者世帯向住宅
　　車椅子を常用しており、身体障害１～２級、戦傷病者のいずれかに該当する方がいる世帯が対

象（単身世帯可）
・身体障害者世帯向住宅
　　身体障害１～４級、戦傷病者のいずれかに該当する方がいる世帯が対象（単身世帯可）
※上記のほか、一般市営住宅では、身体障害１～４級、知的障害A～B2、精神障害１～３級、戦傷

病者、難病患者等については、年齢に関わらず、単身世帯での申込みが可能です。
※市営住宅は年４回（５月・８月・11月・２月）定時募集を行っています。
※所得等の制限があります。

　障害者が地域で自立した生活を営む住まいの場です。世話人等から日常生活の援助を受けながら、
地域のアパート・マンション・一戸建て等において、複数人で共同生活を行います。

　グループホームに入居している人を対象に、利用者が支払う家賃の一部を助成します（対象：
非課税世帯）。助成額は、月額家賃の１万円を超える額の２分の１で、１万５千円が上限です。
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住　　宅

市営住宅
FAX 647 9625

県営住宅

・西区、明舞団地

高齢者・障害者居室等改修資金貸付制度（銀行貸付・市利子補給）
FAX 

　高齢者または障害者の居室環境を改善するため、居室、浴室、便所等を増・改築、改修する場
合、工事費の貸付制度があります。障害者の場合は、次の要件となっています。
〔対　象〕 市内に居住する障害者（身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人）または

障害者と同居、もしくは同居しようとする市内に居住する人で、居室等の改修を必要と
し ､ 自己資金で改修することが困難な人

〔限度額〕400 万円（ただし、増・改築を伴わない場合は 200 万円まで）
　　　　　※ 10 万円単位の貸付
〔利　息〕年 3%（ただし貸付金 200 万円まで市が利子補給）
〔償還期間〕10 年以内（ただし完済時の年齢が満 78 歳以下）
〔その他〕要連帯保証人
※新規申込の受付は、令和5年12月に終了します。

●障害者総合支援法による支援
グループホーム
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

グループホーム利用者家賃助成
FAX 322 5231

・西区及び明舞団地を除く地域
　TC 神鋼不動産サービス（株） 神戸管理事務所　℡ 647-9201

・障害者世帯向住宅
　　身体障害１～４級、知的障害A～B1、精神障害１～２級、戦傷病者、難病患者のいずれかに該

当する方がいる世帯が対象（単身世帯可）
・車椅子常用者世帯向住宅
　　車椅子を常用しており、身体障害１～２級、戦傷病者のいずれかに該当する方がいる世帯が対

象（単身世帯可）
・身体障害者世帯向住宅
　　身体障害１～４級、戦傷病者のいずれかに該当する方がいる世帯が対象（単身世帯可）
※上記のほか、一般市営住宅では、身体障害１～４級、知的障害A～B2、精神障害１～３級、戦傷

病者、難病患者等については、年齢に関わらず、単身世帯での申込みが可能です。
※市営住宅は年４回（５月・８月・11月・２月）定時募集を行っています。
※所得等の制限があります。

　障害者が地域で自立した生活を営む住まいの場です。世話人等から日常生活の援助を受けながら、
地域のアパート・マンション・一戸建て等において、複数人で共同生活を行います。

　グループホームに入居している人を対象に、利用者が支払う家賃の一部を助成します（対象：
非課税世帯）。助成額は、月額家賃の１万円を超える額の２分の１で、１万５千円が上限です。

すまいに関する相談

　すまいに関する様々なご相談について、建築士、消費生活相談員、融資相談員（ファイナン
シャルプランナー）、マンション管理士の「すまいの相談員」が無料でアドバイスします。

問　神戸市すまいの総合窓口　すまいるネット

〔相 談 時 間〕10：00 ～ 17：00
〔定　休　日〕水曜日・日曜日・祝日

〔最寄り駅等〕地下鉄海岸線駒ヶ林駅
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住宅改修助成・貸付制度
　問  

〔お申し込み先〕 身体障害者：区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）
　　　　　　　　介護保険対象者：あんしんすこやかセンター

助成 制度

助成を受けられる方

◎ 次の①または②に該当し、施工前の訪問調査等により住宅改修が必要であると認められた方です。
①介護保険の要介護認定で、要支援・要介護の認定を受けた方
②身体障害者手帳をお持ちの方
①②共に該当する方は、①の要件で受け付けています。

◎ 生計中心者（世帯構成員の中で前年分の所得金額が最も高い方）が給与収入のみの方で前年分の
給与収入額が 800 万円を超える世帯は、助成対象とはなりません。

◎ 生計中心者が給与収入のみ以外の方で前年分の所得金額が 600 万円を超える世帯は、助成対象
とはなりません。

◎この助成は、原則として 1 世帯につき 1 回限りです。
◎ 住民票上は世帯を分離していても現に同居している方については、すべて同一世帯とみなします。
◎ 助成制度のほかに無利子の貸付制度（銀行貸付・市利子補給）もありますので、ご相談ください。

助成額

◎ まりなと象対が容内事工たれらめ認とるなに象対成助りよに等査調問訪の前工施（ 費修改宅住
す。介護保険制度、障害者（児）日常生活用具費支給事業とあわせて 100 万円を限度額としま
す。）の 1/3・1/2・2/3・9/10・全額を市が助成します。

生計中心者の住民税 ･ 所得税額による区分 助成対象工事費限度額 助成基準限度額※ 助成率

生活保護世帯

100万円 80万円

3/3

税
民
住 非課税世帯

均等割課税世帯 9/10

所得割課税世帯 2/3

税
得
所 課税世帯（7万円以下） 1/2

課税世帯（7万円超） 1/3

所得600万円超（給与800万円超） 助成対象とはなりません

※助成基準限度額について
 この助成金を利用するにあたっては介護保険制度等の住宅改修と一体的に工事を行うものとし、
助成対象工事費限度額 100 万円または工事費のいずれか少ない方の額から、介護保険制度等の
住宅改修費限度額 20 万円をあらかじめ控除します。
（例 1）要支援・要介護の認定を受けた方の場合：100 万円限度－ 20 万円（介護保険）＝ 80 万円
（例 2）重度身体障害者（児）の場合：100 万円限度－ 20 万円（日常生活用具給付）=80 万円
（例 3）身体障害者手帳をお持ちの方で重度身体障害者（児）等に該当しない方の場合：100 万円

貸付 制度　※新規申込の受付は、令和５年12月に終了します。

〔対象者〕上記の助成を受ける人
〔限度額〕 住宅改修費（助成対象工事経費）又は 100 万円のいずれか少ない額から上記の助成金

及び介護保険、又は日常生活用具費の支給等の住宅改修費限度額（20 万円）を控除し
た額

〔利　息〕無利子
〔償還期間〕10 年以内
〔その他〕要連帯保証人
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住宅改修助成・貸付制度
　問  

〔お申し込み先〕 身体障害者：区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）
　　　　　　　　介護保険対象者：あんしんすこやかセンター

助成 制度

助成を受けられる方

◎ 次の①または②に該当し、施工前の訪問調査等により住宅改修が必要であると認められた方です。
①介護保険の要介護認定で、要支援・要介護の認定を受けた方
②身体障害者手帳をお持ちの方
①②共に該当する方は、①の要件で受け付けています。

◎ 生計中心者（世帯構成員の中で前年分の所得金額が最も高い方）が給与収入のみの方で前年分の
給与収入額が 800 万円を超える世帯は、助成対象とはなりません。

◎ 生計中心者が給与収入のみ以外の方で前年分の所得金額が 600 万円を超える世帯は、助成対象
とはなりません。

◎この助成は、原則として 1 世帯につき 1 回限りです。
◎ 住民票上は世帯を分離していても現に同居している方については、すべて同一世帯とみなします。
◎ 助成制度のほかに無利子の貸付制度（銀行貸付・市利子補給）もありますので、ご相談ください。

助成額

◎ まりなと象対が容内事工たれらめ認とるなに象対成助りよに等査調問訪の前工施（ 費修改宅住
す。介護保険制度、障害者（児）日常生活用具費支給事業とあわせて 100 万円を限度額としま
す。）の 1/3・1/2・2/3・9/10・全額を市が助成します。

生計中心者の住民税 ･ 所得税額による区分 助成対象工事費限度額 助成基準限度額※ 助成率

生活保護世帯

100万円 80万円

3/3

税
民
住 非課税世帯

均等割課税世帯 9/10

所得割課税世帯 2/3

税
得
所 課税世帯（7万円以下） 1/2

課税世帯（7万円超） 1/3

所得600万円超（給与800万円超） 助成対象とはなりません

※助成基準限度額について
 この助成金を利用するにあたっては介護保険制度等の住宅改修と一体的に工事を行うものとし、
助成対象工事費限度額 100 万円または工事費のいずれか少ない方の額から、介護保険制度等の
住宅改修費限度額 20 万円をあらかじめ控除します。
（例 1）要支援・要介護の認定を受けた方の場合：100 万円限度－ 20 万円（介護保険）＝ 80 万円
（例 2）重度身体障害者（児）の場合：100 万円限度－ 20 万円（日常生活用具給付）=80 万円
（例 3）身体障害者手帳をお持ちの方で重度身体障害者（児）等に該当しない方の場合：100 万円

貸付 制度　※新規申込の受付は、令和５年12月に終了します。

〔対象者〕上記の助成を受ける人
〔限度額〕 住宅改修費（助成対象工事経費）又は 100 万円のいずれか少ない額から上記の助成金

及び介護保険、又は日常生活用具費の支給等の住宅改修費限度額（20 万円）を控除し
た額

〔利　息〕無利子
〔償還期間〕10 年以内
〔その他〕要連帯保証人

⑦ 税金の減免・公共料金の割引等
税　　金

税金の減額・免除

種　類 条　　　件　　　等 内　　容 窓　　口

所得税

障 

害 

者 

控 

除

障害者

本人または同一生計配偶者、扶養親族が
・ 精神保健指定医などにより知的障害者と判

定された場合
・ 療育手帳に障害の程度が「B 1」または
「B 2」と記載されている場合

・ 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている場合

など

所得控除
27万円

税　務　署
（74 ページ）

特別
障害者

本人または同一生計配偶者、扶養親族が
・ 精神保健指定医などにより重度の知的障害

者と判定された場合
・ 療育手帳に障害の程度が「Ａ」と記載され

ている場合
・ 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が 1 級

と記載されている場合
・ 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が 1

級または 2 級と記載されている場合
など

所得控除
40万円

同居特別
障害者

特別障害者である同一生計配偶者または扶養
親族で、本人や配偶者、生計を一にする親族
のいずれかと同居を常としている場合

所得控除
75万円

金融機関等で身体障害者手帳などの確認書類を提示し、手続
きを行って預け入れる預貯金等については、利子が非課税と
なる制度があります。（郵便貯金、少額預金、少額公債）

非課税限度額＝
元本350万円

以内
各金融機関

住民税

除
控
者
害
障

障害者

本人または同一生計配偶者・扶養親族が身体
障害者手帳 3 級～ 6 級、精神障害者保健福祉
手帳 2 級～ 3 級または中軽度の知的障害の場
合等

所得控除
26万円

新長田合同庁舎
（72 ページ）

または
各区役所設置の
テレビ電話
※支所には
ありません

特別
障害者

本人または同一生計配偶者・扶養親族が身体
障害者手帳 1 級～ 2 級、精神障害者保健福祉
手帳 1 級または重度の知的障害の場合等

所得控除
30万円

同居の特別障害者の場合
※平成 24 年度より扶養親族または同一生計配偶者が同
居の特別障害者である場合において、扶養控除額に加算
する方式から特別障害者控除の額に加算（23 万円）す
る方式に変わりました。

所得控除
53万円

前年の合計所得金額が 135 万円以下の障害者 非課税

前年の合計所得金額が 135 万円を超え 145 万円以下の障害者
（上記「145 万円」とあるのは、控除対象配偶者または扶養
親族がある場合にはその控除額等（16 歳未満の年少扶養親族
については 33 万円、同居特別障害者については 23 万円）を
加算）

5割軽減
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種　類 条　　　件　　　等 内　　容 窓　　口

相続税

障 

害 

者 

控 

除

障害者

相続人が
・ 精神保健指定医などにより知的障害者と判

定された場合
・ 療育手帳に障害の程度が「B １」または
「B ２」と記載されている場合

・ 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている場合

など

税額控除
（85歳になるまで
の年数×10万円）
（注）過去に障
害者控除の適用
を受けた人の控
除額はこの算式
により計算した
金額と異なりま
す の で、 右 記 窓
口にお尋ねくだ
さい。 税　務　署

（74 ページ）

特別
障害者

相続人が
・ 精神保健指定医などにより重度の知的障害

者と判定された場合
・ 療育手帳に障害の程度が「Ａ」と記載され

ている場合
・ 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が 1 級

と記載されている場合
・ 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が 1

級または 2 級と記載されている場合
など

税額控除
（85歳になるまで
の年数×20万円）
（注）過去に障
害者控除の適用
を受けた人の控
除額はこの算式
により計算した
金額と異なりま
す の で、 右 記 窓
口にお尋ねくだ
さい。

税金の減額・免除（個人事業税、自動車税等）

1．『障害者手帳等をお持ちの障害者の方に対する減免』
種　類 条　　　件　　　等 内　　容 窓　　口

個人事業税 重度の視力障害者（失明または両眼の視力が 0.06 以
下の者）が行うあんま、はり等の医業に類する事業 課税対象外 県税事務所

（75 ページ）

税
車
動
自
軽
・
税
車
動
自

種別割

減　免
  自動車税について

 は、減免額に限度
 を設けています

自動車税→
県税事務所
（75 ページ）
軽自動車税
（種別割）→
新長田合同庁舎
（72 ページ）
または市税の窓口
（兵庫・北神を
　除く区役所内）
（裏表紙）

環　境
性能割

自動車税種別割の減免対象になる方が、自動車・軽自
動車を取得する場合（車両登録時のみ申請可）

減　免
（減免額に上限あり）

県税事務所
（75 ページ）

※減免対象者の範囲は、52 ページをご参照ください。
※自動車税種別割の減免額の上限額は、総排気量が 1.5 リットルを超え 2.0 リットル以下の乗用車

に課する自動車税種別割額が限度額となります。
※ 自動車税・軽自動車税の環境性能割の減免額の上限額は、220 万円に当該自動車に課す自動車

税・軽自動車税の環境性能割の税率をかけて算出した金額が限度額となります。
※障害の程度等に応じて 1/2 減免となる場合があります。

（対象となる自動車が異なりますので窓口にお問合せください。）
※申請に際し、必要書類等、事前に窓口にお問合せください。

2．『障害者の方を送迎等するための特別な構造を持つ自動車に対する減免』
社会福祉事業者等が所有又は使用し障害者の方を送迎等するための特別な構造を持った自動車

は、申請により自動車税（種別割、環境性能割）、軽自動車税（環境性能割）が減免等される場合
があります。

【減免の対象となる自動車】
 　特種用途車で車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」「患者輸送車」で
もっぱら障害者のために利用する自動車

【窓口】県税事務所（75 ページ）

3．『障害者の方を送迎等するための軽自動車等に対する減免』
社会福祉事業者等が所有し、障害者の方を送迎等するための軽自動車等は、申請により軽自動車

税（種別割）が減税される場合があります。

【窓口】新長田合同庁舎（72 ページ）、市税の窓口（兵庫・北神を除く区役所内）（裏表紙）

4．『障害者の方のための特別な構造を持つ軽自動車に対する減免』
車両の構造が、もっぱら障害者の方の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車は、申請に

より軽自動車税（種別割）の減免を受けることが出来ます。
特殊用途車で車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者等輸送車」「入浴車」のいずれかである

車両が対象となります。

【窓口】新長田合同庁舎（72 ページ）、市税の窓口（兵庫・北神を除く区役所内）（裏表紙）

①本人または当該障害者と生計を一にする者が所有
し、運転する自動車・軽自動車等

②障害者のみで構成される世帯の者が所有し、本人を
常時介護する者が継続して日常的に運転する自動
車・軽自動車等

［注］ ア．障害者一人に対して一台に限ります。
 イ．使用目的がもっぱら障害者の方の移動の

ために使用する車両に限られます。
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種　類 条　　　件　　　等 内　　容 窓　　口

相続税

障 

害 

者 

控 

除

障害者

相続人が
・ 精神保健指定医などにより知的障害者と判

定された場合
・ 療育手帳に障害の程度が「B １」または
「B ２」と記載されている場合

・ 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている場合

など

税額控除
（85歳になるまで
の年数×10万円）
（注）過去に障
害者控除の適用
を受けた人の控
除額はこの算式
により計算した
金額と異なりま
す の で、 右 記 窓
口にお尋ねくだ
さい。 税　務　署

（74 ページ）

特別
障害者

相続人が
・ 精神保健指定医などにより重度の知的障害

者と判定された場合
・ 療育手帳に障害の程度が「Ａ」と記載され

ている場合
・ 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が 1 級

と記載されている場合
・ 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が 1

級または 2 級と記載されている場合
など

税額控除
（85歳になるまで
の年数×20万円）
（注）過去に障
害者控除の適用
を受けた人の控
除額はこの算式
により計算した
金額と異なりま
す の で、 右 記 窓
口にお尋ねくだ
さい。

税金の減額・免除（個人事業税、自動車税等）

1．『障害者手帳等をお持ちの障害者の方に対する減免』
種　類 条　　　件　　　等 内　　容 窓　　口

個人事業税 重度の視力障害者（失明または両眼の視力が 0.06 以
下の者）が行うあんま、はり等の医業に類する事業 課税対象外 県税事務所

（75 ページ）

税
車
動
自
軽
・
税
車
動
自

種別割

減　免
  自動車税について

 は、減免額に限度
 を設けています

自動車税→
県税事務所
（75 ページ）
軽自動車税
（種別割）→
新長田合同庁舎
（72 ページ）
または市税の窓口
（兵庫・北神を
　除く区役所内）
（裏表紙）

環　境
性能割

自動車税種別割の減免対象になる方が、自動車・軽自
動車を取得する場合（車両登録時のみ申請可）

減　免
（減免額に上限あり）

県税事務所
（75 ページ）

※減免対象者の範囲は、52 ページをご参照ください。
※自動車税種別割の減免額の上限額は、総排気量が 1.5 リットルを超え 2.0 リットル以下の乗用車

に課する自動車税種別割額が限度額となります。
※ 自動車税・軽自動車税の環境性能割の減免額の上限額は、220 万円に当該自動車に課す自動車

税・軽自動車税の環境性能割の税率をかけて算出した金額が限度額となります。
※障害の程度等に応じて 1/2 減免となる場合があります。

（対象となる自動車が異なりますので窓口にお問合せください。）
※申請に際し、必要書類等、事前に窓口にお問合せください。

2．『障害者の方を送迎等するための特別な構造を持つ自動車に対する減免』
社会福祉事業者等が所有又は使用し障害者の方を送迎等するための特別な構造を持った自動車

は、申請により自動車税（種別割、環境性能割）、軽自動車税（環境性能割）が減免等される場合
があります。

【減免の対象となる自動車】
 　特種用途車で車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」「患者輸送車」で
もっぱら障害者のために利用する自動車

【窓口】県税事務所（75 ページ）

3．『障害者の方を送迎等するための軽自動車等に対する減免』
社会福祉事業者等が所有し、障害者の方を送迎等するための軽自動車等は、申請により軽自動車

税（種別割）が減税される場合があります。

【窓口】新長田合同庁舎（72 ページ）、市税の窓口（兵庫・北神を除く区役所内）（裏表紙）

4．『障害者の方のための特別な構造を持つ軽自動車に対する減免』
車両の構造が、もっぱら障害者の方の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車は、申請に

より軽自動車税（種別割）の減免を受けることが出来ます。
特殊用途車で車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者等輸送車」「入浴車」のいずれかである

車両が対象となります。

【窓口】新長田合同庁舎（72 ページ）、市税の窓口（兵庫・北神を除く区役所内）（裏表紙）

①本人または当該障害者と生計を一にする者が所有
し、運転する自動車・軽自動車等

②障害者のみで構成される世帯の者が所有し、本人を
常時介護する者が継続して日常的に運転する自動
車・軽自動車等

［注］ ア．障害者一人に対して一台に限ります。
 イ．使用目的がもっぱら障害者の方の移動の

ために使用する車両に限られます。
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【自動車税、 軽自動車税の種別割・環境性能割の減免対象者】
障　　　害　　　の　　　程　　　度

障害者本人が所有し、かつ
自ら運転する場合 左記以外の場合

者
持
所
の
帳
手
者
害
障
体
身

視 覚 障 害 1 ～ 4級
聴 覚 障 害 2 ～ 4級
平 衡 機 能 障 害 3、5級
音 声 機 能 障 害 3 級（喉頭摘出による音声機能障害がある場合のみ）
上 肢 不 自 由 1 ～ 6級 1 ～ 3級
下 肢 不 自 由 1 ～ 6級
体 幹 不 自 由 1、2、3、5級
乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害

上 肢 機 能 1 ～ 6級 1 ～ 3級

移 動 機 能 1 ～ 6級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸または小腸の機能障害 1、3、4級

ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス に よ る
免 疫 機 能 障 害 1 ～ 3級
肝 臓 機 能 障 害

軽自動車税（種別割）については、身体障害者手帳所持者であれば等級は問いません

療 育 手 帳 の 所 持 者 ※軽自動車税（種別割）のみ
重度（Ａ）、中度（B1）

重度（Ａ）、中度（B1）
※自ら運転する場合を除く

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 所 持 者 ※軽自動車税（種別割）のみ
1 級

1 級
※自ら運転する場合を除く

公共料金

公共料金の割引等

種　　類 対　　　　　　　象 内　　容 窓　　口 備　　考

市立駐車場

本
人
運
転

市内在住の身体障害者
手帳 1 ～ 4 級所持者で
自らが運転する方 3 時間まで

駐車料金無料
【注】
● 福祉駐車券

と手帳の提
示が必要

● 当 該 障 害
者 1 人につ
き、福祉駐
車券交付は
1 枚 限 り

〔問合先〕
神戸市総合コールセンター
年中無休
午前 8 時～午後 9 時

ナビダイヤル：

〔発行元〕

神戸市中央区磯辺通

コンコルディア神戸 4 階

福祉駐車券の申請
（新規・変更・再発
行）については、「福
祉駐車券申請書」に
必要事項を記入のう
え、必要書類と共に
左記の〔発行元〕ま
で 郵送してくださ
い。申請書は各区役
所・北須磨支所の障
害福祉担当窓口、西
区玉津支所の保健福
祉サービス窓口、又
は神戸市ＨＰより取
得可能です。

介
護
者
運
転

市内在住の下記手帳所
持者で介護者が運転す
る車両に同乗する方
●身体障害者手帳 1 種
●療育手帳Ａ判定
● 精神障害者保健福祉

手帳 1 級
※ 介護者とは当該障害

者 と 生 計 を 一 に す
る、もしくは継続し
て日常的に介護して
いる人

［対象駐車場］78 ～ 80 ページ
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【自動車税、 軽自動車税の種別割・環境性能割の減免対象者】
障　　　害　　　の　　　程　　　度

障害者本人が所有し、かつ
自ら運転する場合 左記以外の場合

者
持
所
の
帳
手
者
害
障
体
身

視 覚 障 害 1 ～ 4級
聴 覚 障 害 2 ～ 4級
平 衡 機 能 障 害 3、5級
音 声 機 能 障 害 3 級（喉頭摘出による音声機能障害がある場合のみ）
上 肢 不 自 由 1 ～ 6級 1 ～ 3級
下 肢 不 自 由 1 ～ 6級
体 幹 不 自 由 1、2、3、5級
乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害

上 肢 機 能 1 ～ 6級 1 ～ 3級

移 動 機 能 1 ～ 6級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸または小腸の機能障害 1、3、4級

ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス に よ る
免 疫 機 能 障 害 1 ～ 3級
肝 臓 機 能 障 害

軽自動車税（種別割）については、身体障害者手帳所持者であれば等級は問いません

療 育 手 帳 の 所 持 者 ※軽自動車税（種別割）のみ
重度（Ａ）、中度（B1）

重度（Ａ）、中度（B1）
※自ら運転する場合を除く

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 所 持 者 ※軽自動車税（種別割）のみ
1 級

1 級
※自ら運転する場合を除く

公共料金

公共料金の割引等

種　　類 対　　　　　　　象 内　　容 窓　　口 備　　考

市立駐車場

本
人
運
転

市内在住の身体障害者
手帳 1 ～ 4 級所持者で
自らが運転する方 3 時間まで

駐車料金無料
【注】
● 福祉駐車券

と手帳の提
示が必要

● 当 該 障 害
者 1 人につ
き、福祉駐
車券交付は
1 枚 限 り

〔問合先〕
神戸市総合コールセンター
年中無休
午前 8 時～午後 9 時

ナビダイヤル：

〔発行元〕

神戸市中央区磯辺通

コンコルディア神戸 4 階

福祉駐車券の申請
（新規・変更・再発
行）については、「福
祉駐車券申請書」に
必要事項を記入のう
え、必要書類と共に
左記の〔発行元〕ま
で 郵送してくださ
い。申請書は各区役
所・北須磨支所の障
害福祉担当窓口、西
区玉津支所の保健福
祉サービス窓口、又
は神戸市ＨＰより取
得可能です。

介
護
者
運
転

市内在住の下記手帳所
持者で介護者が運転す
る車両に同乗する方
●身体障害者手帳 1 種
●療育手帳Ａ判定
● 精神障害者保健福祉

手帳 1 級
※ 介護者とは当該障害

者 と 生 計 を 一 に す
る、もしくは継続し
て日常的に介護して
いる人

［対象駐車場］78 ～ 80 ページ

種　　類 対　　　　　　　象 内　　容 窓　　口 備　　考

市立駐輪場
※ 市内の各主

要 駅 に 設
置。詳細は
神戸市のホ
ームページ
を参照

身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、療育手帳、
特定疾患医療受給者証、特
定医療費（指定難病）受給
者証、先天性血液凝固因子
障害医療受給者証、小児慢
性特定疾病医療受給者証の
いずれかをお持ちの方。

手帳の提示に
よって、利用
料の 5 割相当
の減免

各駐輪場の管理事務所

主な公共施設
等

身体障害者、知的障害者、
精神障害者、指定難病患者
が施設等へ入場する場合

手帳、医療受
給者証を窓口
に提示で減免

各施設
（77 ページ）

対象となる方は施
設によって異なり
ます。

［対象施設］77 ページの各施設と自動車駐車場

NHK 放送
受信料の減免

世帯構成員のどなたかが、
障害者の手帳（身体障害者
手帳、療育手帳（または判
定書）、精神障害者保健福
祉手帳）のいずれかをお持
ちで、世帯全員が市民税非
課税の場合。

全額免除
NHK
神戸放送局
経営管理企画センター

受付時間：
10：00 ～ 17：00
（土日祝日を除く）

区福祉事務所長の
証明が必要視覚障害または聴覚障害の

ある方が世帯主で受信契約
者の場合

半額免除
身体障害 1・2 級、知的障
害 A、精神障害 1 級の方が、
世帯主で受信契約者の場合

NTT電話番号
案内料無料措
置
（ふれあい担当）

視覚障害者 1 ～ 6 級、聴覚
障害 2 級～ 4 級・6 級、音
声機能、言語機能又はそし
ゃく機能の障害 3 級～ 4 級、
肢体不自由者 1・2 級（上
肢、体幹、乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による運
動機能障害）の方、療育手
帳所持者、精神障害者保健
福祉手帳所持者、戦傷病者
手帳
（視覚障害特別項症～第 6
項症、上肢不自由特別項症
～第 2 項症、聴覚障害第 2
項症・第 4 項症、音声機能、
言語機能又はそしゃく機能
の 障 害 第 1 項 症・ 第 2 項
症・第 4 項項症）所持者

無　料

NTT 西日本ふれあい案
内担当

（FAX
・ FAX の場合は、お客

様のお名前、FAX 番
号を用紙に記載して
送信して下さい。

受付時間：
9：00 ～ 17：00
（土日祝及び年末年始
を除く）

所定の申込書に必要
事項を記入の上、手
帳のコピーと郵送
※ 申込書は NTT 西

日本ふれあい案内
担当にご請求くだ
さい

※ 事前登録が必要
※ ふれあい案内の

利用については、
NTT 西日本及び
NTT の 104 を ご
利用いただける通
信業者の回線（携
帯電話含む）から、
104 をダイヤルし
た場合が対象

詳細については、
神戸市ホームペー
ジ「市営駐輪場」
をご参照のうえ、
各駐輪場の管理事
務所にお問い合わ
せください。
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携帯電話等使用料等の割引サービス

会社により、使用料等の割引サービスがあります。対象となるサービスの内容等、詳しくは各社
にお問い合せください。

会 社 名 サービス名 対　　象 問い合せ先 備　　考

ＮＴＴドコモ ハーティ割引 身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健
福祉手帳、特定医療費

（指定難病）受給者証、
特定疾患登録者証、特
定疾患医療受給者証の
いずれかの交付を受け
ている方。

ドコモショップ、
ドコモ携帯電話取扱店 ※ 申し込み手続きが

必要。
※ 申し込み時に手帳

原本を確認。
※ 対象サービス等詳

しくは、各社にお
問い合せください。

KDDI au スマイルハート割引 au ショップ、
au 取扱店

ソフトバンク ハートフレンド割引
ソ フ ト バ ン ク シ ョ ッ
プ、ソフトバンク携帯
電話取扱店

郵便物の割引制度　　問 日本郵便株式会社（76 ページ）

種　　　類 対　　　　象 内　容 備　　　　　　考

点字郵便物等の無
料扱い

点字郵便物 無　料
（3kg まで）

―

特定録音物等郵便物 特定施設の発受するものに限る

ゆうパックの減額対象

心身障がい者用ゆうメール
（3 ㎏まで） 半　額 重度の人が一定の図書館との間で発受

するものに限る

点字ゆうパック（30kg まで）
サイズ制固定
運賃

―

聴覚障がい者用ゆうパック
（30kg まで）

対象者が特定施設との間で発受するも
のに限る

青い鳥はがき 身体障害者手帳 1・2 級
療育手帳A判定（又は1度・2度） 無　料

1 人あたり 20 枚配布
毎年の受付期間は最寄りの郵便局にお
問い合わせください。
※参考
　2023 年 4 月 3 日～ 5 月 31 日受付
　（配布は 2023 年 4 月 20 日以降）
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交　通　費
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳（一部交通機関で対応）提示により各交通機

関から運賃の割引を受けることができます。詳しくは、それぞれの交通機関にお確かめください。
交通費の割引 57 ～ 59 ページ（交通機関の利用支援）をあわせてご覧ください。

交 通 機 関
対 象 者 内　　　　　容

注）小児とは 6歳以上 12歳未満
割　　引　　率

身体 知的 精神 本　　　人 介　護　者

市 バ ス
普 通 区

市　　 営
地 下 鉄

大人 1 種
小児 1 種
小児 2 種

本人又は本人＋介護者
普通50％
回数50％
定期 大人料金の50％※

普通 50％
回数 50％
定期 大人料金の50％※

大人 2 種 本人のみ
普通50％
回数50％
定期 大人料金の50％※

注）手帳またはミライロ ID の提示で割引。定期はそのほかに申込書の提出も必要。
※小児定期乗車券は、割引の取扱いはしません。
※地下鉄通学定期乗車券は大学生、中学生・高校生料金の 50％引き
市バスの普通区以外の路線では割引内容が異なります。利用前に問い合わせください。

ポ ー ト
ラ イ ナ ー

六　　 甲
ラ イ ナ ー

大人 1 種
大人 2 種 本人＋介護者 普通、定期、回数 50％ 50％

小児 1 種
小児 2 種 本人＋介護者

普通、回数 小児運賃の50％ 50％

定期 小児運賃と同じ （介護者が大人の場合）
50％

注）手帳提示で割引。定期は手帳提示のほか申込書提出も必要。

Ｊ　　 Ｒ・
私 鉄 各 社

大人 1 種

本人のみ 普通  注 3） 50％

本人＋介護者
普通、 回数、（急行） 50％ 50％

定期 注1）50％ 50％
（通勤定期に限る）

大人 2 種 本人のみ 普通  注 3） 50％

小児 1 種

本人のみ 普通  注 3） 50％

本人＋介護者
普通、 回数、（急行） 50％ 50％

定期 小児運賃と同じ
注2）

大人に限り50％
（通勤定期に限る）

小児 2 種
本人のみ 普通  注 3） 50％

本人＋介護者 定期 小児運賃と同じ
注2）

大人に限り50％
（通勤定期に限る）

注 1）通学定期乗車券の場合は、大人通学（大学生）の 50％割引となります。
注 2）小児定期乗車券は、割引の取扱いはしません。（介護者が小児の場合も同じ）
注 3）片道 100 ㎞を超える場合に割引となります。購入前に、窓口でご確認ください。
会社によって割引内容が異なります。利用前に各社へ問い合わせください。

タ ク シ ー
1 種 2 種 会 社 に よ

り異なる 大人・小児が乗車する場合 10％

乗車の際に手帳提示。重度心身障害者タクシー利用助成（57 ページ）と併用できる。

民 営 バ ス

1 種 2 種 会 社 に よ
り異なる

普通、回数 50％ 会社により異なる
定期 30％ 会社により異なる

手帳提示で割引・小児の場合は、小児運賃からさらに割引。介護者割引は、乗車証もしくは、
手帳に介護者付の表示のあるものに限り適用。
会社によって割引内容が異なります。利用前に各社へ問い合わせください。

六　　 甲
ケ ー ブ ル

大人 1 種 大人1級 本人＋介護者 50％ 50％
大人 2 種 大人2級､3級 本人のみ 50％

窓口で手帳提示
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交 通 機 関
対 象 者 内　　　　　容

注）小児とは 6 歳以上 12 歳未満
割　　引　　率

身体 知的 精神 本　　　人 介　護　者

六甲有馬ロープウェー
摩 耶 ロ ー プ ウェ ー
摩 耶 ケ ー ブ ル

大人・小児 本人＋介護者 50％ 50％　※
窓口で手帳提示（片道運賃から割引）
※障害者 1 名につき、介護者 1 名
　ただし、障害者の方が視覚と聴覚の重複障害者のときは通訳と介助者の 2 名までです。

須 磨 浦
ロープウェイ

1 種 本人＋介護者 50％ 50％
窓口で手帳提示。
障害者単独での利用の場合は適用されません。

フェリー・定期
航 路 な ど

大人 1 種 会 社 に よ
り異なる

本人のみ 50％
本人＋介護者 50％ 50％

大人 2 種 本人のみ 50％
会社によって割引対象・割引内容が異なりますので、利用前に各社へ問い合わせください。

神 戸 ― 関 空
ベイ･シャトル

大人・小児 本人＋介護者
窓口で手帳提示　　　　　　　　　　　　　　　　大人￥950、小児￥480
※障害者 1 名につき、介護者 1 名に障害者割引運賃（大人・小児）を適用します。

航 空 運 賃
（ 国　 内 ） 会社により異なる 事業者によって割引内容が異なります。

利用前に各社へ問い合わせください。

有 料 道 路
通 行 料

右記参照

転
運
人
本

身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら
自動車を運転する場合（営業車等を除く。）

50％

転
運
者
護
介 重度（1 種のみ）の身体障害児・者または重

度（1 種のみ）の知的障害児・者が乗車し、
その移動のために介護者が自動車を運転する
場合（レンタカー、車検・修理時の代車、営
業車等を除く。）

50％

有料道路料金所での手帳提示のみでは割引を受けることができません。
割引を受けるには事前に区役所・支所保健福祉課または玉津支所（裏表紙）での手続きが必要。
〔手続きに必要なもの〕 障害者手帳（シールを貼付します）、免許証、
　　　　　　　　　　　ETC 利用の場合はさらに障害者本人名義の ETC カード、
　　　　　　　　　　　 ETC 車載器の管理番号が確認できるもの（「ETC 車載器セットアッ

プ申込書・証明書」等）、車検証

※ 障害者本人が、未成年（18 歳未満）の重度の障害がある方の場合は、親権者または後見人
名義の ETC カードを登録することができます。

※ 割賦購入（ローン）又は長期リース（レンタカー等短期リースは含みません。）により自動
車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当
する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又は
リース契約書をお持ちください。（割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限
ります。）

阪神高速道路株式会社 阪神高速お客さまセンター　℡ 06-6576-1484

※親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に
登録した車両以外についても、料金所で手続き後の手帳等の提示により割引対象となり
ます。
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交 通 機 関
対 象 者 内　　　　　容

注）小児とは 6 歳以上 12 歳未満
割　　引　　率

身体 知的 精神 本　　　人 介　護　者

六甲有馬ロープウェー
摩 耶 ロ ー プ ウェ ー
摩 耶 ケ ー ブ ル

大人・小児 本人＋介護者 50％ 50％　※
窓口で手帳提示（片道運賃から割引）
※障害者 1 名につき、介護者 1 名
　ただし、障害者の方が視覚と聴覚の重複障害者のときは通訳と介助者の 2 名までです。

須 磨 浦
ロープウェイ

1 種 本人＋介護者 50％ 50％
窓口で手帳提示。
障害者単独での利用の場合は適用されません。

フェリー・定期
航 路 な ど

大人 1 種 会 社 に よ
り異なる

本人のみ 50％
本人＋介護者 50％ 50％

大人 2 種 本人のみ 50％
会社によって割引対象・割引内容が異なりますので、利用前に各社へ問い合わせください。

神 戸 ― 関 空
ベイ･シャトル

大人・小児 本人＋介護者
窓口で手帳提示　　　　　　　　　　　　　　　　大人￥950、小児￥480
※障害者 1 名につき、介護者 1 名に障害者割引運賃（大人・小児）を適用します。

航 空 運 賃
（ 国　 内 ） 会社により異なる 事業者によって割引内容が異なります。

利用前に各社へ問い合わせください。

有 料 道 路
通 行 料

右記参照

転
運
人
本

身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら
自動車を運転する場合（営業車等を除く。）

50％

転
運
者
護
介 重度（1 種のみ）の身体障害児・者または重

度（1 種のみ）の知的障害児・者が乗車し、
その移動のために介護者が自動車を運転する
場合（レンタカー、車検・修理時の代車、営
業車等を除く。）

50％

有料道路料金所での手帳提示のみでは割引を受けることができません。
割引を受けるには事前に区役所・支所保健福祉課または玉津支所（裏表紙）での手続きが必要。
〔手続きに必要なもの〕 障害者手帳（シールを貼付します）、免許証、
　　　　　　　　　　　ETC 利用の場合はさらに障害者本人名義の ETC カード、
　　　　　　　　　　　 ETC 車載器の管理番号が確認できるもの（「ETC 車載器セットアッ

プ申込書・証明書」等）、車検証

※ 障害者本人が、未成年（18 歳未満）の重度の障害がある方の場合は、親権者または後見人
名義の ETC カードを登録することができます。

※ 割賦購入（ローン）又は長期リース（レンタカー等短期リースは含みません。）により自動
車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当
する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又は
リース契約書をお持ちください。（割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限
ります。）

阪神高速道路株式会社 阪神高速お客さまセンター　℡ 06-6576-1484

※親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に
登録した車両以外についても、料金所で手続き後の手帳等の提示により割引対象となり
ます。

⑧ 社会活動への参加
交通機関の利用支援

福祉乗車証の交付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

市内在住の障害のある方などに、バス・地下鉄などが無料で利用できる福祉乗車証（福祉パス）
を交付します。神戸市内の次の対象交通機関を利用できます。
〔対象交通機関〕

 ①神戸市バス②山陽バス③阪神バス④阪急バス⑤神姫バス（シティーループバスを除く）⑥神姫
ゾーンバス⑦神鉄バス⑧神戸新交通（ポートライナー ･ 六甲ライナー）⑨神戸市営地下鉄
※空港バス・高速バス等には利用できません。

〔対　象〕
● 介護付乗車証・介護者用通行証＝身体障害者手帳（1 種）、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳（1 級）の交付を受けている方
● 単独乗車証＝身体障害者手帳（上記除く 1 ～ 4 級）、精神障害者保健福祉手帳（2 ～ 3 級）所

持者
（ただし、「敬老優待乗車証」「タクシー利用助成」「自動車燃料費助成」との併給は不可）

タクシー利用券助成
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 身体障害者手帳（視覚、下肢、体幹、移動機能、内部で 1 ～ 2 級相当）、療育手帳（重
度の知的障害 A 判定）、または精神障害者保健福祉手帳（1 級）の交付を受けている方。
（ただし、「福祉乗車証」「敬老優待乗車証」「自動車燃料費助成」との併給不可）

〔内　容〕 1 枚 500 円のチケットを年間最大 72 枚交付します（ただし、年度途中については残月
数に応じた枚数）。なお、チケットの使用枚数は、障害者割引後の乗車料金が 1,000 円
未満の場合は 1 枚（500 円）まで、1,000 円以上 1,500 円未満の場合は 2 枚（1,000 円）
まで、1,500 円以上の場合は 3 枚（1,500 円）まで利用できます。

自動車燃料費助成
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

〔対　象〕 身体障害者手帳（視覚、下肢、体幹、移動機能、内部で 1 ～ 2 級相当）、療育手帳（重
度の知的障害 A 判定）、または精神障害者保健福祉手帳（1 級）の交付を受けている方。
（ただし、「福祉乗車証」「敬老優待乗車証」「タクシー利用券助成」との併給不可）

〔内　容〕 年間最大 12,000 円の自動車燃料費を支給します（ただし、年度途中については残月数
に応じた金額）。申請時に「ふわぽんカード」を交付しますので、そのカードを神戸市
内のガソリンスタンドで給油時に提示してください。領収証書にスタンプが押印されま
すので、その領収証書を集めて、「請求書」に貼付し、「障害者ご本人名義の振込口座の
写し」を添付して締切日までに請求してください。

リフト付福祉バスの利用
　問 神戸市重度心身障害児（者）父母の会　　℡ 　　

〔対　象〕心身障害児（者）の団体が次の①～③の要件を満たす事業、行事を実施する場合
　　　　①車いす乗用者等日常外出困難な心身障害児（者）を対象としていること
　　　　②福祉の向上に必要と認められる事業であること（健康の増進・教養の向上等）
　　　　③最低 15 人以上で利用し、うち ３ 人以上が心身障害者であること

〔利用定員〕29 人　（車いす固定席 3 席、一般席 21 席、補助席 4 席、ガイド席 1 席）
〔利用料〕無料　（燃料費、通行料、駐車場料は利用者負担）
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自動車改造費助成
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕 肢体不自由で 1・2 級の身体障害者手帳所持者（所得制限あり、過去 5 年間の間に本事
業の支給決定を受けていないこと）

〔補助する経費〕 自己所有の自動車の操向装置、駆動装置等を改造する経費の 1/2 以内
〔限度額〕10 万円

駐車禁止除外指定車標章の交付
　問 警察本部交通規制課又は各警察署（75 ページ）

〔対　象〕
　●身体障害者手帳所持者

障 害 の 区 分 障 害 の 級 別

視覚障害 1 級から 4 級

平衡機能障害 3 級

下肢機能障害 1 級から 4 級

体幹機能障害 1 級から 3 級

乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による
運動機能障害

上肢機能 1 級及び 2級（一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

移動機能 1 級から 4 級

心臓、じん臓、呼吸器又は小腸の機能障害 1 級、3 級及び 4 級

ぼうこう又は直腸の機能障害 1 級及び 3 級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1 級から 4 級

聴覚障害 2 級及び 3 級

上肢機能障害
1 級及び 2 級
（2 級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢の
すべての指を欠く障害に限る）

肝機能障害 1 級から 3 級

●精神障害者保健福祉手帳所持者 1 級の人
●療育手帳所持者　重度の人（A 判定）
●色素性乾皮症患者の診断を受けた人

〔内　容〕 兵庫県内の道路で道路標識や道路標示により駐車を禁止している場所（交差点とその端
から前後 5m 以内の場所、横断歩道、自転車横断帯とその端から前後 5m 以内の場所な
ど道路交通法で駐停車が禁止されている場所、並びに道路の右側、駐車場の出入口、消
火栓など道路交通法で駐車が禁止されている場所などを除きます）に駐車することがで
きる「駐車禁止除外指定車標章」を、申請に基づき交付します。

〔手続に必要なもの〕
　（1） 手帳等又はその写し（手帳番号、交付年月日、住所、氏名、障害名及び等級の記載がある部分）
　（2）代理人が申請の場合は委任状と代理人の身分を証明できる書面
　（3）過去に標章交付を受けている人は、その標章
〔申請窓口〕
　県内の各警察署又は警察本部（交通規制課）。
　交付までおおむね 14 日（土、日、休日は数えません。）かかります。
　インターネットで申請できます。（一部除く）
　詳しくは兵庫県警察ホームページをご覧ください。
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自動車改造費助成
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕 肢体不自由で 1・2 級の身体障害者手帳所持者（所得制限あり、過去 5 年間の間に本事
業の支給決定を受けていないこと）

〔補助する経費〕 自己所有の自動車の操向装置、駆動装置等を改造する経費の 1/2 以内
〔限度額〕10 万円

駐車禁止除外指定車標章の交付
　問 警察本部交通規制課又は各警察署（75 ページ）

〔対　象〕
　●身体障害者手帳所持者

障 害 の 区 分 障 害 の 級 別

視覚障害 1 級から 4 級

平衡機能障害 3 級

下肢機能障害 1 級から 4 級

体幹機能障害 1 級から 3 級

乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による
運動機能障害

上肢機能 1 級及び 2級（一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

移動機能 1 級から 4 級

心臓、じん臓、呼吸器又は小腸の機能障害 1 級、3 級及び 4 級

ぼうこう又は直腸の機能障害 1 級及び 3 級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1 級から 4 級

聴覚障害 2 級及び 3 級

上肢機能障害
1 級及び 2 級
（2 級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢の
すべての指を欠く障害に限る）

肝機能障害 1 級から 3 級

●精神障害者保健福祉手帳所持者 1 級の人
●療育手帳所持者　重度の人（A 判定）
●色素性乾皮症患者の診断を受けた人

〔内　容〕 兵庫県内の道路で道路標識や道路標示により駐車を禁止している場所（交差点とその端
から前後 5m 以内の場所、横断歩道、自転車横断帯とその端から前後 5m 以内の場所な
ど道路交通法で駐停車が禁止されている場所、並びに道路の右側、駐車場の出入口、消
火栓など道路交通法で駐車が禁止されている場所などを除きます）に駐車することがで
きる「駐車禁止除外指定車標章」を、申請に基づき交付します。

〔手続に必要なもの〕
　（1） 手帳等又はその写し（手帳番号、交付年月日、住所、氏名、障害名及び等級の記載がある部分）
　（2）代理人が申請の場合は委任状と代理人の身分を証明できる書面
　（3）過去に標章交付を受けている人は、その標章
〔申請窓口〕
　県内の各警察署又は警察本部（交通規制課）。
　交付までおおむね 14 日（土、日、休日は数えません。）かかります。
　インターネットで申請できます。（一部除く）
　詳しくは兵庫県警察ホームページをご覧ください。

専用場所駐車標章（高齢運転者等標章）の交付
　問 警察本部交通規制課又は各警察署（75 ページ）

〔対　象〕
　●年齢が 70 歳以上の方で、普通自動車対応免許証をお持ちの方
　●身体障害者マーク・聴覚障害者マークの対象者の方で、普通自動車対応免許をお持ちの方
　●妊娠中又は出産後 8 週間以内の方で、普通自動車対応免許をお持ちの方。
〔内　容〕
　 「専用場所駐車標章」の交付を受けた方が運転する普通自動車に標章を掲示した場合、全国の高

齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間を利用することができます。
〔手続に必要なもの〕
　（1）自動車運転免許証
　（2）自動車検査証
　（3） 妊娠中又は出産後 8 週間以内の方は妊娠の事実又は出産の日を証明できる書類（母子健康手

帳など）

自動車運転免許取得費補助
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕市内に引き続き 1 年以上居住している人で運転免許取得後 1 年以内の身体障害者
※自らの負担で指定自動車教習所に支払いをした者に限る。

〔対象となる免許〕 普通自動車、中型自動車、大型自動車または大型特殊自動車等　ただし、一人
1 回限り（2 種免許は不可）

〔補助する経費〕運転免許を取得する際に要した経費の 1/2 以内
〔限度額〕1 ～ 4 級　10 万円、　5 ～ 6 級　　6 万円

兵庫ゆずりあい駐車場
　問 兵庫県福祉部ユニバーサル推進課　　℡

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵
庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付しています。

対象者や申込方法など詳細は兵庫県ホームページをご覧ください。
（http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/tyuusyajyou.html）
〔申請窓口〕

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課

区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（裏表紙）

ノンステップバス・ワンステップバスの運行
　問 交通局自動車部市バス車両課　　℡ 　　

【ノンステップバス ･ ワンステップバス運行路線】
神戸市営バスでは全ての系統においてバリアフリーに対応しているノンステップバス・ワンステ

ップバスで運行しています。

スルッと KANSAI 特別割引用 IC カード
　問 ㈱スルッと KANSAI　特別割引用 IC カードサービスセンター　　℡

〔対象〕 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の区分に第 1 種と記載された身体障がい者手帳または療
育手帳をお持ちの方

〔内容〕 スルッと KANSAI 協議会加盟の IC カード取扱事業者すべてでご利用いただける割引プリ
ペイドカードです。本人用カード（おとな・こども）と介護者用カードを発行します。特
別割引用 IC カードは本人と介護者お二人一緒にご利用いただく必要があります。

　　　　（別途取扱事業者が認める場合を除く）。

※共同運行路線等の市バス以外のノンステップバス・ワンステップバスの運行状況については、各
社局にお問い合わせください。

※ノンステップバスは乗降口の高さが約30cmと低く、乗車口から降車口まで段差がなく、体の不
自由な方など誰もが乗降しやすいバスです。中扉にスロープ板を装備していますので、車いす利
用者の方もそのまま乗降できます。
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ヘルプマーク、ヘルプカード
　　（https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/
　　　　shisaku/helpmark.html）

　ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部
障害や難病、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援
助や配慮を必要としている方々が、周囲に配慮を必要としてい
ることを知らせることで、援助を得やすくなることを目的とし
たマークです。
　ヘルプカードとは、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載
し、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に提示するこ
とで、自己の障害などへの理解や支援を求めるためのもので
す。（神戸市のホームページから様式をダウンロードし、印刷
してご利用いただくこともできます。）
［配布場所］
　・区役所、北須磨支所保健福祉課、玉津支所
　・神戸市営地下鉄各駅窓口
　・神戸市総合インフォメーションセンター
　・障害者相談支援センター
　・障害者地域生活支援拠点
　・市民病院（中央市民病院、アイセンター病院、西市民病院、西神戸医療センター）
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ヘルプマーク、ヘルプカード
　　（https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/
　　　　shisaku/helpmark.html）

　ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部
障害や難病、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援
助や配慮を必要としている方々が、周囲に配慮を必要としてい
ることを知らせることで、援助を得やすくなることを目的とし
たマークです。
　ヘルプカードとは、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載
し、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に提示するこ
とで、自己の障害などへの理解や支援を求めるためのもので
す。（神戸市のホームページから様式をダウンロードし、印刷
してご利用いただくこともできます。）
［配布場所］
　・区役所、北須磨支所保健福祉課、玉津支所
　・神戸市営地下鉄各駅窓口
　・神戸市総合インフォメーションセンター
　・障害者相談支援センター
　・障害者地域生活支援拠点
　・市民病院（中央市民病院、アイセンター病院、西市民病院、西神戸医療センター）

 

就　　労

職業紹介・職業相談

●公共職業安定所（74 ページ）
就職希望者の障害の種類・程度・適性・能力などを踏まえ、 きめ細かな職業相談を行い、就職の

あっせんから就職後のアフターケアまで一貫したサービスを行います。

●兵庫障害者職業センター（74 ページ）
公共職業安定所等との密接な連携の下、障害者や事業主に対する職業リハビリテーションサービ

スを行います。

●しごとサポート（74、84 ページ）
関係機関や企業等と連携し、相談や助言、支援や職場開拓、職場定着支援など、就労に関するさ

まざまな支援を行っています。

就 労 支 援

●就職に向けての準備、訓練
事　業　名 内　容 ・ 窓　口

公共職業訓練
（障害者の態様に応じた多様
な委託訓練）

施設内及び企業や社会福祉法人など実際に働く現場で障害のある方の能力
や適正、地域のニーズに対応した訓練を行うことによって、就職に必要な
知識・技能の習得を図る制度です。
訓練期間：施設内訓練は 6 ヶ月又は 1 年、委託訓練は概ね 1 ～ 3 ヶ月
問 兵庫県立障害者高等技術専門学院および国立県営兵庫障害者職業能力開発校
（74 ページ）

職業準備支援
作業支援や講習等を通じて、基本的な労働習慣の体得や社会生活技能の向上な
ど、就職、職場適応に向けた支援を行います。
問 兵庫障害者職業センター（74 ページ）

精神障害者社会適応訓練事業

精神障害のある方が協力事業所に一定期間通い、集中力・対人能力・仕事
に対する持久力、環境適応能力などを高めることを目的とした訓練を行い
ます。
訓練期間：6 ヶ月単位、最長 3 年まで
問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

ICT 技術習得セミナー
就労可能なレベルの ICT 関連技術の向上を目指すため、コンピュータグラ
フィックの基礎、画像処理技術、ホームページデザイン等を学びます。
問 しごとサポート ICT　℡ 822 1073　FAX845 2918

障害者体験ワーク事業
（障害者しごと体験事業）

特別支援学校や福祉施設と企業間の調整を行い、１日～１週間ほどの就労
体験や職場見学を行います。
問 総合リハビリテーションセンター職業能力開発施設

 FAX 925 9223
〔住所〕神戸市西区曙町 1070

就労移行支援

障害者総合支援法に基づいて、一般就労に向けて作業や職場実習等を通し
ての訓練を行います。
標準利用期間：24 ヶ月
問 各サービス事業所（障害福祉サービス事業・障害者福祉施設等一覧）
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●雇用前・定着支援
事　業　名 内　容 ・ 窓　口

障害者トライアル雇用

事業主と有期雇用契約を締結し、3 ヶ月間の試行雇用を行います。就職に
対する不安の軽減、事業主と障害のある方の相互理解を深め、その後の常
用雇用を目指します。
問 公共職業安定所（74 ページ）

障害者短時間トライアル雇用

事業主と原則 3 ヶ月以上 12 ヶ月以内の有期雇用契約を締結し、短時間の
就業から一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々
に就業時間を延ばしていく制度です。※精神または発達障害のある方のみ
利用可能
問 公共職業安定所（74 ページ）

ジョブコーチ（職場適応援助者）
による支援

障害のある方の働く職場にジョブコーチを派遣し、障害のある方の特性及
び職場の状況を踏まえ、職業的自立に向け、専門的できめ細やかな支援を
行います。
問 兵庫障害者職業センター（74 ページ）、

総合リハビリテーションセンター職業能力開発施設

職場復帰支援
（リワーク事業）

精神疾患等により休職している方や、その方の復職を考えている事業所に
対して、主治医との連携のもと、円滑に復帰ができるよう支援を行います。
問 兵庫障害者職業センター（74 ページ）

就労定着支援

障害者総合支援法に基づく就労移行支援等を利用した後に、一般企業等へ
就労した障害のある方が働き続けられるように、一定期間、相談などの支
援を行います。
問 各サービス事業所（障害福祉サービス事業・障害者福祉施設等一覧）

スポーツ

スポーツ施設

名　　称 所在地・電話番号 最寄駅等

王子スポーツセンター
（身体障害者体育館） ℡ 　 阪急：王子公園駅

神戸市立市民福祉スポーツセンター
（体育館・プール ･ トレーニング室）
（85 ページ参照）

（こうべ市民福祉交流センター内） 市バス：7 系統
福祉交流センター前

県立障害者スポーツ交流館
（スポーツ教室あり）
※障害者スポーツ教室欄参照

西区曙町 1070 神姫バス：三木線
玉津曙

※しあわせの村（81 ページ）にもスポーツ施設あり

神戸市障害者スポーツ大会等
　問 障害者スポーツ振興センター　　℡ 　　FAX

大　　会　　名 令和 5 年度
開催予定 大　　会　　名 令和 5 年度

開催予定

市障害者スポーツ大会（卓球）
兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会（車椅子使用者の部）

4月
4月

市障害者スポーツ大会（フライングディスク）
全国身体障害者野球大会
市障害者スポーツ大会（水泳）
市障害者スポーツ大会（陸上競技）

5月
5月
5月
6月

市障害者スポーツ大会（ボッチャ） 4月

皇后杯日本女子車いすバスケットボール選手権大会
全国シニア選抜車いすバスケットボール大会
知的障害者フットサル大会
障害者ふれあいロードレース大会
精神障害者バレーボール大会
シッティングバレーボール大会
水泳記録会

8月
8月
9月
12月
2月
3月
3月
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●雇用前・定着支援
事　業　名 内　容 ・ 窓　口

障害者トライアル雇用

事業主と有期雇用契約を締結し、3 ヶ月間の試行雇用を行います。就職に
対する不安の軽減、事業主と障害のある方の相互理解を深め、その後の常
用雇用を目指します。
問 公共職業安定所（74 ページ）

障害者短時間トライアル雇用

事業主と原則 3 ヶ月以上 12 ヶ月以内の有期雇用契約を締結し、短時間の
就業から一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々
に就業時間を延ばしていく制度です。※精神または発達障害のある方のみ
利用可能
問 公共職業安定所（74 ページ）

ジョブコーチ（職場適応援助者）
による支援

障害のある方の働く職場にジョブコーチを派遣し、障害のある方の特性及
び職場の状況を踏まえ、職業的自立に向け、専門的できめ細やかな支援を
行います。
問 兵庫障害者職業センター（74 ページ）、

総合リハビリテーションセンター職業能力開発施設

職場復帰支援
（リワーク事業）

精神疾患等により休職している方や、その方の復職を考えている事業所に
対して、主治医との連携のもと、円滑に復帰ができるよう支援を行います。
問 兵庫障害者職業センター（74 ページ）

就労定着支援

障害者総合支援法に基づく就労移行支援等を利用した後に、一般企業等へ
就労した障害のある方が働き続けられるように、一定期間、相談などの支
援を行います。
問 各サービス事業所（障害福祉サービス事業・障害者福祉施設等一覧）

スポーツ

スポーツ施設

名　　称 所在地・電話番号 最寄駅等

王子スポーツセンター
（身体障害者体育館） ℡ 　 阪急：王子公園駅

神戸市立市民福祉スポーツセンター
（体育館・プール ･ トレーニング室）
（85 ページ参照）

（こうべ市民福祉交流センター内） 市バス：7 系統
福祉交流センター前

県立障害者スポーツ交流館
（スポーツ教室あり）
※障害者スポーツ教室欄参照

西区曙町 1070 神姫バス：三木線
玉津曙

※しあわせの村（81 ページ）にもスポーツ施設あり

神戸市障害者スポーツ大会等
　問 障害者スポーツ振興センター　　℡ 　　FAX

大　　会　　名 令和 5 年度
開催予定 大　　会　　名 令和 5 年度

開催予定

市障害者スポーツ大会（卓球）
兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会（車椅子使用者の部）

4月
4月

市障害者スポーツ大会（フライングディスク）
全国身体障害者野球大会
市障害者スポーツ大会（水泳）
市障害者スポーツ大会（陸上競技）

5月
5月
5月
6月

市障害者スポーツ大会（ボッチャ） 4月

皇后杯日本女子車いすバスケットボール選手権大会
全国シニア選抜車いすバスケットボール大会
知的障害者フットサル大会
障害者ふれあいロードレース大会
精神障害者バレーボール大会
シッティングバレーボール大会
水泳記録会

8月
8月
9月
12月
2月
3月
3月

障害者スポーツ教室

種　　　　目 窓　　　　口

バ ド ミ ン ト ン
ダ    ー    ツ

上陸
水        泳

〃
体        操

〃
ビ ― ム ラ イ フ ル
車 い す テ ニ ス
ロ ー ン ボ ウ ル ズ
ブ ラ イ ン ド テ ニ ス

（障害者）
（身体障害者）
（障害者）
（身体障害児・者）
（知的障害児・者）
（知的障害児・者）
（脳血管障害者）
（身体障害者）
（身体障害者）
（身体障害者）
（視覚障害者）

神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター
 FAX 271 5367

親 子 水 泳
〃

泳水

親 子 運 動
卓        球

（身体障害児）
（知的障害児）
（障害者）

（障害児）
（障害者）

（しあわせの村）

温泉健康センター
 FAX 

テ    ニ    ス
ア ー チ ェ リ ー
ニ ュ ー ス ポ ー ツ

（障害者）
（身体障害者）
（障害者）

テニスコートクラブハウス
 FAX 

電 動 車 い す サ ッ カ ー
ツ リ ー ク ラ イ ミ ン グ
初 心 者 卓 球
親 子 体 操

（肢体障害児・者）
（障害者）
（障害児）
（障害児）

県立障害者スポーツ交流館
 FAX 927 8022パ ラ バ レ ー ボ ー ル （ 座 位 ） （障害児・者）

ゴ ー ル ボ ー ル （障害児・者）
ロ ー ン ボ ウ ル ズ （身体障害児・者）
ビ ー ム ラ イ フ ル （身体障害者）
（ 　 　 他 　 　 多 　 　 数 　 　 ）
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文化活動

点字図書館等

名　　　称 所在地・電話番号 最寄駅等

市立点字図書館
JR：神戸駅
神戸高速：高速神戸駅
地下鉄：大倉山駅 

兵 庫 県
点 字 図 書 館 市バス：上筒井 1（92 系統）

日 本 赤 十 字 社
兵 庫 県 支 部
声 の 図 書

阪神：春日野道駅
市バス：日赤病院前（29･100･
　　　　101 系統）
阪神バス：日赤病院前（HAT 神戸線）

兵 庫 県 立
聴 覚 障 害 者
情 報 セ ン タ ー

市バス：水道筋 1
（三宮より 92 系統）
（JR 六甲道より 100･102 系統）

点字出版物の発行

出　　版　　物 窓口・電話番号

広報紙「KOBE」点字版
・デイジー版（月 1 回）

市立点字図書館
℡ 　

点字広報「広報ひょうご」
声の広報「愛の小箱」 県視覚障害者福祉協会　 ℡
点字電話帳神戸市版・兵庫県東部版・兵庫県西部版

障害者福祉のあらまし 神戸市福祉局障害福祉課

点字図書給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕情報の入手を点字によっている視覚障害者（児）
〔内　容〕 点字図書給付対象出版施設で製作した点字図書で、原則として年間 6 タイトルまたは

24 冊を限度に給付します。

視覚障害者用音声パソコン等の利用
　問 市立点字図書館　℡

視覚障害者用の音声パソコン・音声読書機・音声コード活字読上機・拡大読書機・点字ディスプ
レイ・デイジー図書再生機・iPhone・iPad が館内利用できます。 事前に予約をしてください。

デイジー図書再生機の貸出
　問 市立点字図書館　℡

デイジー図書を再生する機器の体験貸出を行います。
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文化活動

点字図書館等

名　　　称 所在地・電話番号 最寄駅等

市立点字図書館
JR：神戸駅
神戸高速：高速神戸駅
地下鉄：大倉山駅 

兵 庫 県
点 字 図 書 館 市バス：上筒井 1（92 系統）

日 本 赤 十 字 社
兵 庫 県 支 部
声 の 図 書

阪神：春日野道駅
市バス：日赤病院前（29･100･
　　　　101 系統）
阪神バス：日赤病院前（HAT 神戸線）

兵 庫 県 立
聴 覚 障 害 者
情 報 セ ン タ ー

市バス：水道筋 1
（三宮より 92 系統）
（JR 六甲道より 100･102 系統）

点字出版物の発行

出　　版　　物 窓口・電話番号

広報紙「KOBE」点字版
・デイジー版（月 1 回）

市立点字図書館
℡ 　

点字広報「広報ひょうご」
声の広報「愛の小箱」 県視覚障害者福祉協会　 ℡
点字電話帳神戸市版・兵庫県東部版・兵庫県西部版

障害者福祉のあらまし 神戸市福祉局障害福祉課

点字図書給付
　問 区役所・北須磨支所保健福祉課（裏表紙）

〔対　象〕情報の入手を点字によっている視覚障害者（児）
〔内　容〕 点字図書給付対象出版施設で製作した点字図書で、原則として年間 6 タイトルまたは

24 冊を限度に給付します。

視覚障害者用音声パソコン等の利用
　問 市立点字図書館　℡

視覚障害者用の音声パソコン・音声読書機・音声コード活字読上機・拡大読書機・点字ディスプ
レイ・デイジー図書再生機・iPhone・iPad が館内利用できます。 事前に予約をしてください。

デイジー図書再生機の貸出
　問 市立点字図書館　℡

デイジー図書を再生する機器の体験貸出を行います。

対面朗読サービス

　視覚障害の方を対象に、ご希望の図書・雑誌などを図書館でお読みします。
（1）市立点字図書館（64 ページ）

〔申し込み〕1 週間前までに来館または電話により予約（受付 9：00 ～ 17：00）
〔利用時間帯〕休館日を除く　9：00 ～ 17：00　ひとり約 2 時間
　※「読み書きサービス」も実施しています。火・金13：00～15：00（受付14：30まで）
　　　原則 1 時間以内

（2）兵庫県点字図書館（64 ページ）

（3）市立中央図書館　℡371-3351

〔申し込み〕1 週間前までに来館または電話により予約（受付 9：00 ～ 17：00）
〔利用時間帯〕月～金（休館日を除く）　10：00 ～ 16：00　ひとり約 2 時間

〔申し込み〕5 日前までに来館または電話により予約（受付 10：00 ～ 17：00）
　　　　　　利用者 1 名につき、1 日 2 時間、週 2 回、月 8 回まで
〔利用時間帯〕休館日を除く 9：30 ～ 17：00

〔申し込み〕 5日前までに来館または電話により予約（受付10：00～18：00）
利用者1名につき、1 日 2 時間、週 2 回、月 4 回まで

〔利用時間帯〕休館日を除く 10：30 ～ 17：00

〔申し込み〕5 日前までに来館または電話により予約（受付 10：00 ～ 18：00）
　　　　　　利用者 1 名につき 1 日 2 時間、週 2 回、月 4 回まで
〔利用時間帯〕火 13：00 ～ 17：00　　水・木 10：00 ～ 17：00

字幕入りビデオライブラリー
　問 兵庫県立聴覚障害者情報センター　℡ 805 4175　　FAX 805 4192（64 ページ）
　　（https://hyogocenter.jp/）

　映画やテレビ番組等に字幕を付けたビデオテープ・DVD を貸し出します。
〔対　象〕聴覚障害者（児）や、聴覚障害関係の団体、学校、施設
〔貸　出〕来所または郵送（事前登録が必要）　　1 回 3 巻まで、1 週間以内、無料
〔貸出時間〕9：00 ～ 18：00
〔休館日〕月・日・祝日・年末年始

図書の郵送貸出サービス
　問 市立中央図書館　℡

〔対　象〕身体の障害その他の理由により市立図書館を訪れることができない方。（要証明、審査）
〔内　容〕図書、雑誌を合計 4 冊まで、1 ヶ月間郵送で貸し出します。

神戸市電子図書館
　問 市立中央図書館　℡

〔対　象〕神戸市立図書館の図書カードをお持ちの方はどなたでもご利用いただけます。
〔内　容〕 インターネット上で電子書籍をおひとり 3 点まで貸出することができます。また、読み

上げ音声を聞くこともできます。（一部コンテンツを除く）

会議室等の利用

　障害者とその団体の自主的活動の場として、また地域住民の福祉活動等の場として会議室等を設
けています。〔原則として有料。ただし障害者団体（指定された団体）は使用料を減免しています〕

・東部在宅障害者福祉センター（9 ページ）

・各区文化センター
・神戸市生涯学習支援センター（コミスタこうべ）　　など

（6）市立西図書館　℡991-8311
〔申し込み〕5日前までに来館または電話により予約（受付10：00～18：00、日祝は9：00～17：00）
　　　　　　利用者 1 名につき 1 日 2 時間、週 2 回、月 4 回まで
〔利用時間帯〕休館日を除く10：30 ～ 17：00、日祝は９：30 ～ 16：00
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各種講座など

講　座　名　称 内　　　　　容

兵庫県立聴覚障害者情報センター
（10 ページ） パソコン講習 聴覚障害者対象

神戸市身体障害者団体連合会

（市立総合福祉センター 2 階）

パソコン講習 上肢の健全な身体障害者対象
（視覚障害者は除く）

盲人家庭生活訓練 重度の視覚障害者を対象とした料理等の
講習会

盲青年等社会生活教室 盲青年、盲老人対象のスポーツ、文化教
室、健康管理など

ろうあ者市民講座 聴覚障害者対象の日常生活上必要な知識
についての講習会

聴覚障害者教養講座 聴覚障害者対象の料理の講習会

神戸市立点字図書館
（64 ページ） 視覚障害者向け機器講習

視覚障害者対象。
デイジー図書再生機・音声パソコン・
iPhone・iPad 等の講習を行います。

そ　の　他

選挙（郵便等による不在者投票）
　問 選挙管理委員会　　℡ 　　
　　E メール：senkyo@office.city.kobe.lg.jp
　　（http://www.city.kobe.lg.jp/a22215/shise/senkyo/index.html）

郵便等による不在者投票
　選挙のときに、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。（事前に手続きが必要）
〔対　象〕
（1）次の内容の身体障害者手帳所持者
　・両下肢、体幹、移動機能の障害の 1級もしくは 2級
　・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の 1級もしくは 3級
　・免疫、肝臓の障害の 1級から 3級
（2）介護保険の被保険者証所持者
　・要介護状態区分が「要介護 5」
（3）次の内容の戦傷病者手帳保持者
　・両下肢、体幹の障害の特別項症から第 2項症
　・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の特別項症から第 3項症
　※手続きは、お住まいの区の選挙管理委員会でできます。（区役所内・裏表紙）

郵便等による不在者投票における代理記載
　自宅などで郵便等による不在者投票の際、本人に代わって、あらかじめ選挙管理委員会に届け出
た者（選挙権を有する者に限る）に投票に関して代理記載させることができます。（事前に手続き
が必要）
〔対　象〕
　上記の（1）または（2）の対象者で、上肢または視覚の障害の 1級
　上記の（3）の対象者で、上肢または視覚の障害の特別項症から第 2項症
　※手続きは、お住まいの区の選挙管理委員会でできます。（区役所内・裏表紙）

市会（傍聴・点字版「神戸市会だより」等）
FAX 322 6170

　　（https://www.city.kobe.lg.jp/shise/municipal/index.html）

傍聴

点字版「神戸市会だより」（通常年 4回）
市会における審議内容を掲載した点字版「市会だより」を希望される方に郵送します。市会図書

室でも閲覧できます。

市会図書室
車いす使用の方用の閲覧机も用意しています。

こうべ・だれでもトイレ
　問 都市局 景観政策課　　℡ 595-6724　　
　　 E メール：keikan@office.city.kobe.lg.jp
　　（http://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/universal/toshidukuri/toilet/index.html）

「こうべ・だれでもトイレ」は、車いす使用の方、オストメイトの方、お年寄りの方、乳幼児連
れの方、妊婦の方など、だれもが使いやすいトイレです。

標準設備は、［車いす対応・オストメイト対応・大型多目的シートまたはベビーシート］とし、 
その他の設備は各施設により異なります。詳細は神戸市のホームページをご覧いただくか又は各施
設にお問合せください。

右記のシンボルマークが設置されています。　　　　　　　　　

●都心地域（三宮・元町・北野・神戸駅周辺・ポートアイランド）での整備状況
◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置 （令和 5 年 4 月 1 日現在）

施 設 名 所 在 地 連 絡 先
三宮

◎ 三宮バスターミナル（ミント神戸 1 階） （※ 1）
○ 神戸マルイ
○ さんちか（地下街）
○ さんプラザ
◎ 神戸市役所 1 号館
◎ 神戸市役所４号館（危機管理センター）

○ 阪神高速　京橋パーキングエリア
（3 号神戸線） 中央区新港町 15

○ 神戸港福利厚生施設神戸ポートオアシス 中央区新港町 5
◎ デザイン・クリエイティブセンター神戸
◎ 神戸サンボーホール（※ 2） 代表）
○ 神戸市立三宮駐車場 中央区加納町 6 丁目
◎ 神戸市立こうべ市民福祉交流センター

　※ 1　 バスに関するお問い合せ番号ではありません。運賃・ダイヤ等については、各バス会社にお問い合
わせください。

　※ 2　イベント開催時のみ使用可

本会議や常任委員会、特別委員会を定員の範囲内で傍聴することができます。議場、委員会室の
傍聴席の一部区画には磁気ループ補聴システムを設置しており、議場には車いす用の傍聴席を用意
しています。また、手話通訳を希望される方は傍聴を希望する日の 5 日前（土・日曜及び祝日を除
く）までに申込書をご提出ください。

その他、インターネットで配信している本会議生中継において、手話通訳を導入しています。
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各種講座など

講　座　名　称 内　　　　　容

兵庫県立聴覚障害者情報センター
（10 ページ） パソコン講習 聴覚障害者対象

神戸市身体障害者団体連合会

（市立総合福祉センター 2 階）

パソコン講習 上肢の健全な身体障害者対象
（視覚障害者は除く）

盲人家庭生活訓練 重度の視覚障害者を対象とした料理等の
講習会

盲青年等社会生活教室 盲青年、盲老人対象のスポーツ、文化教
室、健康管理など

ろうあ者市民講座 聴覚障害者対象の日常生活上必要な知識
についての講習会

聴覚障害者教養講座 聴覚障害者対象の料理の講習会

神戸市立点字図書館
（64 ページ） 視覚障害者向け機器講習

視覚障害者対象。
デイジー図書再生機・音声パソコン・
iPhone・iPad 等の講習を行います。

そ　の　他

選挙（郵便等による不在者投票）
　問 選挙管理委員会　　℡ 　　
　　E メール：senkyo@office.city.kobe.lg.jp
　　（http://www.city.kobe.lg.jp/a22215/shise/senkyo/index.html）

郵便等による不在者投票
　選挙のときに、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。（事前に手続きが必要）
〔対　象〕
（1）次の内容の身体障害者手帳所持者
　・両下肢、体幹、移動機能の障害の 1級もしくは 2級
　・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の 1級もしくは 3級
　・免疫、肝臓の障害の 1級から 3級
（2）介護保険の被保険者証所持者
　・要介護状態区分が「要介護 5」
（3）次の内容の戦傷病者手帳保持者
　・両下肢、体幹の障害の特別項症から第 2項症
　・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の特別項症から第 3項症
　※手続きは、お住まいの区の選挙管理委員会でできます。（区役所内・裏表紙）

郵便等による不在者投票における代理記載
　自宅などで郵便等による不在者投票の際、本人に代わって、あらかじめ選挙管理委員会に届け出
た者（選挙権を有する者に限る）に投票に関して代理記載させることができます。（事前に手続き
が必要）
〔対　象〕
　上記の（1）または（2）の対象者で、上肢または視覚の障害の 1級
　上記の（3）の対象者で、上肢または視覚の障害の特別項症から第 2項症
　※手続きは、お住まいの区の選挙管理委員会でできます。（区役所内・裏表紙）

市会（傍聴・点字版「神戸市会だより」等）
FAX 322 6170

　　（https://www.city.kobe.lg.jp/shise/municipal/index.html）

傍聴

点字版「神戸市会だより」（通常年 4回）
市会における審議内容を掲載した点字版「市会だより」を希望される方に郵送します。市会図書

室でも閲覧できます。

市会図書室
車いす使用の方用の閲覧机も用意しています。

こうべ・だれでもトイレ
　問 都市局 景観政策課　　℡ 595-6724　　
　　 E メール：keikan@office.city.kobe.lg.jp
　　（http://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/universal/toshidukuri/toilet/index.html）

「こうべ・だれでもトイレ」は、車いす使用の方、オストメイトの方、お年寄りの方、乳幼児連
れの方、妊婦の方など、だれもが使いやすいトイレです。

標準設備は、［車いす対応・オストメイト対応・大型多目的シートまたはベビーシート］とし、 
その他の設備は各施設により異なります。詳細は神戸市のホームページをご覧いただくか又は各施
設にお問合せください。

右記のシンボルマークが設置されています。　　　　　　　　　

●都心地域（三宮・元町・北野・神戸駅周辺・ポートアイランド）での整備状況
◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置 （令和 5 年 4 月 1 日現在）

施 設 名 所 在 地 連 絡 先
三宮

◎ 三宮バスターミナル（ミント神戸 1 階） （※ 1）
○ 神戸マルイ
○ さんちか（地下街）
○ さんプラザ
◎ 神戸市役所 1 号館
◎ 神戸市役所４号館（危機管理センター）

○ 阪神高速　京橋パーキングエリア
（3 号神戸線） 中央区新港町 15

○ 神戸港福利厚生施設神戸ポートオアシス 中央区新港町 5
◎ デザイン・クリエイティブセンター神戸
◎ 神戸サンボーホール（※ 2） 代表）
○ 神戸市立三宮駐車場 中央区加納町 6 丁目
◎ 神戸市立こうべ市民福祉交流センター

　※ 1　 バスに関するお問い合せ番号ではありません。運賃・ダイヤ等については、各バス会社にお問い合
わせください。

　※ 2　イベント開催時のみ使用可

本会議や常任委員会、特別委員会を定員の範囲内で傍聴することができます。議場、委員会室の
傍聴席の一部区画には磁気ループ補聴システムを設置しており、議場には車いす用の傍聴席を用意
しています。また、手話通訳を希望される方は傍聴を希望する日の 5 日前（土・日曜及び祝日を除
く）までに申込書をご提出ください。

その他、インターネットで配信している本会議生中継において、手話通訳を導入しています。
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◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置
施 設 名 所 在 地 連 絡 先

元町
◎ 大丸　神戸店 中央区明石町 40
◎ 神戸フコク生命海岸通ビル
○ 神戸ポートタワー※R3.9～改修のため約2年間休業 ―
○ 中突堤中央ターミナル（かもめりあ） 中央区波止場町 5
○ ホテルオークラ神戸
○ 神戸市立花隈駐車場 中央区花隈町 1

北野
○ NHK 神戸放送会館
○ 北野工房のまち
○ 北野トイレプラザ（北野観光案内所）
◎ 海外移住と文化の交流センター

神戸駅周辺
○ 中央体育館
○ ビエラ神戸（JR 神戸駅西高架下）
○ デュオこうべ浜の手（地下街）
○ umie モザイク
◎ umie サウスモール
○ umie ノースモール
◎ 神戸文化ホール
○ 神戸市青少年会館横

ポートアイランド
◎ 医療センター中央市民病院
○ 神戸アイセンター
○ 神戸キメックセンタービル
○ 神戸医療イノベーションセンター
◎ 神戸国際会議場（※ 2）
○ 神戸ポートピアホテル
◎ 神戸国際展示場　1号館・3 号館（※ 2）
○ IKEA 神戸
◎ 神戸どうぶつ王国
◎ 神戸空港　ターミナルビル 中央区神戸空港 1
○ 神戸空港　海上アクセスターミナル 中央区神戸空港 10

　※ 2　イベント開催時のみ使用可

●都心地域外
◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置　 （令和 5 年 4 月 1 日現在）

施 設 名 所 在 地 連 絡 先
東灘区

◎ コープこうべ　住吉事務所 東灘区住吉本町
○ 東灘区役所 東灘区住吉東町
○ 東灘図書館 東灘区住吉東町
○ コープ甲南
◎ カインズホーム　神戸深江浜店
◎ 神戸ファッションマート
◎ 御影クラッセ 東灘区御影中町
◎ 御影公会堂

灘区
◎ 灘区役所
◎ 王子スタジアム（※ 2）
◎ 王子動物園
◎ 王子動物園　北園トイレ
○ 王子動物園　動物科学資料館前

中央区
◎ 神戸こども初期急病センター
○ ケーズデンキ　HAT 神戸店
○ 神戸布引ハーブ園展望レストラン

兵庫区
○ 兵庫勤労市民センター
◎ 中央卸売市場　本場関連中央棟
◎ デイリーカナート　イズミヤ鵯越町店
◎ イオンモール神戸南
◎ 兵庫区総合庁舎

北区
◎ 森林植物園
◎ しあわせの村　本館・宿泊館
◎ しあわせの村　保養センターひよどり
◎ しあわせの村　芝生広場北側トイレ 北区しあわせの村 1 番
◎ しあわせの村　テニスコート北側トイレ
○ しあわせの村　野外活動センター あおぞら
○ 阪神高速白川パーキングエリア（7 号北神戸線） 北区山田町下谷上
○ キーナの森 北区山田町藍那
○ 有馬の工房 北区有馬町 1019
◎ イオンモール神戸北
◎ 北神区民センター 北区藤原台中町
◎ 太閤橋おもてなしトイレ 北区有馬町
○ ベルスト鈴蘭台・北区役所 北区鈴蘭台北町

長田区
◎ アスタプラザ　ファースト
◎ アスタプラザ　イースト 長田区大橋町 5
◎ アスタプラザ　ウエスト 長田区大橋町 6
◎ アスタくにづか　3 番館
◎ ふたば学舎

○ マックスバリュ　長田南店
（イオン長田南ショッピングセンター内）

○ ジョイプラザ（東急プラザ新長田）
※2　イベント開催時のみ使用可
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◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置
施 設 名 所 在 地 連 絡 先

元町
◎ 大丸　神戸店 中央区明石町 40
◎ 神戸フコク生命海岸通ビル
○ 神戸ポートタワー※R3.9～改修のため約2年間休業 ―
○ 中突堤中央ターミナル（かもめりあ） 中央区波止場町 5
○ ホテルオークラ神戸
○ 神戸市立花隈駐車場 中央区花隈町 1

北野
○ NHK 神戸放送会館
○ 北野工房のまち
○ 北野トイレプラザ（北野観光案内所）
◎ 海外移住と文化の交流センター

神戸駅周辺
○ 中央体育館
○ ビエラ神戸（JR 神戸駅西高架下）
○ デュオこうべ浜の手（地下街）
○ umie モザイク
◎ umie サウスモール
○ umie ノースモール
◎ 神戸文化ホール
○ 神戸市青少年会館横

ポートアイランド
◎ 医療センター中央市民病院
○ 神戸アイセンター
○ 神戸キメックセンタービル
○ 神戸医療イノベーションセンター
◎ 神戸国際会議場（※ 2）
○ 神戸ポートピアホテル
◎ 神戸国際展示場　1号館・3 号館（※ 2）
○ IKEA 神戸
◎ 神戸どうぶつ王国
◎ 神戸空港　ターミナルビル 中央区神戸空港 1
○ 神戸空港　海上アクセスターミナル 中央区神戸空港 10

　※ 2　イベント開催時のみ使用可

●都心地域外
◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置　 （令和 5 年 4 月 1 日現在）

施 設 名 所 在 地 連 絡 先
東灘区

◎ コープこうべ　住吉事務所 東灘区住吉本町
○ 東灘区役所 東灘区住吉東町
○ 東灘図書館 東灘区住吉東町
○ コープ甲南
◎ カインズホーム　神戸深江浜店
◎ 神戸ファッションマート
◎ 御影クラッセ 東灘区御影中町
◎ 御影公会堂

灘区
◎ 灘区役所
◎ 王子スタジアム（※ 2）
◎ 王子動物園
◎ 王子動物園　北園トイレ
○ 王子動物園　動物科学資料館前

中央区
◎ 神戸こども初期急病センター
○ ケーズデンキ　HAT 神戸店
○ 神戸布引ハーブ園展望レストラン

兵庫区
○ 兵庫勤労市民センター
◎ 中央卸売市場　本場関連中央棟
◎ デイリーカナート　イズミヤ鵯越町店
◎ イオンモール神戸南
◎ 兵庫区総合庁舎

北区
◎ 森林植物園
◎ しあわせの村　本館・宿泊館
◎ しあわせの村　保養センターひよどり
◎ しあわせの村　芝生広場北側トイレ 北区しあわせの村 1 番
◎ しあわせの村　テニスコート北側トイレ
○ しあわせの村　野外活動センター あおぞら
○ 阪神高速白川パーキングエリア（7 号北神戸線） 北区山田町下谷上
○ キーナの森 北区山田町藍那
○ 有馬の工房 北区有馬町 1019
◎ イオンモール神戸北
◎ 北神区民センター 北区藤原台中町
◎ 太閤橋おもてなしトイレ 北区有馬町
○ ベルスト鈴蘭台・北区役所 北区鈴蘭台北町

長田区
◎ アスタプラザ　ファースト
◎ アスタプラザ　イースト 長田区大橋町 5
◎ アスタプラザ　ウエスト 長田区大橋町 6
◎ アスタくにづか　3 番館
◎ ふたば学舎

○ マックスバリュ　長田南店
（イオン長田南ショッピングセンター内）

○ ジョイプラザ（東急プラザ新長田）
※2　イベント開催時のみ使用可
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◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置
施 設 名 所 在 地 連 絡 先

須磨区
○ マックスバリュ　須磨海浜公園駅前店 須磨区松風町 3
◎ 高倉会館
◎ 須磨区役所

○ LUCCA 名谷　（地下鉄名谷駅北西） （㈱ダイワサービス神戸支店）
○ 須磨パティオ健康館　（地下鉄名谷駅南西）
◎ 名谷センタービル
◎ 須磨パティオ 1 番館
○ 北須磨地域福祉センター
○ 名谷南会館
○ 名谷南センター商業棟
○ 須磨消防署

垂水区
○ プリコ垂水西館（JR 垂水駅西高架下）
◎ コープ新多聞
◎ 垂水消防署
◎ ケーズデンキ　ガーデンシティ垂水本店
◎ カインズホーム　神戸垂水店

西区
○ キャンパススクエア（地下鉄学園都市駅北）
○ キャンパススクエア東館
◎ 太山寺地域福祉センター
○ 西神南センタービル 西区井吹台東町 1 丁目1-1

西区伊川台町前開 270-1
西区糀台 5-4-1

〇 セリオ
◎ カインズホーム　神戸西神南店
◎ 西神戸医療センター
◎ プレンティ 1 番館
◎ 西神センタービル 西区糀台
○ 神出ファームビレッジ
◎ スーパーセンターイズミヤ　神戸玉津店
○ 阪神高速前開パーキングエリア（7 号北神戸線） 西区伊川谷町前開
◎ 湯～モアリゾート太山寺なでしこの湯
○ プレンティ第 2 駐車場
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◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置
施 設 名 所 在 地 連 絡 先

須磨区
○ マックスバリュ　須磨海浜公園駅前店 須磨区松風町 3
◎ 高倉会館
◎ 須磨区役所

○ LUCCA 名谷　（地下鉄名谷駅北西） （㈱ダイワサービス神戸支店）
○ 須磨パティオ健康館　（地下鉄名谷駅南西）
◎ 名谷センタービル
◎ 須磨パティオ 1 番館
○ 北須磨地域福祉センター
○ 名谷南会館
○ 名谷南センター商業棟
○ 須磨消防署

垂水区
○ プリコ垂水西館（JR 垂水駅西高架下）
◎ コープ新多聞
◎ 垂水消防署
◎ ケーズデンキ　ガーデンシティ垂水本店
◎ カインズホーム　神戸垂水店

西区
○ キャンパススクエア（地下鉄学園都市駅北）
○ キャンパススクエア東館
◎ 太山寺地域福祉センター
○ 西神南センタービル 西区井吹台東町 1 丁目1-1

西区伊川台町前開 270-1
西区糀台 5-4-1

〇 セリオ
◎ カインズホーム　神戸西神南店
◎ 西神戸医療センター
◎ プレンティ 1 番館
◎ 西神センタービル 西区糀台
○ 神出ファームビレッジ
◎ スーパーセンターイズミヤ　神戸玉津店
○ 阪神高速前開パーキングエリア（7 号北神戸線） 西区伊川谷町前開
◎ 湯～モアリゾート太山寺なでしこの湯
○ プレンティ第 2 駐車場

●公共交通機関「こうべ・だれでもトイレ」含む多機能トイレ
◎印 大型多目的シートを設置　○印 ベビーシートを設置
下線部は「こうべ・だれでもトイレ」設置駅

施 設 名 連 絡 先

阪急電鉄〔改札内〕
○岡本駅　◎御影駅　○六甲駅　○王子公園駅　◎春日野道駅
○神戸三宮駅　◎花隈駅（西口）

阪神電車〔一部を除き改札内〕
○深江駅　○青木駅　○魚崎駅　○御影駅　○石屋川駅　○新在家駅　○大石駅
○西灘駅　○岩屋駅　○春日野道駅（東口）　○神戸三宮駅（東口・西口）
○元町駅（西口改札外）　○西元町駅（東口・西口改札外）
◎高速神戸駅（東口・西口改札外）　○新開地駅（東口改札外・西口）
○大開駅（東口）　◎高速長田駅（東口）

ポートライナー〔一部を除き改札内〕
◎三宮駅　○貿易センター駅　○ポートターミナル駅　○中公園駅
○みなとじま駅　○市民広場駅（改札外）　○医療センター駅　

○神戸空港駅　○南公園駅　○中埠頭駅　○北埠頭駅

六甲ライナー〔改札内〕
○住吉駅　○魚崎駅　○アイランド北口駅　○アイランドセンター駅
○マリンパーク駅

市営地下鉄西神・山手線〔改札内〕
○新神戸駅　○三宮駅（東口・西口）　○県庁前駅　○大倉山駅
○湊川公園駅（東口・西口）　〇上沢駅　○長田駅　○新長田駅　○板宿駅
○妙法寺駅　○名谷駅　○総合運動公園駅　○学園都市駅　○伊川谷駅
○西神南駅　○西神中央駅

市営地下鉄海岸線〔改札内〕
○三宮・花時計前駅　○旧居留地・大丸前駅　○みなと元町駅
○ハーバーランド駅　○中央市場前駅　○和田岬駅　○御崎公園駅　○苅藻駅
○駒ヶ林駅　○新長田駅

神戸電鉄〔改札内〕
○湊川駅　○長田駅　○鈴蘭台駅　○北鈴蘭台駅　○山の街駅
○大池駅（下り改札内）　○神鉄六甲駅　○唐櫃台駅　○有馬温泉駅　○岡場駅
○田尾寺駅　○道場南口駅　○西鈴蘭台駅　○木津駅

山陽電車〔改札内〕
○月見山駅　○滝の茶屋駅　 ○東須磨駅　○山陽垂水駅

○計算科学センター駅
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⑨ 公共施設等一覧
名　　称 代表電話番号 FAX 所　　在　　地 最寄駅・停留所

新長田合同庁舎

（住民税）

（軽自動車税
種別割）

（住民税）

（軽自動車税
種別割）

JR：新長田
地下鉄
　西神・山手線：新長田
　海岸線：駒ヶ林

名　　称 電　話 所　　在　　地 最寄駅・停留所

）
区
北
（

山 田 神鉄：箕谷

有 馬 神鉄：有馬温泉

道 場 神鉄：道場

八 多 神姫バス：八多出張所前

大 沢 神姫バス：中大沢

長 尾 神姫バス：鹿の子温泉口

淡 河 神姫バス：淡河出張所前

）
区
西
（

伊 川 谷 神姫バス：伊川谷出張所前

押 部 谷 神姫バス：押部谷出張所前

神 出 神姫バス：田井東口

岩 岡 神姫バス：岩岡出張所前

櫨 谷 神姫バス：櫨谷出張所前

平 野 神姫バス：平野出張所前

名　　称 電　話 FAX 所　　在　　地 最寄駅・停留所

神戸市保健所 各線：三宮

2　消防署等
名　　称 電　話 FAX 所　　在　　地 最寄駅・停留所

消防局（各課） 各線：三宮

航 空 機 動 隊 ポートライナー：神戸空港

市民防災総合
セ ン タ ー

市バス：
市民防災総合センター

東 灘 消 防 署 ＪＲ、六甲ライナー：住吉

青 木 出 張 所 阪神：青木
阪神バス：小路

六甲アイランド
出 張 所

六甲ライナー：
マリンパーク

深田池出張所 阪急：御影
市バス：深田池

灘 消 防 署 ＪＲ：六甲道
市バス：将軍通

青谷橋出張所 市バス：青谷橋

7272

公
共
施
設
等
一
覧

9. 公共施設等一覧



名　　称 電　話 FAX 所　　在　　地 最寄駅・停留所

中 央 消 防 署 各線：三宮
市バス：新生田川

栄 町 出 張 所 ＪＲ：神戸
地下鉄：ハーバーランド

山 手 出 張 所 神戸高速：花隈

兵 庫 消 防 署 神鉄：湊川
地下鉄：湊川公園

運 南 出 張 所 地下鉄：和田岬

北 消 防 署 神鉄：西鈴蘭台

北 神 分 署 神鉄：田尾寺

有馬出張所 神鉄：有馬温泉

山 田 出 張 所 神鉄：箕谷
市バス：箕谷前

ひ よ ど り
出 張 所

市バス：
ひよどり台南町 2丁目

長 田 消 防 署 神戸高速：高速長田
地下鉄：長田

大 橋 出 張 所
ＪＲ：新長田
地下鉄：新長田

須 磨 消 防 署 ＪＲ：鷹取、須磨海浜公園

板 宿 出 張 所 地下鉄：板宿
山陽：板宿

北須磨出張所 地下鉄：名谷

垂 水 消 防 署 市バス・山陽バス：
舞多聞口

塩 屋 出 張 所 山陽バス：青山台

高 丸 出 張 所 ＪＲ：垂水
山陽バス：八幡裏

舞 子 出 張 所 ＪＲ：舞子
市バス・山陽バス：舞子台 3丁目

西 消 防 署 市バス：西体育館

押部谷出張所 神鉄：栄
神姫バス：栄駅前

伊川谷出張所 西区伊川谷町潤和字柿田 1056
市バス・神姫バス：東河原

西神南出張所 市バス：ハイテク 4番

岩 岡 救 急
ステーション
（昼間帯のみ）

（電話兼用） 神姫バス：岩岡出張所前

水 上 消 防 署 ポートライナー：中公園駅
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3　労働行政関係機関
（1）国

名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地
厚生労働省兵庫労働局
職業安定部　職業対策課

（2）公共職業安定所
名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地 対象地域

灘 公 共 職 業 安 定 所 東灘、灘、
中央の一部

神 戸 公 共 職 業 安 定 所
中央の一部、兵庫
長田、須磨、垂水
北の一部

神 戸 公 共 職 業 安 定 所
三 田 出 張 所 北の一部

西 神 公 共 職 業 安 定 所 西の一部

明 石 公 共 職 業 安 定 所 西の一部

（3）障害者雇用促進関係機関
名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地

神戸障害者就業・生活支援センター
中部在宅障害者福祉センター 2階

一般財団法人兵庫県雇用開発協会 中央区相生町 1
東成ビル 3階

兵 庫 障 害 者 職 業 セ ン タ ー
（独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構） 灘区大内通 5

兵庫県立障害者高等技術専門学院 西区曙町 1070

国立県営兵庫障害者職業能力開発校 伊丹市東有岡 4 8

4　税務署
名　　　称 電　話 所　　在　　地 管轄区域

芦 屋 税 務 署 東灘

灘 税 務 署 灘

神 戸 税 務 署 中央

兵 庫 税 務 署 兵庫、北

長 田 税 務 署 長田

須 磨 税 務 署 須磨、垂水

明 石 税 務 署 西

【聴覚障害者等専用電子メール相談窓口】
　国税庁ホームページ「聴覚障害者等専用電子メール相談窓口」ページ内の「聴覚
障害者等専用電子メール相談の入力」に相談内容等を入力の上、送信してください。

聴覚障害者等専用電子メール相談窓口　二次元バーコード

神戸クリスタルタワー14階

※中央、北、西の対象地域の詳細については、各公共職業安定所にお問い合わせください。
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3　労働行政関係機関
（1）国

名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地
厚生労働省兵庫労働局
職業安定部　職業対策課

（2）公共職業安定所
名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地 対象地域

灘 公 共 職 業 安 定 所 東灘、灘、
中央の一部

神 戸 公 共 職 業 安 定 所
中央の一部、兵庫
長田、須磨、垂水
北の一部

神 戸 公 共 職 業 安 定 所
三 田 出 張 所 北の一部

西 神 公 共 職 業 安 定 所 西の一部

明 石 公 共 職 業 安 定 所 西の一部

（3）障害者雇用促進関係機関
名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地

神戸障害者就業・生活支援センター
中部在宅障害者福祉センター 2階

一般財団法人兵庫県雇用開発協会 中央区相生町 1
東成ビル 3階

兵 庫 障 害 者 職 業 セ ン タ ー
（独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構） 灘区大内通 5

兵庫県立障害者高等技術専門学院 西区曙町 1070

国立県営兵庫障害者職業能力開発校 伊丹市東有岡 4 8

4　税務署
名　　　称 電　話 所　　在　　地 管轄区域

芦 屋 税 務 署 東灘

灘 税 務 署 灘

神 戸 税 務 署 中央

兵 庫 税 務 署 兵庫、北

長 田 税 務 署 長田

須 磨 税 務 署 須磨、垂水

明 石 税 務 署 西

【聴覚障害者等専用電子メール相談窓口】
　国税庁ホームページ「聴覚障害者等専用電子メール相談窓口」ページ内の「聴覚
障害者等専用電子メール相談の入力」に相談内容等を入力の上、送信してください。

聴覚障害者等専用電子メール相談窓口　二次元バーコード

神戸クリスタルタワー14階

※中央、北、西の対象地域の詳細については、各公共職業安定所にお問い合わせください。

【聴覚障害者等専用ファクシミリ】
名　　　称 FAX 〔注〕

の方な由自不がとこす話やとこく聴はリミシクァフのこ １
税務相談専用です。

。いさだく慮遠ごは載転断無の号番リミシクァフ記左 ２
、書告申種各くづ基に令法、てし用利をリミシクァフのこ ３

申請書、届出書等は提出できませんのでご注意ください。

大阪国税局
（大阪国税局電話相談センター）

5　警察署等
名　　　称 電　　　話 所　　在　　地

兵 庫 県 警 察 本 部 （交通規制課　内線 5177）
FAX 

東 灘 警 察 署

灘 警 察 署

神 戸 水 上 警 察 署

葺 合 警 察 署

生 田 警 察 署

兵 庫 警 察 署

神 戸 北 警 察 署

有 馬 警 察 署

長 田 警 察 署

須 磨 警 察 署

垂 水 警 察 署

神 戸 西 警 察 署

庁同合田長新えうの合統に日9月9年元和令は所務事税県両の戸神西旧・戸神旧 （所務事税県　6
舎 6 階に移転しました）

名　　　称 管轄区域 業務内容 電　話 FAX 所　　在　　地

神 戸 県 税 事 務 所

東灘、灘、
中央、兵庫、北

個人事業税

新長田合同庁舎 6 階

自動車税
種別割

長田、須磨、
垂水、西

個人事業税

自動車税
種別割

○環境性能割についてのお問い合わせ先　（神戸ナンバー）

名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地 管轄区域

東 灘 年 金 事 務 所 東灘、灘

三 宮 年 金 事 務 所 中央区江戸町 93　栄光ビル 3、4 階 中央

兵 庫 年 金 事 務 所 兵庫、北

須 磨 年 金 事 務 所 長田、須磨、
垂水、西
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8　日本郵便株式会社
名　　　称 電　話 所　　在　　地

東 灘 郵 便 局

灘 郵 便 局

神 戸 中 央 郵 便 局

兵 庫 郵 便 局

神 戸 北 郵 便 局

神 戸 山 田 郵 便 局

有 野 郵 便 局

長 田 郵 便 局

須 磨 郵 便 局

須 磨 北 郵 便 局

垂 水 郵 便 局

神 戸 西 郵 便 局

9　鉄道駅舎
名　　　称 電　　　話 名　　　称 電　　　話

ＪＲ西日本お客様センター ポートライナー三宮駅

阪 急 電 鉄 交 通
ご 案 内 セ ン タ ー 神 戸 電 鉄 鈴 蘭 台 駅

阪 神 電 車 神 戸 三 宮 駅 山 陽 電 車 板 宿 駅

市 バ ス・ 地 下 鉄 お 客 様
サ ー ビ ス コ ー ナ ー 六 甲 ラ イ ナ ー 住 吉 駅
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8　日本郵便株式会社
名　　　称 電　話 所　　在　　地

東 灘 郵 便 局

灘 郵 便 局

神 戸 中 央 郵 便 局

兵 庫 郵 便 局

神 戸 北 郵 便 局

神 戸 山 田 郵 便 局

有 野 郵 便 局

長 田 郵 便 局

須 磨 郵 便 局

須 磨 北 郵 便 局

垂 水 郵 便 局

神 戸 西 郵 便 局

9　鉄道駅舎
名　　　称 電　　　話 名　　　称 電　　　話

ＪＲ西日本お客様センター ポートライナー三宮駅

阪 急 電 鉄 交 通
ご 案 内 セ ン タ ー 神 戸 電 鉄 鈴 蘭 台 駅

阪 神 電 車 神 戸 三 宮 駅 山 陽 電 車 板 宿 駅

市 バ ス・ 地 下 鉄 お 客 様
サ ー ビ ス コ ー ナ ー 六 甲 ラ イ ナ ー 住 吉 駅

10　主な公共施設等
障害者手帳の提示により、割引となる場合があります。詳細は各施設へお問い合わせください。

名　　　称 電　話 FAX 所　　在　　地

小 磯 記 念 美 術 館

神 戸 ゆ か り の 美 術 館

神戸ファッション美術館

王 子 動 物 園

神 戸 文 学 館

六 甲 山 牧 場

相 楽 園

市 立 博 物 館 中央区京町 24

神 戸 海 洋 博 物 館

神 戸 ポ ー ト タ ワ ー

布引公園（神戸布引ハーブ園）

風 見 鶏 の 館

青 少 年 科 学 館

す ず ら ん ゴ ル フ 場

森 林 植 物 園

フルーツ・フラワーパーク 北区大沢町上大沢 2150

須 磨 離 宮 公 園

須 磨 海 づ り 公 園 須磨区一ノ谷町 5丁目地先　※休園中

平 磯 海 づ り 公 園

神戸ワイナリー農業公園

埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー 西区糀台 6丁目（西神中央公園内）
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11　駐車場（使用料減免施設　52ページ参照）	 	 （令和 5年 4月 1日現在）
区 駐　車　場　名 所　　在　　地 利用可能時間 問合せ先

東
　
　
灘

六甲アイランド公園西 向洋町中 5丁目
（小磯記念美術館地下） 入庫7：00〜23：00

出庫7：00〜24：00 857–6120
向 洋 西 公 園 向洋町中 6丁目

神戸ファッションプラザ 向洋町中 2–9 24時間 846–5400

灘

フ ォ レ ス タ 永手町 4丁目

入庫6：00〜翌1：00
出庫6：00〜翌1：00 841–7836

ウェルブ六甲道 1 番街 備後町 5–3–1

ウェルブ六甲道 2 番街 深田町 4丁目

ウェルブ六甲道 4 番街 桜口町 4–1–1

ウェルブ六甲道 5 番街
1 番 館 桜口町 5丁目

中
　
　
　
　
　
央

三 宮（ 北・ 南 ） 加納町 6丁目
（フラワーロード地下・東遊園地地下）24時間 391–5513

三 宮 中 央 通 り 三宮町 1丁目
（花時計線地下）

入庫7：00〜23：00
出庫7：00〜24：00 333–3388

サンセンタープラザ 三宮町 1丁目 入庫7：00〜23：30
出庫7：00〜24：00 332–3084

こうべ市民福祉交流センター 磯上通 3–1–32 8：30〜21：30
日祝8：30〜17：30 271–5315

ポートアイランド市民広場 港島中町 6丁目 入庫7：30〜21：30
出庫7：30〜22：00 303–0451

空 港 島 西 緑 地 神戸空港 12番

（7・8月以外）
入庫10：00〜16：30
出庫10：00〜17：00
（7・8月）
入庫10：00〜18：30
出庫10：00〜19：00

304–0050
（9：00〜18：00）
（土日祝は除く）

中 央 市 民 病 院 港島南町 2–1–1 24時間 302–4321

中 突 堤 駐 車 施 設 波止場町
（ホテルオークラ北側） 24時間

福祉駐車券の利用は
9：00〜19：00のみ可

392–7459

中突堤中央ターミナル 波止場町
（中突堤中央ターミナル北側） 321–0085

花 隈 花隈町
（花隈公園地下）

入庫7：00〜23：00
出庫7：00〜24：00 341–5338

神 戸 駅 南 東川崎町 1丁目
（ＪＲ神戸駅南側地下）

24時間

360–3731

大 倉 山 楠町 4丁目
（中央体育館北側広場地下） 382–0823

神戸アイセンター病院 港島南町 2–1–8 381–9876

デザイン・クリエイティブ
センター神戸（KIITO） 小野浜町 1丁目 4

24時間
※	事務所での減免受付は、
施設の開館時間のみ。
〇開館時間　9：00〜21：00
〇休館日　月曜日
（祝日、振替休日の場合はその翌日）

325–2201

中 央 区 役 所 東町 115番地
（中央区役所地下）

平日（木曜日以外）8：00〜18：00
木曜日　　　　　8：00〜20：15 335–7511

兵
　
　
　
庫

荒 田 公 園 荒田町 2丁目
（荒田公園地下）

入庫5：00〜23：00
出庫5：00〜24：00 579–1409

キャナルタウン中央 駅南通 5丁目
（キャナルタウン広場西側地下） 6：00〜24：00 652–3181

湊 川 公 園 新開地 1丁目
（湊川公園地下）

入庫7：00〜23：00
出庫7：00〜24：00 576–0692
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区 駐　車　場　名 所　　在　　地 利用可能時間 問合せ先

兵
　
庫

和 田 岬 駅 前 和田宮通 5丁目 入庫6：30〜23：00
出庫6：30〜24：00 672–6723

こ べ っ こ ラ ン ド・
こども家庭センター

上庄通 1丁目 1-43
（こべっこランド内）

入庫8：30〜20：00
出庫8：30〜21：00
※年末年始は閉鎖

958–8011
599–7300

北 鈴 蘭 台 鈴蘭台西町 1丁目
（北区文化センター地下）

入庫7：00〜23：00
出庫7：00〜24：00 594–4114

長
　
　
　
　
　
田

新 長 田 日吉町 1丁目（若松公園地下）
24時間 641–8738

細 田 細田町7丁目（新長田図書館地下）

新 長 田 駅 前 若松町 4丁目
（ＪＲ新長田駅南側駅前広場・ピフレ新長田地下）

入庫7：00〜翌0：30
出庫7：00〜翌1：30 641–1161

長 田 北 町 北町 3丁目
（長田区総合庁舎地下）

入庫7：00〜23：00
出庫7：00〜24：00 579–2350

アスタくにづか 3 番館 久保町 5丁目 入庫6：45〜23：00
出庫6：45〜24：00 643–1390

ア ス タ（ イ ー ス ト ） 大橋町 5丁目 24時間
642–6271

ア ス タ（ ウ エ ス ト ） 大橋町 6丁目 入庫7：00〜23：00
出庫7：00〜24：00

西 市 民 病 院 一番町 2–4
（地上）24時間
（地下）入庫8：00〜20：00
　　　出庫8：00〜21：00

576–5251

須
磨 P-CLUB 須磨区役所前 大黒町 4–1–1 8：45〜17：30

（土日祝は除く） 731–4341

垂
　
　
　
　
　
水

レバンテ垂水 1 番 館 日向 1丁目
（レバンテ垂水 1番館地下）

入庫7：00〜23：00
出庫7：00〜24：00 302–2898レ バ ン テ 垂 水 日向 1丁目

（レバンテ垂水 2番館地下）

ウ エ ス テ 垂 水 天ノ下町 1–1

舞 子 駅 前 東舞子町
（ＪＲ舞子駅北駅前広場地下） 24時間 784–2073

テ ィ オ 舞 子 東舞子町

西
西 神 中 央 駅 糀台 5丁目

（エキソアレ西神中央隣）
入庫5：00〜23：30
出庫5：00〜翌1：30 992–1802

西神戸医療センター 糀台 5–7–1 24時間 997–2200

12　駐車場（公園）（使用料減免施設　52ページ参照）	 （令和 5年 4月 1日現在）
区 駐車場（公園）名 所　　在　　地 利用可能時間 問合せ先

東
　
　
　
灘

瀬 戸 公 園 魚崎南町 1–2–1 24時間 436–8029

魚 崎 浜 公 園 魚崎浜町 27–41
（第 3工区内）

入庫
　（3月〜11月）8：00〜20：00
　（12月〜2月）8：00〜18：00
出庫24時間

452–7149

住 吉 公 園 住吉宮町 3–4 入庫8：00〜20：00
出庫24時間 846–6356

灘

大 和 公 園 中郷町 5–1–1 入庫8：00〜18：00
出庫24時間 843–7351

王 子 公 園 王子町 3丁目
（王子動物園東）

11月〜2月9：00〜16：30
3月〜10月9：00〜17：00
　休園日（水曜日、12／29
　〜1／1）は利用不可

861–5624
（王子動物園）

中
央 ポートアイランド南公園 港島 8丁目 24時間 595–6452

（公園部管理課）
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区 駐車場（公園）名 所　　在　　地 利用可能時間 問合せ先
兵
庫 御 崎 公 園 御崎町 1–2–2 6：30〜23：30 672–1672

北
森 林 植 物 園 山田町上谷上字長尾 1–2 9：00〜17：00

　休園日（水曜日）は利用不可 591–0253

北神戸田園スポーツ公園 有野町二郎 入庫5：00〜22：00
出庫24時間 951–5901

長
田 西 代 公 園 蓮池町 24時間 595–6452

（公園部管理課）

須
　
　
　
　
　
磨

須 磨 浦 公 園 一の谷町 5丁目
（山陽須磨浦公園駅前） 24時間

734–1355

須 磨 海 浜 公 園 若宮町 1丁目 734–0091

神 戸 総 合 運 動 公 園 緑台

24時間
（立体駐車場）
入出庫6：00〜翌1：30
P3駐車場は減免対象外

795–5151
（P5駐車場：795–5589）

名 谷 公 園 西落合 7–6 24時間 797–9068

須 磨 離 宮 公 園 本 園 東須磨 1–1 9：00〜17：00
　休園日（木曜日）は利用不可 732–6688

須磨離宮公園植物園 若木町 4-11
9：00〜17：00
　休園日（木曜日）は利用不可
※事前予約制

732–6688

落 合 中 央 公 園 中落合 3–1

24時間 595–6452
（公園部管理課）

下 中 島 公 園 中島町 1丁目

妙 法 寺 川 左 岸 公 園 大池町 5丁目
（下中島公園の東）

垂
　
　
　
　
　
水

ア ジ ュ ー ル 舞 子 海岸通 11
（ＪＲ舞子駅南東）

（西側駐車場）
入庫5：00〜23：00
出庫24時間
（東側駐車場）
入出庫6：00〜23：00

706–2011

垂 水 健 康 公 園 名谷町字丸尾
（垂水ジャンクション西）

入庫5：00〜21：00
出庫24時間
（臨時駐車場）
土日祝8：15〜17：00

709–2400

本 多 聞 南 公 園 本多聞 7–3 24時間 781–3865

西 高 塚 公 園 高塚台 5–2–1 入庫8：00〜18：00
出庫24時間 992–1202

13　ボランティア情報センター
　ボランティアに関する相談に応じたり、ボランティア活動情報の提供などを行っています。また、
市民福祉大学が開催するボランティア講座との連携により、ボランティア活動の支援を行っています。
（https://www.with–kobe.or.jp）

名　　称 運営主体 電　話 FAX 所　在　地 最寄駅・停留所

ボランティア
情報センター

（福）
神戸市社会
福祉協議会

271–5317 271–5366

〒 651–0086
中央区磯上通 3–1–32
（こうべ市民福祉交流
センター内）

ＪＲ・阪急・阪神・地下鉄：
三宮駅
市バス（7系統）：
市民福祉交流センター前

　なお、各区社会福祉協議会でもボランティアセンターを設置し、ボランティア活動に関する相談・
情報提供を行い、ボランティア講座を開催しています。

名　　　称 電　話 FAX 最寄駅・停留所

東灘区ボランティアセンター
（東灘区役所内） 841–6941 841–7999

ＪＲ：住吉駅
阪神：魚崎駅
六甲ライナー：住吉駅

灘区ボランティアセンター
（灘区役所内） 843–7040 843–7077 ＪＲ：六甲道駅阪神：新在家駅
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名　　　称 電　話 FAX 最寄駅・停留所
中央区ボランティアセンター

（中央区役所内） 333–4422 333–4421 ＪＲ・阪急・阪神・地下鉄：三宮駅

兵庫区ボランティアセンター
（兵庫区役所内） 579–3304 574–5771 神鉄：湊川駅地下鉄：湊川公園駅

北区ボランティアセンター
（北区役所内） 593–9910 593–9822 神鉄：鈴蘭台駅

北神ボランティアセンター
（北神区役所内）

981–5377
（区役所代表番号）940–5444 神鉄：岡場駅

長田ボランティアセンター
（長田区役所内） 574–2408 574–2427 神戸高速：長田駅地下鉄：長田駅

須磨区ボランティアセンター
（須磨区役所内） 731–8922 733–2533 地下鉄：板宿駅山陽：板宿駅

垂水区ボランティアセンター
（垂水区役所内） 709–1333 709–1332 ＪＲ：垂水駅山陽：垂水駅

西区ボランティアセンター
（西区役所内） 995–5366 995–5601 地下鉄：西神中央駅

14　福祉の店
　社会福祉施設等の手づくりの品物を展示販売し、障害者等の社会参加と、市民啓発の一助として
います。

名　　称 組　織 電話・FAX 所　　在　　地 最寄駅・停留所

神戸ふれあい工房
（100ページ）

（福）	
神戸市社会
福祉協議会

電話：	
080-9121
-6170

〒651-0087
中央区御幸通８丁目　市営地下鉄海岸線
三宮・花時計前駅構内（改札外）
カフェ「Link	tree」内
（http://kobe–fureai.jp）

地下鉄：海岸線三宮・
花時計前駅

JR・阪急・阪神・地下鉄：
三宮駅

はっぴねすコーナー
（販売）

（公財）
こう べ 市 民	
福祉振興協会

電話：
743–8188	
FAX：
743–8180

〒	651–1106
北区しあわせの村	1–1
しあわせの村本館・宿泊館	1	階
（https://shiawasenomura.org）

市バス：しあわせの村
（17・66・120	 系 統 ）
阪急バス：しあわせの村
（150・158	系統）

無料シャトルバス
（鈴蘭台・妙法寺駅等）

福		 祉		 の		 店
“	い	た	や	ど	”	 団 体 733–2477 〒	654–0022須磨区大黒町	2–2–12

山陽：板宿駅
地下鉄：板宿駅

15　しあわせの村内施設
　※施設の利用料は、障害の有無や利用時間によって異なります。直接お問い合わせください。
　※聴覚障害のある方は、743–8180（FAX）へお問合せください。

名　　　称 電　　　話 名　　　称 電　　　話
本 館 ・ 宿 泊 館

（総合センター）

743–8000
（代表）

温	 泉	 健	 康	 セ	 ン	 タ	ー
（温泉・プール・体育館・トレーレーニングジム） 743–8040

（温泉健康センター
フロント）

研 修 館 多 目 的 運 動 広 場
た ん ぽ ぽ の 家 球 技 場
野外活動センターあおぞら グ ラウ ン	 ド・ゴ ルフ 場	

キャンプ場
テントキャンプ場 ト リ ム 園 地

743–8000
（代表）

オートキャンプ場 芝 生 広 場
デイキャンプ場 日 本 庭 園

保 養 センター ひよどり	 ロ ー ン ボ ウ ル ズ 場
テ ニ ス コ ー ト

743–8080
果 樹 園・ 薬 草 園

ア ー チ ェ リ ー 場 ボ ウ ケ ン ノ モ リ 090-3036-4010
しあわせの 村 馬 事 公 苑	 743–1147 ゴ ル フ 場 743–8150

16　その他
名　　　称 電　　　話 F		A		X

神戸市総合コールセンター
（年中無休：8:00 〜 21:00） 333–3330 333–3314
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発達障害者相談窓口のご案内
発達障害者相談窓口では、日常生活、仕事や就労に関するさまざまな相談に応じたり情報提供を

行ったりしています。必要な場合はほっとできる居場所など関係機関を紹介し、地域の機関につな
ぎます。お気軽にご利用ください。

利用できる方

・神戸市内にお住まいの 15 歳以上（中学卒業後）の発達障害の方とそのご家族の方。
・支援をしている関係機関や雇用している企業の方など。
※発達障害の診断を受けていない方もご利用できます。

相談方法

・電話、FAX・E メールによる事前の予約が必要です。
・相談にかかる費用は無料です。

発達障害者相談窓口の所在地・お問い合わせ先

●発達障害者東部相談窓口
 

〔担当〕東灘区・灘区

〔最寄り駅等〕ＪＲ：灘駅、阪神電鉄：岩屋駅、阪急電鉄：王子公園駅
〔窓口開設時間〕火曜日～土曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）

●発達障害者中部相談窓口
 

〔担当〕中央区・兵庫区・長田区・須磨区

〔最寄り駅等〕ＪＲ：兵庫駅、神戸高速鉄道：大開駅、市バス：4・9 系統　兵庫駅前
〔窓口開設時間〕火曜日～土曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）

●発達障害者西部相談窓口
 

〔担当〕垂水区・西区

〔最寄り駅等〕ＪＲ・山陽電鉄：垂水駅
〔窓口開設時間〕月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）

●発達障害者北部相談窓口
 

〔担当〕北区

〔最寄り駅等〕神戸電鉄・地下鉄北神線：谷上駅
　　　　　　 阪急バス：12・30・151・158 系統　谷上駅

〔窓口開設時間〕月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）
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発達障害者相談窓口のご案内
発達障害者相談窓口では、日常生活、仕事や就労に関するさまざまな相談に応じたり情報提供を

行ったりしています。必要な場合はほっとできる居場所など関係機関を紹介し、地域の機関につな
ぎます。お気軽にご利用ください。

利用できる方

・神戸市内にお住まいの 15 歳以上（中学卒業後）の発達障害の方とそのご家族の方。
・支援をしている関係機関や雇用している企業の方など。
※発達障害の診断を受けていない方もご利用できます。

相談方法

・電話、FAX・E メールによる事前の予約が必要です。
・相談にかかる費用は無料です。

発達障害者相談窓口の所在地・お問い合わせ先

●発達障害者東部相談窓口
 

〔担当〕東灘区・灘区

〔最寄り駅等〕ＪＲ：灘駅、阪神電鉄：岩屋駅、阪急電鉄：王子公園駅
〔窓口開設時間〕火曜日～土曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）

●発達障害者中部相談窓口
 

〔担当〕中央区・兵庫区・長田区・須磨区

〔最寄り駅等〕ＪＲ：兵庫駅、神戸高速鉄道：大開駅、市バス：4・9 系統　兵庫駅前
〔窓口開設時間〕火曜日～土曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）

●発達障害者西部相談窓口
 

〔担当〕垂水区・西区

〔最寄り駅等〕ＪＲ・山陽電鉄：垂水駅
〔窓口開設時間〕月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）

●発達障害者北部相談窓口
 

〔担当〕北区

〔最寄り駅等〕神戸電鉄・地下鉄北神線：谷上駅
　　　　　　 阪急バス：12・30・151・158 系統　谷上駅

〔窓口開設時間〕月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：30（祝休日・年末年始は除く）

発達障害者居場所づくり

、てしおとをムラグロプ所場居。すまし供提を所場居るきでとっほが方の害障達発で所場な近身 ・
就労や生活技術のスキルアップを目指します。居場所には、月3回、2時間程度のプログラムを行っ
ている居場所が1 箇所と、毎日開催している居場所が 1 箇所あります。

< 開催日時 >
プログラムの内容や日時は居場所ごとに違います。詳しいことは相談窓口でご案内します。

< ほっとできる居場所 >
いずれも市内全域を対象とします。

【月 3 回開催の居場所】
ヒュッゲ（思春期・青年期発達障害者居場所）http://purecosmo.com/hygge

【毎日開催の居場所】
ゆめののつどい（障害者地域活動支援センター（発達型））

< ご利用方法 >
　ゆめののつどいプログラム参加に関しては、直接ゆめののつどいへご相談いただくか、お住まい
の区を担当する発達障害者相談窓口へご相談下さい。ゆめののつどいの場所に関しては35ページ
を参照下さい。
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しごとサポートのご案内
「しごとサポート」では、労働、福祉、保健、教育、医療などの関係機関や企業と連携し、障害

のある方の就労に関するさまざまな支援を行っています。
主な業務内容

・就労及び就労に関する生活面での相談、助言、指導、情報提供
・就労に向けた基礎訓練、職場実習の調整、企業開拓
・就労後の職場定着支援
・関係各機関とのネットワークの構築と連携

ご利用方法

まずは、お気軽に電話または FAX でご相談ください。
※相談、お問い合わせ先は下記ページでご確認ください。

窓口開設時間

月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：30（受付時間　9：00 ～ 17：00）

相談できることの例

・仕事を探しているけど、働いたことがないのでどうしたらいいかわからない。
・就労訓練を受けたい。
・どんな仕事ができるか、一緒に考えてほしい。
・今勤めている企業に、障害を理解してほしい。
・転職を考えている。

しごとサポートの所在地・お問い合わせ先

●しごとサポート中部
 

※上記の窓口開設時間に加え、第 3 土曜日を開所（来所でのご相談は事前予約制）
〔対象〕神戸市内にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕ＪＲ：兵庫駅（南すぐ）、神戸高速：大開駅（南 450m）

●しごとサポート東部
 

〔対象〕東灘区・灘区にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕ＪＲ：摩耶駅（北 300m）、阪急電鉄：王子公園駅（南東 600m）

●しごとサポート北部
 

〔対象〕北区にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕神戸電鉄：岡場駅（西口すぐ）

●しごとサポート西部
 

〔対象〕垂水区・西区にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕ＪＲ・山陽電鉄：垂水駅（北東 350m）

●しごとサポート ICT
 

〔対象〕神戸市内にお住まいか働かれている方で、特に ICT 関連での就労を希望される方

〔最寄り駅等〕六甲ライナー：アイランドセンター駅（ビル直結）

（https://associa-ind.co.jp/hyogo/work-support-tobu/）

（http://youkikai.or.jp/group/archives/594）
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しごとサポートのご案内
「しごとサポート」では、労働、福祉、保健、教育、医療などの関係機関や企業と連携し、障害

のある方の就労に関するさまざまな支援を行っています。
主な業務内容

・就労及び就労に関する生活面での相談、助言、指導、情報提供
・就労に向けた基礎訓練、職場実習の調整、企業開拓
・就労後の職場定着支援
・関係各機関とのネットワークの構築と連携

ご利用方法

まずは、お気軽に電話または FAX でご相談ください。
※相談、お問い合わせ先は下記ページでご確認ください。

窓口開設時間

月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：30（受付時間　9：00 ～ 17：00）

相談できることの例

・仕事を探しているけど、働いたことがないのでどうしたらいいかわからない。
・就労訓練を受けたい。
・どんな仕事ができるか、一緒に考えてほしい。
・今勤めている企業に、障害を理解してほしい。
・転職を考えている。

しごとサポートの所在地・お問い合わせ先

●しごとサポート中部
 

※上記の窓口開設時間に加え、第 3 土曜日を開所（来所でのご相談は事前予約制）
〔対象〕神戸市内にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕ＪＲ：兵庫駅（南すぐ）、神戸高速：大開駅（南 450m）

●しごとサポート東部
 

〔対象〕東灘区・灘区にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕ＪＲ：摩耶駅（北 300m）、阪急電鉄：王子公園駅（南東 600m）

●しごとサポート北部
 

〔対象〕北区にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕神戸電鉄：岡場駅（西口すぐ）

●しごとサポート西部
 

〔対象〕垂水区・西区にお住まいか働かれている方

〔最寄り駅等〕ＪＲ・山陽電鉄：垂水駅（北東 350m）

●しごとサポート ICT
 

〔対象〕神戸市内にお住まいか働かれている方で、特に ICT 関連での就労を希望される方

〔最寄り駅等〕六甲ライナー：アイランドセンター駅（ビル直結）

（https://associa-ind.co.jp/hyogo/work-support-tobu/）

（http://youkikai.or.jp/group/archives/594）

神戸市立市民福祉スポーツセンターのご案内

障害者、高齢者のスポーツ振興に努めるとともに、スポーツを通じて市民の交流を図ることを目
的としたスポーツ施設です。

〈施設概要〉　（こうべ市民福祉交流センター内）
卓、面3ントンミドバ、面1ルーボトッケスバ、面1ルーボーレバ）階7（館育体 　　　　　　

球 12 台使用できます。
　　　　　　トレーニングルーム（8 階）障害者対応の機器を設置しています。
　　　　　　プール（10 階）25m6 コース、水深 80 ㎝のコースを設けています。
　　　　　　プールはすべて温水プールです。

〈利用時間〉　9：00 ～ 21：00（日曜・祝日は 17：00 まで）
　　　　　　休館日　毎週木曜日（その日が祝日の場合は翌平日）
　　　　　　　　　　及び年末年始（12 月 28 日～ 1 月 4 日）

〈障害者専用利用日〉　毎週土曜日は障害者の専用利用日（無料）としています。

〈介護者〉　知的障害者及び 1 級から 4 級の身体障害者の介護者
　　　　　（障害者 1 人につき 1 人）は使用料が免除されます。

〈運営指定管理者〉　（株）COSPA　ウエルネス
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●身体障害者相談員名簿 
区 障害名 氏　名 カナ 住所 電話番号

区
灘
東

肢体 竹　原 タケハラ 本山中町

肢体 齊　藤 サイトウ 本庄町

視力 小　島 コジマ 住吉宮町

聴言 荒　井 アライ 岡本 FAX 

聴言 山　本 ヤマモト 魚崎南町

内部 大　塚 オオツカ 本山中町

灘
　
区

肢体 楠　田 クスダ 青谷町

肢体 山　本 ヤマモト 新在家南町

視力 福　田 フクダ 灘北通

聴言 山　口 ヤマグチ 薬師通

聴言 川　添 カワゾエ 備後町

内部 渡　海 ワタミ 城の下通

区
央
中

肢体 冨　田 トミタ 琴ノ緒町

視力 中　谷 ナカタニ 二宮町

聴言 中　野 ナカノ 港島中町 FAX 

聴言 西　田 ニシダ 二宮町 FAX 

内部 宮　本 ミヤモト 港島

区
庫
兵

肢体 江　口 エグチ 三石通

肢体 網　干 アボシ 駅南通

視力 折　野 オリノ 荒田町

聴言 清　水 シミズ 湊川町 FAX 

聴言 渡　邊 ワタナベ 小河通 FAX 

北
　
区

肢体 池　鍋 イケナベ 緑町

視力 中　村 ナカムラ 緑町

視力 森 モリ 鳴子

聴言 芦　田 アシダ 鈴蘭台東町 FAX 

聴言 藤　本 フジモト 星和台 FAX 

内部 坂　本 サカモト 東有野台

※直接お電話をいただく場合は、9時から17時の間にご利用いただきますようお願いいたします。
※本名簿は4月1日現在の記載になっています。相談員が変更になる場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。
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●身体障害者相談員名簿 
区 障害名 氏　名 カナ 住所 電話番号

区
灘
東

肢体 竹　原 タケハラ 本山中町

肢体 齊　藤 サイトウ 本庄町

視力 小　島 コジマ 住吉宮町

聴言 荒　井 アライ 岡本 FAX 

聴言 山　本 ヤマモト 魚崎南町

内部 大　塚 オオツカ 本山中町

灘
　
区

肢体 楠　田 クスダ 青谷町

肢体 山　本 ヤマモト 新在家南町

視力 福　田 フクダ 灘北通

聴言 山　口 ヤマグチ 薬師通

聴言 川　添 カワゾエ 備後町

内部 渡　海 ワタミ 城の下通

区
央
中

肢体 冨　田 トミタ 琴ノ緒町

視力 中　谷 ナカタニ 二宮町

聴言 中　野 ナカノ 港島中町 FAX 

聴言 西　田 ニシダ 二宮町 FAX 

内部 宮　本 ミヤモト 港島

区
庫
兵

肢体 江　口 エグチ 三石通

肢体 網　干 アボシ 駅南通

視力 折　野 オリノ 荒田町

聴言 清　水 シミズ 湊川町 FAX 

聴言 渡　邊 ワタナベ 小河通 FAX 

北
　
区

肢体 池　鍋 イケナベ 緑町

視力 中　村 ナカムラ 緑町

視力 森 モリ 鳴子

聴言 芦　田 アシダ 鈴蘭台東町 FAX 

聴言 藤　本 フジモト 星和台 FAX 

内部 坂　本 サカモト 東有野台

※直接お電話をいただく場合は、9時から17時の間にご利用いただきますようお願いいたします。
※本名簿は4月1日現在の記載になっています。相談員が変更になる場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。

 
区 障害名 氏　名 カナ 住所 電話番号

区
田
長

肢体 三　井 ミツイ 梅ヶ香町

視力 濱　田 ハマダ 西山町

視力 森　方 モリカタ 久保町

聴言 桑　城 クワキ 五位ノ池町 FAX 

聴言 廣　瀬 ヒロセ 宮丘町 FAX 

）
区
本
（
区
磨
須 肢体 小木曽 オギソ 平田町

視力 岡　崎 オカザキ 一ノ谷町

聴言 鷲　尾 ワシオ 桜の杜

内部 本　城 ホンジョウ 大池町

）
所
支
（
区
磨
須

肢体 池　内 イケウチ 白川台

肢体 竹　田 タケダ 白川台

視力 濵　本 ハマモト 白川台

聴言 石　川 イシカワ 道正台

聴言 下　﨑 シモサキ 神の谷

内部 高　橋 タカハシ 横尾

区
水
垂

肢体 内　田 ウチダ 星が丘

肢体 髙　野 タカノ 星が丘

視力 今　泉 イマイズミ 北舞子

視力 牧　野 マキノ 泉が丘

聴言 北　村 キタムラ 清玄町

聴言 山　下 ヤマシタ 平磯

西
　
区

視力 梅　木 ウメキ 前開南町

視力 木　村 キムラ 持子

聴言 野　田 ノダ 桜が丘中町 FAX 

聴言 藤　井 フジイ 前開南町

内部 原 ハラ 美賀多台

令和 5 年 4 月 1 日現在

※直接お電話をいただく場合は、9時から17時の間にご利用いただきますようお願いいたします。
※本名簿は4月1日現在の記載になっています。相談員が変更になる場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。
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●知的障害者相談員名簿 
区 氏　名 カナ 住所 電話番号

区
灘
東

近　藤 コンドウ 西岡本

高　島 タカシマ 魚崎南町

新　川 シンカワ 向洋町中

灘
　
区

冨　原 トミハラ 楠丘町

藤　原 フジワラ 大石南町

呉 ゴ 摩耶海岸通

区
央
中

橘 タチバナ 東川崎町

綛　谷 カセタニ 港島中町

戸　江 ドエ 中島通

区
庫
兵

内　海 ウツミ 大井通

竹　内 タケウチ 御崎町

松　本 マツモト 御崎町

北
　
区

伊　藤 イトウ 鈴蘭台南町

中　尾 ナカオ 筑紫が丘

木　村 キムラ 有野台

区
田
長

加　納 カノウ 大丸町

西　田 ニシダ 片山町

濱　田 ハマダ 北町

区
磨
須

岩　居 イワイ 関守町

小　川 オガワ 高倉台

松　吉 マツヨシ 中落合

区
水
垂

楳　渓 ウメタニ 霞ヶ丘

三　木 ミキ 舞子台

溝　口 ミゾグチ 霞ヶ丘

西
　
区

足　立 アダチ 狩場台

岩　井 イワイ 井吹台西町

小　野 オノ 桜が丘中町

令和 5年 4月 1日現在
・電話番号の記載がない相談員の連絡先等相談員に関するお問い合わせは
　区役所保健福祉課（裏表紙）又は障害者相談支援センター（102～ 103 ページ）まで
※直接お電話をいただく場合は、9時から17時の間にご利用いただきますようお願いいたします。
※本名簿は4月1日現在の記載になっています。相談員が変更になる場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
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呉 ゴ 摩耶海岸通
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央
中

橘 タチバナ 東川崎町

綛　谷 カセタニ 港島中町

戸　江 ドエ 中島通

区
庫
兵

内　海 ウツミ 大井通

竹　内 タケウチ 御崎町

松　本 マツモト 御崎町

北
　
区

伊　藤 イトウ 鈴蘭台南町

中　尾 ナカオ 筑紫が丘

木　村 キムラ 有野台

区
田
長

加　納 カノウ 大丸町

西　田 ニシダ 片山町

濱　田 ハマダ 北町

区
磨
須

岩　居 イワイ 関守町

小　川 オガワ 高倉台

松　吉 マツヨシ 中落合

区
水
垂

楳　渓 ウメタニ 霞ヶ丘

三　木 ミキ 舞子台

溝　口 ミゾグチ 霞ヶ丘

西
　
区

足　立 アダチ 狩場台

岩　井 イワイ 井吹台西町

小　野 オノ 桜が丘中町

令和 5年 4月 1日現在
・電話番号の記載がない相談員の連絡先等相談員に関するお問い合わせは
　区役所保健福祉課（裏表紙）又は障害者相談支援センター（102～ 103 ページ）まで
※直接お電話をいただく場合は、9時から17時の間にご利用いただきますようお願いいたします。
※本名簿は4月1日現在の記載になっています。相談員が変更になる場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。

⑩ 障害者に関するマーク
障害者に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろ
いろなマークや表示があります。
これらのマークには、国際的に定められたものや、各障害者団体等が独自に提唱しているものが
あります。
一人ひとりがマナーと思いやりを持って、暮らしやすい社会にするために、これらのマークを見
かけた場合には、ご理解とご協力をお願いいたします。
障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。※順不同

●障害者のための国際シンボルマーク
障害者が利用できる建物、施設や公共交通機関であることを明確に表すため
の、世界共通の国際シンボルマークです。国際リハビリテーション協会が 1969
年にアイルランドのダブリンで開催された総会で採択し、マークの使用について
は、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
このマークは、すべての障害者を対象としたものです。特に車椅子を利用する
障害者を限定し、使用されるものではありません。
このマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、ご理解とご
協力をお願いいたします。
（関係機関・団体）公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
　　　　　　　　　TEL 

●盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が、1984 年 10月にサウジアラビアのリヤドで開催した設立総
会で採択したものです。
視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けら
れています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで、身近に見かけるマークで
す。このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、ご理
解とご協力をお願いいたします。
（関係機関・団体）社会福祉法人日本盲人福祉委員会
　　　　　　　　　TEL 
 （http://ncwbj.or.jp）

●耳マーク
聞こえが不自由なことを表すとともに、聞こえない、聞こえにくい人への配慮
を表すマークでもあります。聴覚障害者は障害そのものが分かり難いために、誤
解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
自治体、病院、銀行などがこのマークを提示し、耳の不自由な方から申し出が
あれば必要な援助を行うという意思表示を示すのに用います。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュ
ニケーションの方法への配慮について、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、「耳マーク」のご利用については、「一般社団法人　全日本難聴者・中途

失聴者団体連合会」に利用申請を行っていただければ、無料でご利用いただけます。
（関係機関・団体）一般社団法人　全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
 （https://www.zennancho.or.jp/）

●ハート・プラスマーク
内部障害・内臓疾患のある人を表しています。
内部障害（心臓、呼吸器機能、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝
臓機能など）や内臓疾患（難病、その他内臓機能疾患）は、外見から分かり難い
ため、その存在を視覚的に示し、理解を得るためにこのマークが生まれました。
このマークを着用している方を見かけた場合は、内部障害者（内臓疾患のある
人）の利用への配慮について、ご理解とご協力をお願いいたします。
（関係機関・団体）特定非営利活動法人ハート・プラスの会
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●オストメイトマーク
オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に

障害のある障害者のことをいいます。
このマークはオストメイトである事と、オストメイトの為の設備（オストメイ
ト対応のトイレ）があることを表しています。
このマークを見かけた場合は、オストメイトとして身体内部に障害のある障害

者であること、及びそのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることに
ついて、ご理解とご協力をお願いいたします。
（関係機関・団体）公益社団法人日本オストミー協会　　TEL 

●身体障害者標識（身体障害者マーク）
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が、運転する車に
表示するマ―クで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割
り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
（関係機関）警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課
　　　　　　警察庁　TEL 

●聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）
聴覚障害者であることを理由に免許に条件を付されている方が、運転する車に
表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割
り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
（関係機関）警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課
　　　　　　警察庁　TEL 

●ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。
「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろ
ん、デパートやホテルなどの民間施設や病院においても、身体障害者補助犬を拒
んではならないとされています。補助犬はペットではありません。体の不自由な
方の体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されており、
衛生面でもきちんと管理されています。

お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
（関係機関）厚生労働省　社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
　　　　　　TEL 

●譲りあい感謝マーク
内部障害者や難病患者の方など、配慮の必要なことが外見からわかりにくい人
がいます。
譲りあい感謝マークは、そうした方々が外出する際に身につけることによっ
て、バスや電車での座席の譲りあいをはじめ、周囲の人びとが配慮を示しやすく
するなど、障害や難病を抱える方々などの社会参加を応援し、みんなにやさしい
環境づくりを進めていこうというものです。このマークを見かけた場合は、ご理
解とご協力をお願いいたします。

（関係機関）兵庫県　福祉部　ユニバーサル推進課
　　　　　　TEL 
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●オストメイトマーク
オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に
障害のある障害者のことをいいます。
このマークはオストメイトである事と、オストメイトの為の設備（オストメイ
ト対応のトイレ）があることを表しています。
このマークを見かけた場合は、オストメイトとして身体内部に障害のある障害

者であること、及びそのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることに
ついて、ご理解とご協力をお願いいたします。
（関係機関・団体）公益社団法人日本オストミー協会　　TEL 

●身体障害者標識（身体障害者マーク）
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が、運転する車に

表示するマ―クで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割
り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
（関係機関）警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課
　　　　　　警察庁　TEL 

●聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）
聴覚障害者であることを理由に免許に条件を付されている方が、運転する車に
表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割
り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
（関係機関）警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課
　　　　　　警察庁　TEL 

●ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。
「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろ

ん、デパートやホテルなどの民間施設や病院においても、身体障害者補助犬を拒
んではならないとされています。補助犬はペットではありません。体の不自由な
方の体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されており、
衛生面でもきちんと管理されています。

お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
（関係機関）厚生労働省　社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
　　　　　　TEL 

●譲りあい感謝マーク
内部障害者や難病患者の方など、配慮の必要なことが外見からわかりにくい人

がいます。
譲りあい感謝マークは、そうした方々が外出する際に身につけることによっ
て、バスや電車での座席の譲りあいをはじめ、周囲の人びとが配慮を示しやすく
するなど、障害や難病を抱える方々などの社会参加を応援し、みんなにやさしい
環境づくりを進めていこうというものです。このマークを見かけた場合は、ご理
解とご協力をお願いいたします。

（関係機関）兵庫県　福祉部　ユニバーサル推進課
　　　　　　TEL 

●「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク
白杖ＳＯＳシグナル運動の普及啓発シンボルマーク白杖を頭上 50cm程度に
掲げてＳＯＳのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで
声をかけて支援しようという「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普及啓発シンボルマ
ークです。
白杖によるＳＯＳのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていること
などを聞き、サポートしていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたしま
す。
（関係機関・団体）岐阜市　福祉部　福祉事務所　障がい福祉課
　　　　　　　　　TEL 

  （https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/syougaisyafukushi/1004678/1004681.html）

●ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方
など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に
配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都
が作成したマークです。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、
困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いいたしま
す。
（関係機関・団体）東京都　福祉保健局　障害者施策推進部　計画課
　　　　　　　　　TEL 

 （http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html）

●障害者雇用支援マーク
公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者の在宅障害者就労支援並びに障
害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
障害者の社会参加を理念に、障害者雇用を促進している企業や障害者雇用を促
進したいという思いを持っている企業は少なくありません。
そういった企業がどこにあるのか、障害者で就労を希望する方々に少しでもわ
かりやすくなれば、障害者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないか
と考えます。

障害者雇用支援マークが企業側と障害者の橋渡しになればと考えております。御協力のほど、宜
しくお願いします。
（関係機関・団体）公益財団法人ソーシャルサービス協会 IT センター
　　　　　　　　　TEL  
 （https://www.social.or.jp/itcenter/works/mark.html）

●手話マーク・筆談マーク
耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示し
たり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応が
できるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支
援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いしま
す」の意味、窓口等が掲示している場合は「手話で対応します」等の意味になり
ます。

耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミ
ュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交
通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。ま
た、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲
示することもできます。
耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いしま

す」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になり
ます。

（関係機関・団体）一般財団法人　全日本ろうあ連盟
　　　　　　　　　TEL  

手話マーク

筆談マーク
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令和 3年 11月 1日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧（366疾病）
　※ 新たに対象となる疾病（6 疾病）
　○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（29 疾病）

番号 疾病名
1 アイカルディ症候群
2 アイザックス症候群
3 IgA腎症
4 IgG4関連疾患
5 亜急性硬化性全脳炎
6 アジソン病
7 アッシャー症候群
8 アトピー性脊髄炎
9 アペール症候群
10 アミロイドーシス
11 アラジール症候群
12 アルポート症候群
13 アレキサンダー病
14 アンジェルマン症候群
15 アントレー・ビクスラー症候群
16 イソ吉草酸血症
17 一次性ネフローゼ症候群
18 一次性膜性増殖性糸球体腎炎
19 1p36欠失症候群
20 遺伝性自己炎症疾患
21 遺伝性ジストニア
22 遺伝性周期性四肢麻痺
23 遺伝性膵炎
24 遺伝性鉄芽球性貧血
25 ウィーバー症候群
26 ウィリアムズ症候群
27 ウィルソン病
28 ウエスト症候群
29 ウェルナー症候群
30 ウォルフラム症候群
31 ウルリッヒ病
32
33
34 ADH分泌異常症
35 エーラス・ダンロス症候群
36 エプスタイン症候群
37 エプスタイン病
38 エマヌエル症候群
39 遠位型ミオパチー
40 円錐角膜 ○
41 黄色靭帯骨化症
42 黄斑ジストロフィー
43 大田原症候群
44 オクシピタル・ホーン症候群
45 オスラー病
46 カーニー複合
47 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん
48 潰瘍性大腸炎
49 下垂体前葉機能低下症
50 家族性地中海熱
51 家族性低βリポタンパク血症1（ホモ接合体）※
52 家族性良性慢性天疱瘡
53 カナバン病
54 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
55 歌舞伎症候群
56
57 カルニチン回路異常症
58 加齢黄斑変性 ○
59 肝型糖原病
60 間質性膀胱炎（ハンナ型）
61 環状20番染色体症候群
62 関節リウマチ

番号 疾病名
63 完全大血管転位症
64 眼皮膚白皮症
65 偽性副甲状腺機能低下症
66 ギャロウェイ・モワト症候群
67 急性壊死性脳症 ○
68 急性網膜壊死 ○
69 球脊髄性筋萎縮症
70 急速進行性糸球体腎炎
71 強直性脊椎炎
72 巨細胞性動脈炎
73 巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）
74 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
75 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
76 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）
77 筋萎縮性側索硬化症
78 筋型糖原病
79 筋ジストロフィー
80 クッシング病
81 クリオピリン関連周期熱症候群
82 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
83 クルーゾン症候群
84 グルコーストランスポーター1欠損症
85 グルタル酸血症1型
86 グルタル酸血症2型
87 クロウ・深瀬症候群
88 クローン病
89 クロンカイト・カナダ症候群
90 痙攣重積型（二相性）急性脳症
91 結節性硬化症
92 結節性多発動脈炎
93 血栓性血小板減少性紫斑病
94 限局性皮質異形成
95 原発性局所多汗症 ○
96 原発性硬化性胆管炎
97 原発性高脂血症
98 原発性側索硬化症
99 原発性胆汁性胆管炎
100 原発性免疫不全症候群
101 顕微鏡的大腸炎 ○
102 顕微鏡的多発血管炎
103 高IgD症候群
104 好酸球性消化管疾患
105 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
106 好酸球性副鼻腔炎
107 抗糸球体基底膜腎炎
108 後縦靭帯骨化症
109 甲状腺ホルモン不応症
110 拘束型心筋症
111 高チロシン血症1型
112 高チロシン血症2型
113 高チロシン血症3型
114 後天性赤芽球癆
115 広範脊柱管狭窄症
116 膠様滴状角膜ジストロフィー
117 抗リン脂質抗体症候群
118 コケイン症候群
119 コステロ症候群
120 骨形成不全症
121 骨髄異形成症候群 ○
122 骨髄線維症 ○
123 ゴナドトロピン分泌亢進症
124 5p欠失症候群

番号 疾病名
125 コフィン・シリス症候群
126 コフィン・ローリー症候群
127 混合性結合組織病
128 鰓耳腎症候群
129 再生不良性貧血
130 サイトメガロウィルス角膜内皮炎 ○
131 再発性多発軟骨炎
132 左心低形成症候群
133 サルコイドーシス
134 三尖弁閉鎖症
135 三頭酵素欠損症
136 CFC症候群
137 シェーグレン症候群
138 色素性乾皮症
139 自己貪食空胞性ミオパチー
140 自己免疫性肝炎
141 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症（※）※
142 自己免疫性溶血性貧血
143 四肢形成不全 ○
144 シトステロール血症
145 シトリン欠損症
146 紫斑病性腎炎
147 脂肪萎縮症
148 若年性特発性関節炎
149 若年性肺気腫
150 シャルコー・マリー・トゥース病
151 重症筋無力症
152 修正大血管転位症
153 ジュベール症候群関連疾患
154 シュワルツ・ヤンペル症候群
155 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症
156 神経細胞移動異常症
157 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症
158 神経線維腫症
159 神経フェリチン症
160 神経有棘赤血球症
161 進行性核上性麻痺
162 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 ※
163 進行性骨化性線維異形成症
164 進行性多巣性白質脳症
165 進行性白質脳症
166 進行性ミオクローヌスてんかん
167 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症
168 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症
169 スタージ・ウェーバー症候群
170 スティーヴンス・ジョンソン症候群
171 スミス・マギニス症候群
172 スモン ○
173 脆弱X症候群
174 脆弱X症候群関連疾患
175 成人スチル病
176 成長ホルモン分泌亢進症
177 脊髄空洞症
178 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）
179 脊髄髄膜瘤
180 脊髄性筋萎縮症
181 セピアプテリン還元酵素（SR）欠損症
182 前眼部形成異常
183 全身性エリテマトーデス
184 全身性強皮症
185 先天異常症候群
186 先天性横隔膜ヘルニア

9292

参
　
考

参　考



令和 3年 11月 1日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧（366疾病）
　※ 新たに対象となる疾病（6 疾病）
　○ 障害者総合支援法独自の対象疾病（29 疾病）

番号 疾病名
1 アイカルディ症候群
2 アイザックス症候群
3 IgA腎症
4 IgG4関連疾患
5 亜急性硬化性全脳炎
6 アジソン病
7 アッシャー症候群
8 アトピー性脊髄炎
9 アペール症候群
10 アミロイドーシス
11 アラジール症候群
12 アルポート症候群
13 アレキサンダー病
14 アンジェルマン症候群
15 アントレー・ビクスラー症候群
16 イソ吉草酸血症
17 一次性ネフローゼ症候群
18 一次性膜性増殖性糸球体腎炎
19 1p36欠失症候群
20 遺伝性自己炎症疾患
21 遺伝性ジストニア
22 遺伝性周期性四肢麻痺
23 遺伝性膵炎
24 遺伝性鉄芽球性貧血
25 ウィーバー症候群
26 ウィリアムズ症候群
27 ウィルソン病
28 ウエスト症候群
29 ウェルナー症候群
30 ウォルフラム症候群
31 ウルリッヒ病
32
33
34 ADH分泌異常症
35 エーラス・ダンロス症候群
36 エプスタイン症候群
37 エプスタイン病
38 エマヌエル症候群
39 遠位型ミオパチー
40 円錐角膜 ○
41 黄色靭帯骨化症
42 黄斑ジストロフィー
43 大田原症候群
44 オクシピタル・ホーン症候群
45 オスラー病
46 カーニー複合
47 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん
48 潰瘍性大腸炎
49 下垂体前葉機能低下症
50 家族性地中海熱
51 家族性低βリポタンパク血症1（ホモ接合体）※
52 家族性良性慢性天疱瘡
53 カナバン病
54 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
55 歌舞伎症候群
56
57 カルニチン回路異常症
58 加齢黄斑変性 ○
59 肝型糖原病
60 間質性膀胱炎（ハンナ型）
61 環状20番染色体症候群
62 関節リウマチ

番号 疾病名
63 完全大血管転位症
64 眼皮膚白皮症
65 偽性副甲状腺機能低下症
66 ギャロウェイ・モワト症候群
67 急性壊死性脳症 ○
68 急性網膜壊死 ○
69 球脊髄性筋萎縮症
70 急速進行性糸球体腎炎
71 強直性脊椎炎
72 巨細胞性動脈炎
73 巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）
74 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
75 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
76 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）
77 筋萎縮性側索硬化症
78 筋型糖原病
79 筋ジストロフィー
80 クッシング病
81 クリオピリン関連周期熱症候群
82 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
83 クルーゾン症候群
84 グルコーストランスポーター1欠損症
85 グルタル酸血症1型
86 グルタル酸血症2型
87 クロウ・深瀬症候群
88 クローン病
89 クロンカイト・カナダ症候群
90 痙攣重積型（二相性）急性脳症
91 結節性硬化症
92 結節性多発動脈炎
93 血栓性血小板減少性紫斑病
94 限局性皮質異形成
95 原発性局所多汗症 ○
96 原発性硬化性胆管炎
97 原発性高脂血症
98 原発性側索硬化症
99 原発性胆汁性胆管炎
100 原発性免疫不全症候群
101 顕微鏡的大腸炎 ○
102 顕微鏡的多発血管炎
103 高IgD症候群
104 好酸球性消化管疾患
105 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
106 好酸球性副鼻腔炎
107 抗糸球体基底膜腎炎
108 後縦靭帯骨化症
109 甲状腺ホルモン不応症
110 拘束型心筋症
111 高チロシン血症1型
112 高チロシン血症2型
113 高チロシン血症3型
114 後天性赤芽球癆
115 広範脊柱管狭窄症
116 膠様滴状角膜ジストロフィー
117 抗リン脂質抗体症候群
118 コケイン症候群
119 コステロ症候群
120 骨形成不全症
121 骨髄異形成症候群 ○
122 骨髄線維症 ○
123 ゴナドトロピン分泌亢進症
124 5p欠失症候群

番号 疾病名
125 コフィン・シリス症候群
126 コフィン・ローリー症候群
127 混合性結合組織病
128 鰓耳腎症候群
129 再生不良性貧血
130 サイトメガロウィルス角膜内皮炎 ○
131 再発性多発軟骨炎
132 左心低形成症候群
133 サルコイドーシス
134 三尖弁閉鎖症
135 三頭酵素欠損症
136 CFC症候群
137 シェーグレン症候群
138 色素性乾皮症
139 自己貪食空胞性ミオパチー
140 自己免疫性肝炎
141 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症（※）※
142 自己免疫性溶血性貧血
143 四肢形成不全 ○
144 シトステロール血症
145 シトリン欠損症
146 紫斑病性腎炎
147 脂肪萎縮症
148 若年性特発性関節炎
149 若年性肺気腫
150 シャルコー・マリー・トゥース病
151 重症筋無力症
152 修正大血管転位症
153 ジュベール症候群関連疾患
154 シュワルツ・ヤンペル症候群
155 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症
156 神経細胞移動異常症
157 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症
158 神経線維腫症
159 神経フェリチン症
160 神経有棘赤血球症
161 進行性核上性麻痺
162 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 ※
163 進行性骨化性線維異形成症
164 進行性多巣性白質脳症
165 進行性白質脳症
166 進行性ミオクローヌスてんかん
167 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症
168 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症
169 スタージ・ウェーバー症候群
170 スティーヴンス・ジョンソン症候群
171 スミス・マギニス症候群
172 スモン ○
173 脆弱X症候群
174 脆弱X症候群関連疾患
175 成人スチル病
176 成長ホルモン分泌亢進症
177 脊髄空洞症
178 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）
179 脊髄髄膜瘤
180 脊髄性筋萎縮症
181 セピアプテリン還元酵素（SR）欠損症
182 前眼部形成異常
183 全身性エリテマトーデス
184 全身性強皮症
185 先天異常症候群
186 先天性横隔膜ヘルニア

番号 疾病名
187 先天性核上性球麻痺
188 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症
189 先天性魚鱗癬
190 先天性筋無力症候群
191 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症
192 先天性三尖弁狭窄症
193 先天性腎性尿崩症
194 先天性赤血球形成異常性貧血
195 先天性僧帽弁狭窄症
196 先天性大脳白質形成不全症
197 先天性肺静脈狭窄症
198 先天性風疹症候群 ○
199 先天性副腎低形成症
200 先天性副腎皮質酵素欠損症
201 先天性ミオパチー
202 先天性無痛無汗症
203 先天性葉酸吸収不全
204 前頭側頭葉変性症
205 早期ミオクロニー脳症
206 総動脈幹遺残症
207 総排泄腔遺残
208 総排泄腔外反症
209 ソトス症候群
210 ダイアモンド・ブラックファン貧血
211 第14番染色体父親性ダイソミー症候群
212 大脳皮質基底核変性症
213 大理石骨病
214 ダウン症候群 ○
215 高安動脈炎
216 多系統萎縮症
217 タナトフォリック骨異形成症
218 多発血管炎性肉芽腫症
219 多発性硬化症/視神経脊髄炎
220 多発性軟骨性外骨腫症 ○
221 多発性嚢胞腎
222 多脾症候群
223 タンジール病
224 単心室症
225 弾性線維性仮性黄色腫
226 短腸症候群 ○
227 胆道閉鎖症
228 遅発性内リンパ水腫
229 チャージ症候群
230 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
231 中毒性表皮壊死症
232 腸管神経節細胞僅少症
233 TSH分泌亢進症
234 TNF受容体関連周期性症候群
235 低ホスファターゼ症
236 天疱瘡
237 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症
238 特発性拡張型心筋症
239 特発性間質性肺炎
240 特発性基底核石灰化症
241 特発性血小板減少性紫斑病
242 特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）
243 特発性後天性全身性無汗症
244 特発性大腿骨頭壊死症
245 特発性多中心性キャッスルマン病
246 特発性門脈圧亢進症
247 特発性両側性感音難聴
248 突発性難聴 ○

番号 疾病名
249 ドラベ症候群
250 中條・西村症候群
251 那須・ハコラ病
252 軟骨無形成症
253 難治頻回部分発作重積型急性脳炎
254 22q11.2欠失症候群
255 乳幼児肝巨大血管腫
256 尿素サイクル異常症
257 ヌーナン症候群
258 ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）/LMX1B関連腎症
259 ネフロン癆 ※
260 脳クレアチン欠乏症候群 ※
261 脳腱黄色腫症
262 脳表ヘモジデリン沈着症
263 膿疱性乾癬
264 嚢胞性線維症
265 パーキンソン病
266 バージャー病
267 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症
268 肺動脈性肺高血圧症
269 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）
270 肺胞低換気症候群
271 ハッチンソン・ギルフォード症候群
272 バッド・キアリ症候群
273 ハンチントン病
274 汎発性特発性骨増殖症 ○
275 PCDH19関連症候群
276 非ケトーシス型高グリシン血症
277 肥厚性皮膚骨膜症
278 非ジストロフィー性ミオトニー症候群
279 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症
280 肥大型心筋症
281 左肺動脈右肺動脈起始症
282 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症
283 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症
284 ビッカースタッフ脳幹脳炎
285 非典型溶血性尿毒症症候群
286 非特異性多発性小腸潰瘍症
287 皮膚筋炎/多発性筋炎
288 びまん性汎細気管支炎 ○
289 肥満低換気症候群 ○
290 表皮水疱症
291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）
292 VATER症候群
293 ファイファー症候群
294 ファロー四徴症
295 ファンコニ貧血
296 封入体筋炎
297 フェニルケトン尿症
298 フォンタン術後症候群 ○
299 複合カルボキシラーゼ欠損症
300 副甲状腺機能低下症
301 副腎白質ジストロフィー
302 副腎皮質刺激ホルモン不応症
303 ブラウ症候群
304 プラダー・ウィリ症候群
305 プリオン病
306 プロピオン酸血症
307 PRL分泌亢進症（高プロラクチン血症）
308 閉塞性細気管支炎
309
310 ベーチェット病

番号 疾病名
311 ベスレムミオパチー
312 ヘパリン起因性血小板減少症 ○
313 ヘモクロマトーシス ○
314 ペリー症候群
315 ペルーシド角膜辺縁変性症 ○
316 ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）
317 片側巨脳症
318 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群
319
320 発作性夜間ヘモグロビン尿症
321 ホモシスチン尿症 ※
322 ポルフィリン症
323 マリネスコ・シェーグレン症候群
324 マルファン症候群
325 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー
326 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
327 慢性再発性多発性骨髄炎
328 慢性膵炎 ○
329 慢性特発性偽性腸閉塞症
330 ミオクロニー欠神てんかん
331 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん
332 ミトコンドリア病
333 無虹彩症
334 無脾症候群
335 無βリポタンパク血症
336 メープルシロップ尿症
337 メチルグルタコン酸尿症
338 メチルマロン酸血症
339 メビウス症候群
340 メンケス病
341 網膜色素変性症
342 もやもや病
343 モワット・ウイルソン症候群
344 薬剤性過敏症症候群 ○
345 ヤング・シンプソン症候群
346 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 ○
347 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん
348 4p欠失症候群
349 ライソゾーム病
350 ラスムッセン脳炎
351 ランゲルハンス細胞組織球症 ○
352 ランドウ・クレフナー症候群
353 リジン尿性蛋白不耐症
354 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 ○
355 両大血管右室起始症
356 リンパ管腫症/ゴーハム病
357 リンパ脈管筋腫症
358 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）
359 ルビンシュタイン・テイビ症候群
360 レーベル遺伝性視神経症
361 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症
362 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 ○
363 レット症候群
364 レノックス・ガストー症候群
365 ロスムンド・トムソン症候群
366 肋骨異常を伴う先天性側弯症

るなと象対にた新 ）※（ 自己免疫性後天性凝固
第Ⅹ因子欠乏症は、対象疾病番号 141

（自己免疫性後天性凝固因子欠乏症）に
統合
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身体障害者障害程度等級表（太実線より上は第 1種を、下は第 2種を表す。）
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身体障害者障害程度等級表（太実線より上は第 1種を、下は第 2種を表す。）
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ICT技術習得セミナー

神戸市電子図書館 65

神戸市発達障害者支援センター

グループホーム利用者家賃助成

10

神戸市福祉局監査指導部 12

区役所・北須磨支所保健福祉課（福祉事務所・保健センター）

2023

46

46

大阪国税局電話相談センター（ファクシミリ）

神戸アイライト協会（視覚障害者生活支援事業）

視覚障害者生活訓練事業

自動車事故対策機構による介護料の支給 18

失語症者向け意思疎通支援者の派遣 39
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ICT技術習得セミナー

神戸市電子図書館 65

神戸市発達障害者支援センター

グループホーム利用者家賃助成

10

神戸市福祉局監査指導部 12

区役所・北須磨支所保健福祉課（福祉事務所・保健センター）

2023

46

46

大阪国税局電話相談センター（ファクシミリ）

神戸アイライト協会（視覚障害者生活支援事業）

視覚障害者生活訓練事業

自動車事故対策機構による介護料の支給 18

失語症者向け意思疎通支援者の派遣 39
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兵庫県ヤングケアラー・若者ケアラー相談窓口 11

保育認定を受けた子どもの保育料等の軽減措置 36
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●店舗販売 
実際に商品を手に取ってご覧いただけます♪ 
営業時間：月～土曜日 ８時～２０時 
定 休 日：日祝、年末年始 
所 在 地：神戸市営地下鉄海岸線  

店舗運営：社会福祉法人　みかり会

三宮・花時計前駅構内（改札外） 
     カフェ「Link tree」内 
T  E  L：080-9121-6170 

●外商販売 
大量注文などのご相談に♪記念品、詰め合わせ等の
受注を承ります。 
受付時間：月～金曜日 １０時～１６時 
定 休 日：土日祝、年末年始 
T  E  L：080-8947-6697 
F  A  X：078-646-3516 
E メール：crayon-fureai@crayon.or.jp 
外商運営：NPO 法人　知的障害児・者療育サポート
　　　　  センター　くれよん

 

設置運営：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会  

店舗アクセス図 
商品の内容や店舗などについて、下記ホームページ・
インスタグラムでご確認いただけます。 
  HP  Instagram 

障害のある方たちの「もっと働きたい」、「もっと収入を増やして自立したい」、「たくさんの方に商品を
手に持って欲しい」という強い願いをともに実現していきたい、そんな思いからショップ＆ギャラリー

『神戸ふれあい工房』は生まれました。『神戸ふれあい工房』は、商品の展示・販売を通じて障害のある
方たちの自立と社会参加を応援しています。 
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障害者相談支援センターのあんない
障害者相談支援センターでは、障害の種別（身体・知的・精神・難病）に関わらず、障害のある

方の地域での生活を支援するため、様々な相談に応じたり、情報提供を行ったりしています。
※相談支援事業は、障害者総合支援法による事業であり、神戸市が法人に委託して実施しています。

ご利用できる方
家ごのそと児害障び及等者患病難、者害障神精、者害障的知、者害障体身のいま住おに内市戸神 ●

族及び介護者。

相談方法
●電話、来所、訪問により相談をお受けします。お気軽におたずねください。
※お問い合わせ・相談先のセンターは、お住まいの区によって異なります。

窓口開設時間
●月曜日～金曜日：9：00 ～ 19：00
※★のセンターは土曜日・日曜日・祝日：9：00 ～ 17：00 も開設しています。
※窓口開設時間外においては、★のセンターで緊急対応を行います。

相談することができる内容
●地域で生活するために必要なサービスの案内や利用方法など

へ人いなきでがとこるす用利をスビーサに的極積、やい伝手おのめたるす用利をスビーサに際実 ※
のアプローチも行います。

●日常の悩み、家族のこと、仕事のこと、経済的な問題、一人暮らしの希望、将来のことなど
※適切な専門機関や相談機関の紹介も行います。
●障害福祉サービスの利用にかかること（訪問系サービスの受付、認定調査）など

障害者相談支援センターの所在地・お問い合わせ先

担当 名　　　称 住　　　所 最　寄　駅 電　話 FAX

東灘区

★ ひがしなだ障害者相
談支援センター 魚崎中町デイサービス内

阪神・六甲ライナー：魚崎駅
市バス：魚崎小学校前

★ おかもと障害者相談
支援センター

JR：住吉駅
市バス：水道橋

　 うおざき障害者相談
支援センター 魚崎デイサービス内

阪神・六甲ライナー：魚崎駅
市バス：魚崎小学校前

灘 区 ★ なだ障害者相談支援
センター 東部在宅障害者福祉センター内 1 階

JR：灘駅、阪神：岩屋駅
阪急：王子公園駅
市バス：JR 灘・JR 灘北口

中央区

★ たちばな障害者相談
支援センター 神戸市総合福祉センター内 1 階

神戸高速鉄道 ; 高速神戸駅
地下鉄：大倉山駅
JR：神戸駅

★ いそがみ障害者相談
支援センター こうべ市民福祉交流センター内

JR：三ノ宮駅
阪神・阪急・地下鉄：三宮駅

102102

参
　
考

参　考



障害者相談支援センターのあんない
障害者相談支援センターでは、障害の種別（身体・知的・精神・難病）に関わらず、障害のある

方の地域での生活を支援するため、様々な相談に応じたり、情報提供を行ったりしています。
※相談支援事業は、障害者総合支援法による事業であり、神戸市が法人に委託して実施しています。

ご利用できる方
家ごのそと児害障び及等者患病難、者害障神精、者害障的知、者害障体身のいま住おに内市戸神 ●

族及び介護者。

相談方法
●電話、来所、訪問により相談をお受けします。お気軽におたずねください。
※お問い合わせ・相談先のセンターは、お住まいの区によって異なります。

窓口開設時間
●月曜日～金曜日：9：00 ～ 19：00
※★のセンターは土曜日・日曜日・祝日：9：00 ～ 17：00 も開設しています。
※窓口開設時間外においては、★のセンターで緊急対応を行います。

相談することができる内容
●地域で生活するために必要なサービスの案内や利用方法など

へ人いなきでがとこるす用利をスビーサに的極積、やい伝手おのめたるす用利をスビーサに際実 ※
のアプローチも行います。

●日常の悩み、家族のこと、仕事のこと、経済的な問題、一人暮らしの希望、将来のことなど
※適切な専門機関や相談機関の紹介も行います。
●障害福祉サービスの利用にかかること（訪問系サービスの受付、認定調査）など

障害者相談支援センターの所在地・お問い合わせ先

担当 名　　　称 住　　　所 最　寄　駅 電　話 FAX

東灘区

★ ひがしなだ障害者相
談支援センター 魚崎中町デイサービス内

阪神・六甲ライナー：魚崎駅
市バス：魚崎小学校前

★ おかもと障害者相談
支援センター

JR：住吉駅
市バス：水道橋

　 うおざき障害者相談
支援センター 魚崎デイサービス内

阪神・六甲ライナー：魚崎駅
市バス：魚崎小学校前

灘 区 ★ なだ障害者相談支援
センター 東部在宅障害者福祉センター内 1 階

JR：灘駅、阪神：岩屋駅
阪急：王子公園駅
市バス：JR 灘・JR 灘北口

中央区

★ たちばな障害者相談
支援センター 神戸市総合福祉センター内 1 階

神戸高速鉄道 ; 高速神戸駅
地下鉄：大倉山駅
JR：神戸駅

★ いそがみ障害者相談
支援センター こうべ市民福祉交流センター内

JR：三ノ宮駅
阪神・阪急・地下鉄：三宮駅

担当 名　　　称 住　　　所 最　寄　駅 電　話 FAX

兵庫区 ★ ひょうご障害者相談
支援センター 中部在宅障害者福祉センター内 2階

JR：兵庫駅
神戸高速鉄道：大開駅
市バス：兵庫駅前

北 区

★ きた障害者相談支援
センター 神戸電鉄：鈴蘭台駅

★ ほくしん障害者相談
支援センター エコールリラ 1階 神戸電鉄：岡場駅

　 たにがみ障害者相談
支援センター シャトーノールデューⅡ1階

神戸電鉄：谷上駅
阪急バス：谷上駅
神姫バス：谷上駅

長田区

★ にしだい障害者相談
支援センター

神戸高速鉄道：西代駅
JR：新長田駅
市バス：西代

★ しんながた障害者相
談支援センター ピフレ新長田 2階

JR：新長田駅
地下鉄：新長田駅

須磨区

★ きたすま障害者相談
支援センター ワコーレ須磨名谷

ステーションマークス 1階

地下鉄：名谷駅
市バス：名谷駅前

★ たかとり障害者相談
支援センター

JR：鷹取駅
山陽：東須磨駅
市バス：須磨警察署前

垂水区

★ たるみ障害者相談支
援センター 西部在宅障害者福祉センター内 市バス：大門橋・西部障害者センター

　 たるみみなみ障害者
相談支援センター 垂水日向ビル 3階

JR・山陽：垂水駅
市バス・山陽バス：垂水東口・垂水駅

西 区

★ にしこうべ障害者相
談支援センター 西神南センタービル 7階

地下鉄：西神南駅
市バス・神姫バス：西神南駅前

　 たまつあけぼの障害
者相談支援センター

西区曙町 1070
総合リハビリテーションセンター内 神姫バス：玉津曙・県立リハビリセンター

　 ひらのせいしん障害
者相談支援センター 西区障害者地域生活支援拠点内 市バス：西体育館
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区役所・支所一覧
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